
 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都石油コンビナート等防災計画 

令和５年修正案 

 

 

（令和５年修正） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都石油コンビナート等防災本部 
  



 

 

  



 

用‐1 

 

用 語 例 
 

 本計画で使用する用語等は、次による。 

 

１ 地域等の標記 

 標  記 説  明 

1 区市町村 東京都に属する全区市町村をいう。 

2 特別防災区域 

大田区羽田空港一丁目のうち環状八号線より北側の区

域、同区羽田空港二丁目のうち環状八号線より北側の区

域、同区羽田空港三丁目並びに東京国際空港の区域（同

区羽田空港一丁目から羽田空港三丁目までに属する区

域を除く。）のうち場周道路及び場周道路が羽田空港三

丁目と交わる地点を結んだ直線で囲まれた区域 

 

２ 機関名等の標記 

 標  記 機関等 

1 都 東京都 

2 防災本部 東京都石油コンビナート等防災本部 

3 現地本部 東京都石油コンビナート等現地防災本部 

4 都各局 
東京都石油コンビナート等防災本部を構成する各局・本

部・庁 

5 都〇〇局／都○○委員会 東京都〇〇局／東京都○○委員会 

6 関東東北産業保安監督部 経済産業省関東東北産業保安監督部 

7 関東地方整備局 国土交通省関東地方整備局 

8 関東運輸局 国土交通省関東運輸局 

9 東京空港事務所 国土交通省東京航空局東京空港事務所 

10 東京海上保安部 海上保安庁第三管区海上保安本部東京海上保安部 

11 東京管区気象台 気象庁東京管区気象台 

12 東京労働局 厚生労働省東京労働局 

13 NTT東日本 東日本電信電話株式会社東京事業部 

14 日赤東京都支部 日本赤十字社東京都支部 

15 日本通運 日本通運株式会社首都圏支店 

16 京急電鉄 京浜急行電鉄株式会社 

17 東京モノレール 東京モノレール株式会社 

18 東海汽船 東海汽船株式会社 

19 都トラック協会 一般社団法人東京都トラック協会 

20 都医師会 公益社団法人東京都医師会 

21 都歯科医師会 公益社団法人東京都歯科医師会 

22 都薬剤師会 公益社団法人東京都薬剤師会 

23 都看護協会 公益社団法人東京都看護協会 

24 献血供給事業団 公益財団法人献血供給事業団 

25 東京バス協会 一般社団法人東京バス協会 

26 関係機関等 石災法第 27 条第３項第４号に定める機関 

27 防災関係機関 関係機関等（特定事業者を除く。）及び自衛隊 

28 特定地方行政機関 
東京労働局、関東東北産業保安監督部、関東地方整備局、

第三管区海上保安本部 

29 特定事業所 
石災法第２条第４号及び第５号に定める第１種事業所

及び第２種事業所 
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 標  記 機関等 

30 その他事業所 特別防災区域内に所在する特定事業所以外の事業所 

31 特定事業者 
石災法第２条第９号に定める第１種事業者及び第２種

事業者 

32 その他事業者 特別防災区域内に所在する特定事業者以外の事業者 

 

３ 法令・条例名等の標記 

 標  記 説  明 

1 石災法 石油コンビナート等災害防止法（昭和 50年法律第 84号） 

2 施行令 
石油コンビナート等災害防止法施行令（昭和 51 年政令

第 129号） 

3 本部条例 
東京都石油コンビナート等防災本部条例（平成 30 年東

京都条例第 92号） 

4 本部運営要綱 
東京都石油コンビナート等防災本部運営要綱 

（平成 30年 11月 12日） 
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第１章 計画の目的及び方針 

第１節 目的 

 東京都石油コンビナート等防災計画（以下「防災計画」という。）は、石災法

第 31条の規定に基づき、防災本部が作成する計画である。その目的は、都にお

ける特別防災区域に係る災害の発生及び拡大を防止するため、特定事業者の責

務及び防災関係機関等の業務を明確にし、総合的な防災対策の推進を図り、も

って特別防災区域に係る災害から関係地域住民等の生命、身体及び財産を保護

することにある。 

第２節 基本方針 

○ 特定事業者は、当該事業所における防災対策の強化と特別防災区域におけ

る各事業所相互間の協力体制の確立により、災害の発生及び拡大防止を図る

ものとする。 

○ 災害応急活動に従事する防災関係機関の業務、役割を明確にするとともに、

防災関係機関相互の連携強化に努め、一体的な防災活動の確保を図るものと

する。 

○ 特別防災区域に係る災害の特殊性に鑑み、災害の発生を未然に防止するた

めの予防対策の充実と、発災初期の防災活動に万全を期すものとする。 

○ 防災計画は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）、消防法（昭和

23 年法律第 186 号）、高圧ガス保安法（昭和 26 年法律第 204 号）その他の

防災関係法令に基づく諸計画と十分調整を図り運用するものとする。 

○ この計画に定めのない事項は、災害の状況に応じ、東京都地域防災計画各

編、関係区市町村地域防災計画等の関連事項を準用し、必要な対策を実施す

るものとする。 

第３節 計画の習熟 

○ 防災関係機関は、平素から危機管理の一環として、特別防災区域に係る災

害対策を推進する必要がある。このため、特別防災区域に係る施策・事業が

石災法及び本計画に合致しているかを点検し、必要に応じて見直しを行うと

ともに、石油コンビナート災害に関する調査・研究に努め、所属職員に対す

る災害時の役割などを踏まえた実践的な教育・訓練の実施などを通して本計

画を習熟し、石油コンビナート災害への対応能力を高める。 

第４節 計画の修正 

○ この計画は、石災法第 31 条の規定に基づき、毎年検討を加え、必要があ

ると認めるときにこれを修正する。 

○ 防災本部は、石災法第 31 条第５項の規定に基づき、修正した防災計画を
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主務大臣に提出するとともに、修正した防災計画の要旨を公表する。 
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第２章 特別防災区域の現況 

第１節 特別防災区域の概要 

１ 特別防災区域の範囲 

都においては、石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令（昭和 51

年政令第 192号）により、東京国際空港地区が特別防災区域として指定されて

いる。この地区は、大田区の東部の東京国際空港が所在する一帯で、京浜南運

河及び海老取川といった河川、環状八号線に囲まれ、また、東京湾に面する区

域である。 

当地区は、主に航空及び空港関連の企業が多数存在している。 

また、それらの企業関係者だけでなく、外国人を含む一般の人も地区内に多

数存在している。 

 

２ 東京国際空港地区の指定 

大田区羽田空港一丁目のうち環状八号線より北側の区域 

同 羽田空港二丁目のうち環状八号線より北側の区域 

同 羽田空港三丁目 

東京国際空港の区域のうち場周道路及び場周道路が羽田空港三丁目と交わ

る地点を結んだ直線で囲まれた区域 

 

第２節 特定事業所の概要 

１ 特定事業所の概要 

東京国際空港地区の特定事業所数は１であり、概要は下表のとおり 

事業所名 三愛オブリ株式会社航空事業部 

所在地 東京都大田区羽田空港三丁目７番１号 

業態 航空燃料の受入れ･保管及び払出し 

特定事業所の種別 第１種事業所 

石油類の貯蔵・

取扱量及び高圧

ガス処理量※ 

石油 

（千 kL） 
156.43 

高圧ガス 

（十万㎥） 
－ 

※令和５年７月時点 



 

6 

 

２ 特定事業所の立地状況 

○ 三愛オブリ株式会社航空事業部 

東京湾に埋め立てられた大田区羽田空港三丁目に位置し、国土交通省告示

により東京国際空港の範囲に含まれている。三愛オブリ株式会社航空事業部

の敷地は、Ｄ滑走路への連絡誘導路の西側に所在する東京空港事務所空港消

防東庁舎に隣接している。 

都市計画上の用途地域について、準工業地域に指定されている。 

東京国際空港の空港用地内には、エプロンの各所へ航空燃料を送油する地

下の危険物配管が三愛オブリ株式会社航空事業部の施設として整備されて

いる。 

 

特別防災区域の位置図 

三愛オブリ株式会社 

航空事業部 

：特別防災区域 

凡例 
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三愛オブリ株式会社航空事業部 

 

 

三愛オブリ株式会社航空事業部配置図 

 

 

３ 特定事業所の危険物施設数（設置許可施設） 

計 

製

造

所 

貯    蔵    所 取   扱   所 

小

計 

屋

内 

屋
外
タ
ン
ク 

屋
内
タ
ン
ク 

地
下
タ
ン
ク 

簡
易
タ
ン
ク 

移
動
タ
ン
ク 

屋

外 

小

計 

給

油 

販

売 

移

送 

一

般 

44  0 21  1 10 0 1  0 8  1 23  20  0 1 2 

※令和５年７月１日時点のもの 
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４ 特定事業所の危険物等の貯蔵、取扱数量（許可数量・届出数量） 
物質（施
行令第3
条に定め
るもの） 

石油 高圧ガス 

危険物第
4類（石
油を除
く。） 

危険物
（第4類
を除く。） 

指定可燃
物のうち
可燃性固
体類 

指定可燃
物のうち
可燃性液
体類 

高圧ガス
以外の可
燃性ガス 

毒物 劇物 

数量 
156,438  

kL 

0 

N ㎥ 

0.05 

kL 

0 

ｔ 

0 

ｔ 

0 

㎥ 

0 

N ㎥ 

0 

ｔ 

0 

ｔ 

※令和５年７月１日時点のもの 

（資料第１「危険物施設別貯蔵取扱状況」P113） 

（資料第２「危険物とう載船の専用岸壁」P114） 

（資料第３「三愛オブリ株式会社航空事業部 荷役船舶等」P114） 

第３節 特別防災区域の地域環境 

１ 地勢 

東京都臨海部は、浸食の進んだローム台地縁辺の低地と、多摩川、荒川等の

河口に発達したデルタからなる軟弱地盤地帯であり、また、海岸線にわたって

埋立造成地が広く分布している。 

特別防災区域の大半を占める東京国際空港の空港用地は、もともと軟弱な在

来粘土層が 30～40ｍ堆積していた原地盤の上に、東京湾を浚渫
しゅんせつ

したヘドロや、

陸上での建設工事などの際に発生した残土が埋め立てられ形成された軟弱地

盤である。 

また、空港用地は、地下水位も高く、各場所によって土質も大きく異なって

いた。空港用地は土木施設の中でも特に厳しい平坦性が要求されることから、

大規模な地盤改良が行われている。 

 

２ 地質 

地層の構成は、上から埋土層、上部層を粘性土層（Ｎ値※0～4）下層部を砂

質土層（Ｎ値 1～7）とする有楽町層、粘性土層（Ｎ値 5～15）と砂質土層（Ｎ

値 30～50）が繰り返す７号地層、砂質土層（Ｎ値 30程度）の江戸川層からな

っている。 

昭和 59 年１月から東京国際空港沖合展開事業にて軟弱地盤の対策として行

われた地盤改良は、主としてバーチカルドレーンによる各工法を用い、圧密促

進のためプレロード工法を併用している。 

その後、液状化の判定により対策が必要とされた箇所には、静的圧入締固め

工法及び溶液型薬液注入工法により施工している。 

※ Ｎ値とは、重量63.5 ㎏のハンマーを75 ㎝自由落下させ、標準貫入サンプラーを30 ㎝打ち込むのに要する打撃数

をいう。（JIS A 1219） 
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東京港地盤図 平成 13年 東京都港湾局 
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地盤改良工法    １期地区  ２期地区   ３期地区  合計  

プラスティックボー

ドドレーン  

総本数（千本）  

延長距離（千ｍ） 

660 

9 

450 

7 

1,210 

22 

2,320 

38 

袋詰サンドドレーン  

（パックドレーン）  

総本数（千本）  

延長距離（千ｍ）  
- 

1,270 

25 

80 

2 

1,350 

27 

サンドドレーン  
総本数（千本）  

延長距離（千ｍ）  
- 

140 

4 

120 

4 

260 

8 

部分被覆サンドドレ

ーン  

総本数（千本）  

延長距離（千ｍ）  
- - 

190 

6 

190 

6 

合計  
合計（千本）  

（千ｍ）  

660 

9 

1,860 

36 

1,600 

34 

4,120 

79 

沖合展開事業における東京国際空港の地盤改良状況（関東地方整備局 東京空港整備

事務所ホームページより） 

 

３ グランドレベルの概要 

特別防災区域の地盤高は A.P※＋3.8ｍ～13.5ｍと場所によって差がある。 

※A.P（Arakawa Peil)とは、隅田川の水位を測るため、現在の中央区新川の河岸に設けられた霊岸

島量水標の目盛による基準面をいう。 

 

４ 護岸の概要 

東京国際空港の護岸は、空港土木施設として洪水や高潮などの水害から空港

用地を保護するために整備されている。 

海老取川の河川区域にある護岸については、都建設局が維持管理を行ってい

る。 
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５ 交通の概況 

国際空港である東京国際空港は、令和５年現在、国内 49都市、国外 40都市

との航空便を就航している。 

公共交通機関では、特別防災区域内に京急電鉄空港線が２駅、東京モノレー

ルが５駅所在し運行しており、バス路線では、47社が運行している。 

主要な道路としては、特別防災区域の北西から南東にかけて首都高速湾岸線

及び国道 357号線が、西端の一部を首都高速１号羽田線が通っている。特別防

災区域の境界となる環状八号線が南方の多摩川沿いを通っている。 

船舶交通の状況としては、三愛オブリ株式会社航空事業部のタンカーバース

が地区に接しているほか、定期便を就航する羽田空港船着場が環状八号線を挟

んだ南側に隣接している。 

 

６ 避難場所 

震災時に、特別防災区域外において発生する延焼火災から住民を保護するた

めに必要な避難場所が特別防災区域内に設定されている。 

震災時における避難場所に係る運用は、東京都地域防災計画震災編第２部第

10章（避難者対策）に基づき対応する。 

 

７ 地区内残留地区 

東京国際空港地区は、特別防災区域の全域が、震災時において火災の拡大す

るおそれのない区域として地区内残留地区に指定されている。 
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第３章 特定事業者、防災関係機関及びその他事業者

の処理すべき事務又は業務の大綱 

 

第１節 特定事業者の責務 

特定事業者は事業所における災害の発生及び拡大を防止するため、自衛防災

組織の整備を行うとともに、保安管理体制を強化し、地域の一体的防災体制の

確立に努める。 

第２節 特定事業者の処理すべき事務又は業務の大綱 

名 称 内   容 

特 定 事 業 者 

１ 防災関係法令の遵守に関すること。 

２ 防災規程等の作成及び周知徹底に関すること。 

３ 防災・減災のための教育及び訓練の実施に関するこ

と。 

４ 特定防災施設等の設置及び維持管理に関すること。 

５ 防災資機材等の整備及び点検に関すること。 

６ 危険物施設等の安全管理及び保安点検に関するこ

と。 

７ 自衛防災組織の整備及び災害応急措置の実施に関 

すること。 

８ 安全操業の確保及び労働安全の徹底に関すること。 

９ 異常現象の通報に関すること。 

10 災害応急措置の概要等の報告に関すること。 

11 災害状況の把握並びに関係機関に対する連絡及び

情報提供に関すること。 

12 災害広報に関すること。 

13 防災業務の実施の状況報告に関すること。 

第３節 防災関係機関の責務 

１ 都 

都は、関係区を包括する広域的自治体として、特別防災区域に係る住民等の

生命、身体及び財産を災害から保護するため、特定事業者の行うべき防災活動

について必要な助言、指導を行うとともに、石災法その他災害の防止に関する

法令及びこの計画に基づいて、防災活動を実施し、関係区等の防災関係機関が

処理する防災に関する事務又は業務の実施を支援し、かつ、その総合調整を行

うことにより、特別防災区域に係る防災体制の整備強化を図る。 
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２ 関係区 

関係区は、基礎的な自治体として、当該区の住民等の生命、身体及び財産を

災害から保護するため、特定事業者の行うべき防災活動について必要な助言、

指導を行うとともに、防災関係機関の協力を得て防災活動を実施する。 

 

３ 自衛隊 

自衛隊は、特別防災区域に係る災害に際して、住民等の生命、身体及び財産

を災害から保護するため自衛隊の部隊等の派遣の必要がある場合には、関係機

関等と連携し、効果的に防災活動を実施する。 

 

４ 特定地方行政機関 

特定地方行政機関は、特別防災区域に係る住民等の生命、身体及び財産を災

害から保護するため、関係機関等及び自衛隊と相互に協力し、防災活動を実施

するとともに、都及び関係区の活動が円滑に行われるよう勧告、指導、助言等

を行う。 

 

５ 関係機関等及びその他の機関 

関係機関等（特定事業者、都、関係区及び特定地方行政機関を除く。）及び

その他の機関は、その業務の公共性又は公益性に鑑み、自ら防災活動を実施す

るとともに、防災関係機関の防災活動が円滑に行われるよう、その業務に協力

する。 

第４節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

１ 都 

名 称 内   容 

都 政 策 企 画 局 

１ 報道機関との連絡及び放送・報道要請に関するこ

と。 

２ 災害に関する広報及び広聴に関すること。 

３ 写真等による情報の収集及び記録に関すること。 

４ 在京大使館等との情報連絡及び調整に関すること。 

５ 災害時における他の局の応援に関すること。 

６ その他特命に関すること。 

都 総 務 局 

１ 防災本部の運営事務に関すること。 

２ 本部室の庶務に関すること。 

３ 防災関係機関との連絡に関すること。 

４ 区市町村の指導連絡に関すること。 

５ 被害情報等の収集及び通信連絡の総括に関するこ

と。 

６ 災害時における他の局の応援に関すること。 

７ 調査研究の推進に関すること。 
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名 称 内   容 

８ 前各号に掲げるもののほか、災害対策の総合調整に

関すること。 

都 財 務 局 

１ 災害対策関係予算に関すること。 

２ 車両の調達に関すること。 

３ 緊急通行車両確認標章の発行に関すること。 

４ 災害時における他の局の応援に関すること。 

５ 前各号に掲げるもののほか、財務に関すること。 

都 生 活 文 化 

ス ポ ー ツ 局 

１ 災害に関する被災者等からの相談業務に関するこ

と。 

２ 災害時における他の局の応援に関すること。 

都 都 市 整 備 局 
１ 被災建築物の調査に関すること。 

２ 災害時における他の局の応援に関すること。 

都 環 境 局 

１ 高圧ガス、火薬類等による災害の防止のための情報

連絡に関すること。 

２ 災害時における他の局の応援に関すること。 

都 福 祉 局 

１ 乳幼児、妊産婦、高齢者、障害者等の救護、安全確

保及び支援に関すること。 

２ 救助物資の備蓄、輸送及び配分に関すること。 

３ 避難者の移送及び避難所の設営に関すること。 

４ 義援金の募集・受付・配分及び義援物資の取扱いに

関すること。 

５ 災害時における他の局の応援に関すること。 

６ 前各号に掲げるもののほか、救助及び保護に関する

こと(他の局に属するものを除く。)。 

都 保 健 医 療 局 

１ 医療及び防疫に関すること。 

２ 遺体の検案及びこれに必要な措置に関すること。 

３ 地方独立行政法人東京都立病院機構に関すること。 

４ 災害時における他の局の応援に関すること。 

５ 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関すること

（他の局に属するものを除く。）。 

都 建 設 局 

１ 河川管理施設の復旧に関すること。 

２ 道路及び橋りょうの保全及び復旧に関すること。 

３ 水防に関すること。 

４ 河川における流木対策に関すること。 

５ 河川、道路等における障害物の除去に関すること。 

６ 災害時における他の局の応援に関すること。 

都 港 湾 局 

１ 港湾施設、海岸保全施設、漁港施設、空港施設の保

全及び復旧等に関すること。 

２ 輸送経路を確保するための航路、泊地及び臨港道路

の障害物の除去に関すること。 

３ 輸送拠点となる岸壁、野積場等の確保及び在港船舶

の整理に関すること。 

４ 輸送手段を確保するための船舶、ヘリコプター等の 
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名 称 内   容 

調達に関すること。 

５ 港湾における流出油の防御に関すること。 

６ 災害活動に要する海上公園及び未利用埋立地の確

保に関すること。 

７ 災害時における他の局の応援に関すること。 

警 視 庁 

１ 被害実態の把握及び各種情報の収集に関すること。 

２ 被災者の救出救助及び避難誘導に関すること。 

３ 行方不明者等の捜索及び調査に関すること。 

４ 遺体の調査等及び検視に関すること。 

５ 交通の規制に関すること。 

６ 緊急通行車両確認標章の交付に関すること。 

７ 公共の安全と秩序の維持に関すること。 

東 京 消 防 庁 

１ 火災及びその他の災害の予防・警戒及び防御に関す

ること。 

２ 人命の救出及び救急に関すること。 

３ 災害及び救助・救急情報の収集及び他の機関に対す

る通報に関すること。 

４ 特定事業所に係る災害予防に関すること。 

５ 自衛防災組織の育成指導に関すること。 

６ 特定事業所における災害原因調査等に関すること。 

 

２ 関係区 

名 称 内   容 

大 田 区 

１ 災害情報の収集・伝達に関すること。 

２ 災害広報に関すること。 

３ 住民等の避難に関すること。 

４ 警戒区域の設定に関すること。 

５ 医療救護に関すること。 

６ 化学物質及び毒物・劇物取扱施設に対する指導及び

助言に関すること。 

 

３ 自衛隊 

名 称 内   容 

陸 上 自 衛 隊 

（ 第 １ 師 団 ） 

１ 防災に関する訓練の実施 

２ 災害派遣の実施に関すること。 

 (1) 人命又は財産の保護のために緊急に行う必要の

ある応急救援又は応急復旧 

 (2) 災害救助のため防衛省の管理に属する物品の無

償貸付及び譲与 
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４ 特定地方行政機関 

名 称 内   容 

東 京 労 働 局 

１ 労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号）に基づく

化学設備の新設・変更計画等の届出の事前審査に関す

ること。 

２ 労働災害防止のための指導・監督に関すること。 

３ 災害調査及び再発防止の措置・指導に関すること。 

関 東 東 北 

産 業 保 安 監 督 部 

１ 火薬類、高圧ガス、液化石油ガス、電気、ガス等危

険物等の保安の確保に関すること。 

関 東 地 方 整 備 局 

１ 防災上必要な教育及び訓練に関すること。 

２ 通信施設等の整備に関すること。 

３ 公共施設等の整備に関すること。 

４ 災害危険区域等の関係機関への通知に関すること。 

５ 官庁施設の災害予防措置に関すること。 

６ 豪雪害の予防に関すること。 

７ 災害に関する情報の収集及び予警報の伝達・災害対

策の指導・協力に関すること。 

８ 水防活動、土砂災害防止活動、避難誘導等に関する

こと。 

９ 建設機械の現況及び技術者の現況の把握に関する

こと。 

10 緊急輸送に必要な船舶の情報に関すること。 

11 災害時における復旧資材の確保に関すること。 

12 災害発生が予測されるとき又は災害時における災

害応急対策及び復旧対策に関すること。 

第 三 管 区 

海 上 保 安 本 部 

 

１ 船舶に対する地震、津波情報等の伝達に関すること。 

２ 海上における大規模事故に関する情報の収集に関す

ること。 

３ 海難救助(人命救助、危険物流出対応、火災対応等)

に関すること。 

４ 排出油等の防除(調査及び指導、防除措置の指導等)

に関すること。 

５ 海上交通安全の確保(船舶交通の整理整頓・指導・制

限等、航路障害物の除去、危険物積載船の保安措置、

工事作業等の再開、水路の検測、航路標識等の復旧)

に関すること。 

６ 海上における治安の維持に関すること。 

７ 緊急輸送(人員及び救援・災害復旧資材の輸送)に関

すること。 

８ その他震災応急対策に必要な事項 
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５ 関係機関等及びその他の機関 

名 称 内   容 

東 京 空 港 事 務 所 
１ 災害時における航空機による輸送に関し、安全を確

保するための必要な措置に関すること。 

東 京 管 区 気 象 台 

１ 気象、地象、水象の観測及びその成果の収集、発表

に関すること。 

２ 気象業務に必要な観測体制の充実及び予報、通信等

の施設や設備の整備に関すること。 

３ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動に

よる地震動に限る。）及び水象の予報及び特別警報・

警報・注意報並びに台風、大雨及び竜巻等突風に関す

る情報等の防災機関への伝達並びにこれらの機関や

報道機関を通じた住民等への周知に関すること。 

４ 区市町村が行う避難情報の判断・伝達マニュアルや

ハザードマップ等の作成に関する技術的な支援・協力

に関すること。 

５ 災害の発生が予想されるときや、災害発生時におけ

る、都道府県や区市町村に対する気象状況の推移やそ

の予想の解説等に関すること。 

６ 都道府県や区市町村、その他の防災関係機関と連携

した防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発活

動に関すること。 

都 医 師 会 

１ 医療に関すること。 

２ 防疫の協力に関すること。 

３ 遺体の検案の協力に関すること。 

日 赤 東 京 都 支 部 

１ 災害時における医療救護班の編成及び医療救護等

(助産・死体の処理を含む。)の実施に関すること。 

２ 災害時における避難所等での救護所開設及び運営に

関すること。 

３ こころのケア活動に関すること。 

４ 赤十字ボランティアの活動に関すること。 

５ 輸血用血液製剤の確保及び供給に関すること。 

６ 義援金の受付及び配分に関すること。 

７ 災害救援物資の支給に関すること。 

８ 日赤医療施設等の保全及び運営に関すること。 

９ 外国人の安否調査に関すること。 

10 遺体の検案協力に関すること。 

11 防災計画に整合した災害救護に関する訓練の実施に

関すること。 

日 本 放 送 協 会 

１ 報道番組(気象予警報、被害状況等を含む。)に関す

ること。 

２ 広報(避難所等への受信機の貸与等を含む。)に関す

ること。 

３ 放送施設の保全に関すること。 
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名 称 内   容 

Ｎ Ｔ Ｔ 東 日 本 

１ 電信及び電話施設の建設並びにこれらの施設の保全

に関すること。 

２ 災害非常通話の調整及び気象予警報の伝達に関する

こと。 

第５節 その他事業者の協力 

その他事業者は、関係法令に基づいて、防災組織及び防災資機材の整備・充

実等、防災体制の強化を図るとともに、災害時においては、防災関係機関及び

特定事業者の行う防災活動に積極的に協力する。 
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第４章 組織 

防災関係機関及び特定事業者は、総合的な防災体制を確立するため、防災組

織を整備するとともに、相互の連携強化を図る。 

第１節 石油コンビナート等防災本部 

都に常設機関として、防災本部を設置し、本部長、本部員、専門員及び幹事

をもって組織する。 

防災本部は、特別防災区域に係る災害の未然防止及び拡大防止を図るため、

防災計画の作成、災害時等における情報の収集、伝達、応急活動等を積極的に

推進する。 

都総務局総合防災部が防災本部の事務処理を行う。 

 

１ 本部長 

 本部長は、石災法第 28 条第２項に定めるとおり東京都知事（以下単に「知

事」という。）とし、本部長に事故があるときは、東京都副知事がその職務を

代理する。 

 

２ 体系図 

 

  

特定地方行政機関

陸上自衛隊

警視庁

知事部内の職員

所在区長

東京消防庁

特定事業者

知事が必要と認める者

本部員

学識経験者

本部員の属する機関、特定事業所の職員 ※本部員・専門員を補佐

幹事会

防災本部会議

本部長＝都知事

専門員

東京都石油コンビナート等防災本部
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３ 組織図 

 

 

４ 所掌事務 

○ 防災計画の作成及び実施に関すること。 

○ 防災に関する調査、研究に関すること。 

○ 防災に関する情報の収集、伝達に関すること。 

○ 災害応急活動及び災害復旧に係る連絡調整に関すること。 

○ 現地本部に対する指示に関すること。 

○ 国の行政機関（特定地方行政機関を除く。）との連絡及び他の道府県との

連絡調整に関すること。 

○ その他特別防災区域に係る防災に関する重要な事項の実施に関すること。 

 

第２節 自衛防災組織 

特定事業者は、自衛防災組織を設置し、防災規程を定めるとともに、防災要

員を置き、防災資機材等を備え付けなければならない。 

また、防災管理者を選任して自衛防災組織を統括させ、防災体制の確立に努

めるものとする。 

 なお、これら組織の整備に当たっては、指揮命令系統、任務及び活動基準を

明確にし、特に、夜間、休日の連絡及び活動体制を確立するものとする。 
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１ 自衛防災組織等の業務 

名 称 内   容 

自 衛 防 災 組 織 

１ 日常時における防災巡回及び点検に関すること。 

２ 災害時における統轄、指揮に関すること。 

３ 災害情報の収集に関すること。 

４ 消火作業、避難・救護等災害防除に関すること。 

５ 消防機関、防災機関、関連企業等への出動要請、応

援要請、災害状況の通報等に関すること。 

６ その他防災活動上必要な事項 
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23 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部 災害想定 
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25 

 

第１章 防災アセスメント調査 

第１節 防災アセスメント調査 

特別防災区域を有する都道府県は、法に基づいて特別防災区域に係る石油コ

ンビナート等防災計画を作成し、及び毎年これに検討を加え、必要があると認

めるときは、これを修正しなければならないとされている。 

また、石油コンビナート等防災計画を策定するに当たっては、特別防災区域

で発生する可能性のある災害の種類、規模、影響等を把握するための災害の想

定が不可欠であることから、「災害の想定に関すること」が計画に定めるべき事

項として規定されている。 

この災害の想定をできるだけ客観的かつ現実的なものとするために、総務省

消防庁は平成 25 年３月に「石油コンビナートの防災アセスメント指針」（以下

「消防庁指針」という。）を公表した。 

都では防災本部に東京都石油コンビナート等防災アセスメント検討会を設置

し、消防庁指針及び都における地震等の被害想定をもとに、災害の想定を実施

し、特別防災区域において起こり得る災害の相対的な危険性の検討を行ってき

た。 

検討の経過は下表のとおり 

 

 

第２節 防災アセスメント調査概要 

１ 調査項目 

平常時及び地震時に特別防災区域内で発生する可能性のある漏えい、火災な

どの災害を対象とした。 

なお、平常時は通常操業中（可燃性物質の貯蔵・処理中）の事故を対象とし、

地震時は短周期地震動（強震動及び液状化）、長周期地震動及び津波による被

実施年度 概要 

平成 30年度 

背景 

防災計画を策定するため、施設の諸元、「首都直下型

地震等による東京の被害想定」（平成 24年４月）、「南

海トラフ巨大地震等による東京都の被害想定（平成 25

年５月）等に基づき調査 

調査項目 
平常時の事故、短周期地震動、長周期地震動、津波、

高潮、大規模災害 

令和４年度 

背景 

新たに「首都直下型地震等による東京の被害想定」（令

和４年５月）が示されたため、地震時に起こり得る災

害の形態、規模、影響範囲等を調査 

調査項目 短周期地震動、長周期地震動、津波 
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害を対象とする。 

また、消防庁指針には記載はないが、高潮による被害も対象とした。大規模

災害については、平常時でも地震時でも起こり得るものと考える。 

(1) 平常時の事故 

平常時における調査対象施設に係る危険物の漏えい・火災を対象とした以

下の評価を行った。 

ア 災害の拡大シナリオの展開 

イ 災害の発生危険度の推定 

ウ 災害の影響度の推定 

エ 災害の発生危険度と影響度に基づいた総合的な評価による災害想定 

(2) 短周期地震動による事故 

都における地震動予測結果（首都直下地震等による東京の被害想定報告書

（令和４年５月））（以下「地震動予測結果」という。）に基づく計測震度及

び液状化危険度を前提に、短周期地震動による被害（危険物の漏えい及び火

災）を対象に上記(1)ア～エの評価を行った。 

(3) 長周期地震動による被害 

地震動予測結果に基づく加速度波形を前提に、危険物タンクのスロッシン

グ（液面揺動）被害を対象として以下の評価を行った。 

ア スロッシング最大波高及び溢
いつ

流
りゅう

量の推定 

イ 長周期地震動の特性とタンクの固有周期に基づいた災害危険性評価 

ウ 想定災害の影響評価 

(4) 津波による被害 

地震動予測結果に基づく津波浸水深を前提に、以下の評価を行った。 

ア 浸水の可能性がある施設の把握 

イ 浸水による危険物タンクの被害（浮き上がり及び滑動）の影響評価 

ウ コンビナートが浸水した場合のその他被害や影響の評価 

(5) 高潮による被害 

都における既存の高潮浸水想定（高潮浸水想定区域図［想定最大規模］（浸

水深）（平成 30 年３月））（以下「高潮浸水想定区域図」という。）に基づく

高潮浸水深を前提に、以下の評価を行う。 

ア 浸水の可能性がある施設の把握 

イ コンビナートが浸水した場合の施設の被害や影響の評価 

(6) 大規模災害 

発生危険度が極めて低いと考えられるものの、発生した時の影響が甚大と

なると考えられる大規模災害について評価を行った。 

 

２ 評価対象施設 

評価対象施設は、特定防災区域内に所在する次表に掲げる施設とする。各評

価対象施設における使用物質は、航空燃料（第４類危険物）である。 
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評価対象施設 

施設種類 
施設数 

平成30年度検討 令和４年度検討 

危険物タンク 内部浮き蓋付き 10 10 

屋内貯蔵所  1 1 

屋外貯蔵所  1 1 

陸上入出荷施設  1 1 

航空機給油取扱所 
ハイドラント方式  8 8 

レフューラー方式 13 14 

海上入出荷施設 危険物タンカー桟橋  1 1 

危険物配管  1 1 

 

３ 調査の実施手順 

調査の実施手順は、調査対象施設を抽出して貯蔵･取扱物質、形式・規模、

取扱条件、防災設備等に関する基礎データを収集し、消防庁指針に従い平常時

の事故、地震（短周期地震動、長周期地震動及び津波）による被害、高潮によ

る被害及び大規模災害を対象とした評価を行う。このような調査の実施手順を

次図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査の実施手順 

 

 

 

 

 

                      評価対象施設の抽出・基礎データ収集 
     
          ○事業所や施設の配置、施設の属性等 
          ○短周期地震動データ（地震動予測結果（計測震度・液状化危険度）） 
          ○長周期地震動データ（地震動予測結果（加速度波形）） 
          ○津波データ（津波予測結果（津波浸水深）） 
          ○高潮データ（高潮浸水想定（高潮浸水深）） 
          ○全国の施設数及び全国で過去に発生した危険物の事故データ 
          ○危険物の物性データ 

防油堤等から海上
への流出の影響評
価 
防油堤火災からの
延焼拡大の影響評
価 
航空機事故の影響
評価 
タンカー事故の影
響評価 

大規模災害 津波による被害 

浸水による危険物
タンクの被害（浮き
上がり及び滑動）の
影響評価 

コンビナートが浸
水した場合のその
他の被害や影響の
評価 

浸水の可能性が 
ある施設の把握 

高潮による被害 

浸水の可能性が 
ある施設の把握 

コンビナートが浸
水した場合の施設
の被害や影響の評
価 

スロッシング最大 
波高及び溢流量 
の推定 

長周期地震動の特
性とタンクの固有
周期に基づいた災
害危険性評価 

想定災害 
の影響評価 

災害の発生・拡大 
シナリオの展開 

災害の発生危険度
の推定 

災害の影響度 
の推定 

総合的な災害 
危険性評価 

災害の発生・拡大 
シナリオの展開 

災害の発生危険度
の推定 

災害の影響度 
の推定 

総合的な災害 
危険性評価 

短周期地震動 
による被害 

長周期地震動 
による被害 

平常時の事故 
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４ 想定災害の抽出基準 

(1) 平常時の事故を対象とした評価 

平常時における災害の想定については、消防庁指針により、災害の発生危

険度と影響度を推定し、この両者を基に防災対策上想定すべき災害について

検討した。 

なお、発生危険度とは、１年当たりの出現回数、影響度とは、火災の放射

熱による被害が及ぶ範囲の大きさとし、次表の基準とする。 

 

影響度の基準値 

現象 基準値 設定理由 

火災からの受熱強度

（火災の放射熱） 

2.3 kW/m2 １分間以内で痛みを感じる強度で、旧消防

庁指針（平成13年）で示されている液面火

災の基準値 

 

個々の施設の評価は、次図のようなリスクマトリックスを用いて行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 災害影響度区分 

Ⅰ：200ｍ以上、Ⅱ：100以上 200ｍ未満、 

Ⅲ：50以上 100ｍ未満、Ⅳ：20以上 50ｍ未満、Ⅴ：20ｍ未満 

○ 平常時の災害発生危険度区分 

AA：10-3/年程度以上、A：10-4/年程度、B：10-5/年程度、 

C：10-6/年程度、D：10-7/年程度、E：10-8/年程度未満 

※AAは航空機給油取扱所のみ 

 

リスクマトリックス（平常時） 

 

この考え方に基づき抽出する災害の基準は次のとおりとする。 

○ 第１段階の災害：災害の発生危険度Ｂレベル以上の災害 

→現実的に起こり得ると考えて対策を検討しておくべき災害 

影響度が大きい（Ⅰ、Ⅱレベル）ものは対策上の優先度が高い。 

○ 第２段階の災害：災害の発生危険度がＣレベルの災害 

→発生する可能性は相当に小さいと考えられるが、万一に備えて対策を

E D C B A AA

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

影響度

大

小

小 大
災害発生危険度
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検討しておくべき災害 

影響度が大きい（Ⅰ、Ⅱレベル）ものは要注意 

○ 低頻度大規模災害：災害の発生危険度がＤレベル以下で、影響度がⅠ

レベルの災害 

→発生する可能性は極めて小さいと考えられるが、発生した時の影響が

甚大な災害 

(2) 地震（短周期地震動）による被害を対象とした評価 

前提となる地震として、東京都地域防災計画の対象地震の中で、特別防災

区域において最大の影響を及ぼすおそれのある地震として、発生確率が比較

的高い地震（10-2/年程度）及び低い地震（10-3/年程度以下）それぞれの中

で評価対象施設における計測震度が最大となる地震を一つずつ選定して評

価を行った。 

選定結果は次のとおりである。 

○ 都心南部直下地震（発生確率 10-2/年程度の地震の中で最大） 

○ 大正関東地震（発生確率 10-3/年程度以下の地震の中で最大） 

 

評価方法は、平常時と同様に、災害の発生危険度と影響度を推定し、この

両者を基に次のような考え方で防災対策上想定すべき災害の検討を行った。

個々の施設の評価も、平常時と同様にリスクマトリックスを用いて行った。 

○ 第１段階の災害: 災害の発生危険度が Bレベル（都心南部直下地震：

10-3程度、大正関東地震：10-2程度）以上の災害 

→現実的に起こり得ると考えて対策を検討しておくべき災害 

影響度が大きい（Ⅰ、Ⅱレベル）ものは対策上の優先度が高い 

○ 第２段階の災害: 災害の発生危険度が Cレベル（都心南部直下地震：

10-4程度、大正関東地震：10-3程度）の災害 

→発生する可能性は相当に小さいと考えられるが、万一に備えて対策を

検討しておくべき災害、影響度が大きい（Ⅰ、Ⅱレベル）ものは要注

意 

(3) 地震（長周期地震動）による被害を対象とした評価 

前提となる地震として、地震動予測結果のうち、都心南部直下地震、多摩

東部直下地震、都心東部直下地震、都心西部直下地震、多摩西部直下地震、

立川断層帯地震、大正関東地震及び南海トラフ巨大地震※について長周期地

震動の検討を行った。 

長周期地震動による被害については、確率的な評価は行わず、上記の地震

動による疑似速度応答スペクトルを前提に、危険物タンクのスロッシング被

害を対象として評価を行った。 

評価については、消防庁指針に基づき、スロッシングによる災害の危険性

を検討し、スロッシング最大波高及び溢
いつ

流
りゅう

量の推定、災害の影響度の推定

を行った。 
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※南海トラフ巨大地震に関しては、検討に必要な速度波形データが内閣府で検討

された評価に存在するため、当該データを用いて評価した。その結果、算定さ

れたスロッシング最大波高は全ての施設で余裕空間高さを下回っており、内部

浮き蓋付きタンクが被害を受ける危険性は小さいと考えられる。 

(4) 津波による被害を対象とした評価 

前提となる津波として、東京都地域防災計画の対象とした津波において、

特別防災区域に最大の影響を及ぼすおそれのある津波による被害について

調査を実施した。 

津波による被害については、確率的なリスク評価は行わず、上記の津波に

よる浸水深を前提に、評価を行った。 

評価については、浸水の可能性がある施設の把握した上で、危険物タンク

の被害及びコンビナートが浸水した場合のその他の被害や影響の評価を実

施した。 

(5) 高潮による被害を対象とした評価 

都は、水防法（昭和 24 年法律第 193 号）の規定に基づき、想定し得る最

大規模の高潮による氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域を示した

図を公表している。本調査では、その高潮浸水想定区域図を基に、特別防災

区域における高潮による被害を想定した。 

高潮による被害については、確率的なリスク評価は行わず、上記の高潮に

よる浸水深を前提に、評価を行った。 

評価については、浸水の可能性がある施設を把握した上で、コンビナート

が浸水した場合の施設の被害や影響の評価を実施した。 

(6) 大規模災害を対象とした評価 

発生危険性が極めて低いと考えられるものの発生した時の影響が甚大と

なると考えられる以下の災害について評価を行った。 

ア 防油堤等から海上への流出 

イ 防油堤火災からの延焼拡大 

ウ 航空機事故 

エ タンカー事故 

 

第３節 調査結果 

１ 平常時における想定災害 

平常時に想定される災害の概要を表に示す。 

定量評価を行った施設においては、次表のとおり、第１段階及び第２段階の

災害について、想定される災害事象の影響度はⅣレベル以下（50ｍ未満）とな

る。 
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平常時の想定災害（定量評価） 

影響度 第１段階の災害 第２段階の災害 

大 

(Ⅰ,Ⅱ) 
該当なし 該当なし 

中 

(Ⅲ) 
該当なし 該当なし 

小 

(Ⅳ,Ⅴ) 

・危険物タンク：小量流出・火災(10)、

タンク小火災(10) 

・陸上入出荷施設：小量流出・火災(1) 

・航空機給油取扱所：小量流出・火災(12) 

・海上入出荷施設：小量流出・火災(1) 

・危険物配管(地上配管)：小量流出・火

災(1) 

・危険物タンク：中量流出・火災(10)、

タンク全面火災(10) 

・陸上入出荷施設：大量流出・火災(1) 

・海上入出荷施設：大量流出・火災(1) 

・危険物配管(地上配管)：大量流出・

火災(1) 

注 1）該当する災害事象の括弧内の数値は施設数である。 

注 2）影響度区分は次のとおり。 

Ⅰ：200ｍ以上、Ⅱ：100以上 200ｍ未満、Ⅲ：50以上 100ｍ未満、Ⅳ：20以上 50ｍ未満、 

Ⅴ：20ｍ未満 

 

定性評価を行った施設においては、次表のとおり、災害の危険性は低いと考

えられる。 

 

平常時の想定災害（定性評価） 

対象施設 評価結果 

屋内貯蔵所 評価対象施設における第４類危険物の貯蔵量は屋内貯蔵所で約 11kL、屋外貯

蔵所で約 10kL と小量であり、また、危険物は 200L のドラム缶単位で貯蔵さ

れていることから、屋内貯蔵所及び屋外貯蔵所の危険性は低いと考えられる。 屋外貯蔵所 

危険物配管 

（地下配管） 

危険物配管については、そのほとんどが地下に埋設されているが、地下部に

ついては燃料が流出したとしても着火して火災に至る危険性は低いと考えら

れる。 

 

２ 地震（短周期地震動）による被害 

地震時（都心南部直下地震及び大正関東地震）に想定される災害の概要を表

に示す。 

(1) 都心南部直下地震 

定量評価を行った施設においては、次表のとおり、第１段階の災害として

想定される災害事象は危険物タンクの小量流出・火災のみであり、影響度は

Ⅴレベル（20ｍ未満）となる。第２段階の災害としては、危険物タンクの防

油堤内流出・火災では影響度がⅠレベル（200ｍ以上）で 333ｍとなるが、

その他の災害事象の影響度はⅣレベル以下（50ｍ未満）となる。 
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都心南部直下地震時の想定災害（定量評価） 

影響度 第１段階の災害 第２段階の災害 

大 

(Ⅰ,Ⅱ) 
該当なし ・危険物タンク：防油堤内流出・火災(3) 

中 

(Ⅲ) 
該当なし 該当なし 

小 

(Ⅳ,Ⅴ) 
・危険物タンク：小量流出・火災(5) 

・危険物タンク：小量流出・火災(5)、

中量流出・火災(10) 

・陸上入出荷施設：小量流出・火災(1) 

・海上入出荷施設：小量流出・火災(1) 

・危険物配管(地上配管)：小量流出・火

災(1) 

注 1）該当する災害事象の括弧内の数値は施設数である。 

注 2）影響度区分は次のとおり。 

Ⅰ：200ｍ以上、Ⅱ：100 以上 200ｍ未満、Ⅲ：50 以上 100ｍ未満、Ⅳ：20以上 50ｍ未満、 

Ⅴ：20ｍ未満 

注 3）航空機給油取扱所については、給油操作中の地震動の影響による燃料の漏えいや地震動

による車両の移動等が考えられ、小量流出・火災が起こった場合の影響度はⅤレベル（20

ｍ未満）、大量流出・火災の場合はⅢレベル（50 以上 100ｍ未満）である。 

 

(2) 大正関東地震 

定量評価を行った施設においては、次表のとおり、第１段階に該当する災

害事象はない。第２段階の災害としては、想定される災害事象は危険物タン

クの小量流出・火災のみであり、影響度はⅤレベル（20ｍ未満）となる。 

 

地震時（大正関東地震）の想定災害（定量評価） 

影響度 第１段階の災害 第２段階の災害 

大 

(Ⅰ,Ⅱ) 
該当なし 該当なし 

中 

(Ⅲ) 
該当なし 該当なし 

小 

(Ⅳ,Ⅴ) 
該当なし ・危険物タンク：小量流出・火災(7) 

注 1）該当する災害事象の括弧内の数値は施設数である。 

注 2）影響度区分は次のとおり。 

Ⅰ：200ｍ以上、Ⅱ：100以上 200ｍ未満、Ⅲ：50 以上 100ｍ未満、Ⅳ：20 以上 50ｍ未満、

Ⅴ：20ｍ未満 

注 3）航空機給油取扱所については、給油操作中の地震動の影響による燃料の漏えいや地震動

による車両の移動等が考えられ、小量流出・火災が起こった場合の影響度はⅤレベル（20

ｍ未満）、大量流出・火災の場合はⅢレベル（50 以上 100ｍ未満）である。 

 

(3) 都心南部直下地震及び大正関東地震 

航空機給油取扱所については、災害発生危険度を定性評価としたためリス

クマトリックスは示していないが、小量流出・火災が起こった場合の影響度

はⅤレベル（20ｍ未満）、大量流出・火災の場合はⅢレベル（50 以上 100

ｍ未満）である。 
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また、定性評価を行った施設においては、次表のとおり、災害の危険性は

低いと考えられる。 

 

地震時（都心南部直下地震及び大正関東地震）の想定災害（定性評価） 

対象施設 評価結果 

屋内貯蔵所 評価対象施設における第４類危険物の貯蔵量は屋内貯蔵所で約 12kL、屋外

貯蔵所で約 10kLと小量であり、また、危険物は 200Lのドラム缶単位で貯蔵

されていることから、屋内貯蔵所及び屋外貯蔵所の危険性は低いと考えられ

る。 
屋外貯蔵所 

危険物配管 

（地下配管） 

危険物配管については、その殆どが地下に埋設されているが、地下部につい

ては燃料が流出したとしても着火して火災に至る危険性は低いと考えられ

る。 

注）評価結果は平常時と同じ 

 

３ 地震（長周期地震動）による被害 

(1) スロッシング最大波高及び溢
いつ

流
りゅう

量の推定 

スロッシング最大波高の推定結果は、3.5～3.6ｍとなり、全ての危険物タ

ンク（内部浮き蓋付きタンク）で実余裕空間高さである 2.4ｍを超過すると

試算された。 

内部浮き蓋付きタンクについては、液面が屋根に達したとしても、屋根が

破損しない限り溢流
いつりゅう

は生じないが、ここでは屋根が破損した場合を仮定し

溢
いつ

流
りゅう

量を試算した結果、１基当たり 87～99kLと算定された。 

(2) スロッシングによる災害の危険性 

以下の災害シナリオを想定した。 

○ 浮き蓋の損傷・沈降による災害：スロッシングにより浮き蓋が損傷・沈

降し、着火した場合、消火設備等が機能しないと、タンク全面火災に至る

可能性がある。 

○ タンク上部の破損による災害：スロッシングによりタンク上部が破損し、

着火した場合、消火設備等が機能しないと、タンク全面火災に至る可能性

がある。 

また、地上への流出がある場合はタンク周辺で流出火災となる可能性が

ある。 

本特別防災区域内の危険物タンクは、全て内部浮き蓋の技術基準に適合し

ているため、未適合のタンクと比べて浮き蓋が損傷・沈降する危険性は低い

と考えられるものの、過去の事故事例及び想定されるスロッシング最大波高

を踏まえ、タンク全面火災やタンク周辺流出火災は起こり得るものと考える。 

(3) 災害の影響度の推定 

スロッシングに起因する火災の影響に関しては、発生した場合の影響が大

きいと考えられるタンク全面火災及び防油堤内流出・火災について影響度の

推定を行った。 
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１分間以内で痛みを感じる限度である 2.3kW/m2 を基準値とした場合、影

響度はタンク全面火災でⅣレベル（20以上 50ｍ未満）、防油堤内流出・火災

でⅠレベル（200ｍ以上）の 333ｍとなる。 

 

４ 津波による被害 

(1) 浸水の可能性がある施設の把握 

地震動予測結果より、評価対象施設のうち浸水の可能性がある施設はない。 

(2) 危険物タンクの被害 

危険物タンクは津波による浸水は想定されなかった。 

(3) 航空機給油取扱所（レフューラー方式（危険物ローリー））の被害 

航空機給油取扱所（レフューラー方式（危険物ローリー））については、

地震動予測結果に基づく津波の浸水は想定されなかった。 

 

５ 高潮による被害 

(1) 浸水の可能性がある施設の把握 

航空機給油取扱所（レフューラー方式）において、７施設で１～３ｍの浸

水が想定された。それ以外の評価対象施設では浸水は想定されなかった。 

(2) コンビナートが浸水した場合の施設の被害や影響の評価 

航空機給油取扱所（レフューラー方式）について、浸水深が１～３ｍの施

設が存在する。東日本大震災における高圧ガスローリーの津波被害の事例を

参考にすると、浸水深が２ｍ以上であるため、危険物ローリーの流出の被害

が生じる可能性が考えられる。 

また、浸水により電気設備等が海水に浸かり破損する等の被害が生じる可

能性が考えられる。 

 

６ 大規模災害 

(1) 防油堤等から海上への流出 

ア 想定する災害シナリオ 

防油堤外流出後、流出油等防止堤による拡大防止に成功した場合は事業

所内流出にとどまるが、失敗した場合は事業所外流出となる。 

さらに、排水処理設備による拡大防止に失敗した場合は海上流出となり、

オイルフェンスによる拡大防止に失敗した場合は流出油が広範囲に拡が

る可能性がある。いずれも、着火した場合は流出火災となる。 

イ 災害事象の影響度 

防油堤外に拡がった流出油の拡大範囲については、地面の微妙な傾斜や

起伏だけでなく、堤の損傷箇所にも依存するため、事前に流出油の拡大範

囲及び着火した場合の流出火災の影響度を定量化することは難しい。 

(2) 防油堤火災からの延焼拡大 

ア 想定する災害シナリオ 
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防油内流出火災後、防油堤内の隣接タンクを損傷・延焼した場合はタン

クヤード全体の火災となる。 

さらに、防油堤による拡大防止に失敗した場合は防油堤外流出・火災と

なり、周辺設備へ延焼した場合は火災が更に拡大する。 

イ 災害事象の影響度 

防油堤内の火災について、１分間以内で痛みを感じる強度である

2.3kW/m2を基準値とした場合、影響度はⅠレベル（約 330ｍ）となる。火

災が防油堤外に拡大した場合は影響度を定量化することは難しい。 

(3) 航空機事故 

ア 想定する災害シナリオ 

離着陸時等の航空機事故により、燃料タンク内の燃料に着火・爆発した

場合は航空機の全面火災となり、周辺設備へ延焼した場合は火災が拡大す

る。 

イ 災害事象の影響度 

１分間以内で痛みを感じる強度である 2.3kW/m2を基準値とした場合、

影響度はⅢレベル（50 以上 100ｍ未満）となる。火災が周辺設備へ延焼し

拡大した場合は影響度を定量化することは難しい。 

(4) タンカー事故 

ア 想定する災害シナリオ 

タンカー油槽内の燃料に着火・爆発した場合はタンカーの全面火災とな

り、海上へ流出した場合は海上流出・火災となる。 

また、受入れ中のタンカーの衝突によりローディングアームが大破し燃

料が大量流出した場合は海上流出・火災となる。 

イ 想定する災害シナリオ 

１分間以内で痛みを感じる強度である2.3kW/m2を基準値とした場合、影

響度はタンカー火災でⅢレベル（50以上100ｍ未満）、ローディングアーム

の大破に伴う海上流出・火災でⅡレベル（100以上200ｍ未満）となる。 

なお、流出油が海上で広く拡散した場合は影響度を定量化することは難

しい。 

 

  



 

36 

 

  



 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３部 災害予防計画 
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第１章 特定事業所における予防対策 

特定事業者は、当該事業所における災害の発生及び拡大の防止に係る責務を

有することから、地域及び事業所の実態に応じて、施設及び設備の保全をはじ

め保安管理の徹底及び自衛防災組織の確立等の災害予防対策を積極的に実施す

る。特に特定事業所関係者は、危機管理能力の向上に日頃から取り組む。 

また、災害時の企業の果たす役割（生命の安全確保、二次災害の防止、帰宅

困難者対策、事業の継続及び地域貢献・地域との共生）を十分に認識し、本計

画との整合を図りつつ、災害応急対策に係る事項が優先される重要業務を継続

するための事業継続計画（BCP）を策定・運用するよう努める。 

 

第１節 自主保安体制 

特定事業者は、自らの責任により積極的に保安管理を継続的に改善すること

とし、平常時から危険物等の各施設設備の保全を図るとともに、過去の事故事

例等を適切に反映させ、自主点検など安全管理に必要な保安業務の徹底を期す

る。 

このため、特定事業所においては、石災法、消防法等関係法令に定める保安

管理に関する責務のほか、危険源の把握に努め、危険要因を除去するための対

策を積極的に進めるとともに、次の事項の徹底を図る。 

 

１ 平常時の事故災害に対する予防対策（特定事業所） 

(1) 自主保安体制の確立 

過去の事故事例等を参考に危険物施設等の潜在的危険性を把握するとと

もに、それらを基に施設の保全を行う。 

また、全従業員に保安管理の意義を良く理解させ、関係法令に定める保安

管理に関する業務を遂行する。 

ア 予防関係規程の整備等 

(ｱ) 石災法関係 

防災規程を整備し、災害の予防と災害発生時の必要な措置を迅速かつ

的確に実施できる体制の確立を図る。 

（資料第４「防災規程作成基準」P115） 

(ｲ) 消防法関係 

法令に基づく消防計画、予防規程に加え、必要な社内規程等を整備し、

自主保安体制の確立を図る。 

(ｳ) 労働安全衛生法関係 

通常時の体制に加え、交代勤務の各直における安全管理者等の適正配

置、宿直及び日直勤務体制の整備などにより、労働災害の発生を未然に

防止するとともに、異常事態の発生に際し、早急に的確な措置が行える
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よう安全衛生管理体制の確立を図る。 

イ 保安管理の徹底 

 保安管理に係る情報を全従業員にフィードバックする体制を整備し、保

安管理の徹底を図る。 

ウ 施設、設備等の保全 

(ｱ) 危険物施設、特定防災施設等の検査（点検）及び整備 

危険物施設等、特定防災施設等については、法令に定める基準に基づ

き、定期的に点検し、計画的な整備を行う。 

また、下請業者に業務を委託する場合においても主体的に安全管理、

施工管理及び検査管理を行う。 

(ｲ) 防災資機材等の点検及び整備 

防災資機材等については、法令等に定める基準に基づき、次のとおり

定期的に点検し、計画的な整備を行う。 

・ 外観点検、機能点検、総合点検を定期的に行うこと。 

・ 点検は、防災資機材等の種類、点検区分等に応じて定期的に点検し、

計画的な整備を行う。 

・ 点検は、防災資機材等についての所要の知識・技能等を有し、かつ

点検に係る教育を受けた防災要員が従事すること。 

・ 点検の結果、不良箇所が見出された場合は、防災資機材等に係る技

術上の基準又は所要の機能性能等を満たすために調整、補修、オーバ

ーホール等を行うこと。 

エ 運転管理の徹底 

危険物施設等の安全運転を確保するため、日常運転については、次の事

項を遵守し、管理の徹底を図る。 

(ｱ) 運転管理等に関する規則、基準等の整備 

・ 運転管理、運転操作、非定常操作等に関する規則・基準を実践的で

常に活用し易いように簡潔な形で整備 

(ｲ) オペレーターに関する事項の徹底 

・ 任務分担の明確化 

・ 運転に関する知識・技術の習熟 

・ 適切な安全管理 

(ｳ) 誤操作防止の徹底 

・ 現場操作とコントロールルームとの操作上の連絡調整 

・ コントロールルームにおける遠隔操作状況の確認 

・ チェックリストによる現場操作の事前確認 

・ 作業指示の伝達、復命、指差呼称等 

・ フェイル・セーフ・システム、インターロックシステム等による重

要部分の操作に係る危険防止措置 

・ ダブルチェック、立会制度等の採用 
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(ｴ) パトロール及び点検の徹底 

・ パトロール及び点検の徹底 

・ 記録及び報告の徹底 

オ 緊急時対策の確立 

火災、爆発、石油等の漏えい又は流出等の際には、当該施設を緊急停止

するほか、災害の拡大防止のための作業が即時に行えるよう、緊急時対策

の確立を図る。 

このため、次のような措置をとる。 

(ｱ) 緊急措置基準の整備と習熟 

(ｲ) 行動基準の整備と習熟 

(ｳ) 指揮系統の確立と責任の明確化 

異常現象発生時における防災管理者・副防災管理者の全体統括を明確

にする、情報伝達マニュアルを整備するなど、情報伝達体制を強化する。 

カ 火気管理の徹底 

日常使用する火気等の取扱いについて、従業員等の遵守すべき事項を定

めるとともに、その内容について教育を実施し、周知の徹底を図る。 

(ｱ) 火気等の使用制限に関する事項 

(ｲ) 一時的な火気の使用及びその変更などの承認者及び承認事項 

(ｳ) 火気等の使用時の遵守事項 

(ｴ) 工事等を行う者の遵守事項 

(ｵ) その他防災上必要な事項 

キ 保安パトロールの徹底 

次の事項を遵守して、危険物施設等の保安パトロールを実施し、異常現

象の早期発見と迅速適切な応急措置をとる。 

(ｱ) パトロール計画の整備 

(ｲ) 点検・監視の徹底 

(ｳ) 記録及び報告の徹底 

(2) 施設等の適正配置 

施設等については、安全確保、延焼防止等を考慮して、保安上適正に配置

する。 

ア 保安距離 

保安対象施設との距離は、消防法等の規定を遵守するとともに、特定事

業所の規模・態様、危険物等の種類・量、特定事業所内外の環境条件等を

考慮し保安上、有効な距離を確保する。 

イ 装置等の適正配置 

装置等については、その施設の危険性や防災活動の円滑化を考慮して配

置する。 

(3) 危険物施設の新設等における安全性の確認 

危険物施設の新設、変更に際しては、法令基準を遵守し、安全性の向上に
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努める。 

(4) 特定事業所とその他事業所間の協力 

特定事業者は、自主的な予防措置を講じるとともに、その他事業所と共同

して災害に対処するため、相互の協力関係の確立を図る。 

(5) 安全思想の啓発普及 

常に、事業所内で作業に従事する者に対し安全思想の普及啓発を図る。 

(6) 事故原因の調査研究 

災害が発生した場合、速やかに原因等を調査研究し、再発防止に努める。 

 

２ 海上災害に対する予防対策（特定事業所） 

タンカーからの燃料受入れ及び停泊については、港長の監督・指導等に基づ

き許可又は指定を受けるとともに、危険物専用岸壁を初めて使用する場合又は

その承認事項に変更がある場合は、あらかじめ港長の承認を得る。燃料受入れ

作業に当たっては、陸側と船側との間で緊密な連携を図り、災害の未然防止に

努める。 

(1) タンカーからの燃料受入れ時は、オイルフェンスの展張準備等、防除資

機材の配備を完全に行うとともに、監視体制を強化し、油流出災害等の防

止に努める。 

(2) 必要に応じて警戒船を配備し、接近する船舶を監視するとともに、火災、

爆発の防止、流出油の早期発見・早期処理に努める。 

 

３ 地震災害に対する予防対策（特定事業所） 

危険物施設等については、法令に定められた技術基準等に基づき地震対策を

実施するとともに、災害予防対策について調査、検討を行い、事業所の特性に

あった対策を実施する。 

(1) 地盤特性の把握 

地盤の卓越周期及び液状化の可能性の有無を分析・評価し、危険物施設等

の耐震補強等に反映させる。 

(2) 耐震性の確保 

ア 危険物施設等の新設、変更に当たっては、消防法に基づき十分に耐震性

を確保する。 

イ 建設後、長期間経過している施設については、その後の経年劣化を考慮

し、定期的な検査の実施により強度の不足する箇所を発見し、補強を行う

ことにより耐震性を強化する。 

ウ 防油堤については、破損を起こさないよう耐震化を図るとともに、地震

時も含めた地盤支持力、滑動、転倒に対する安全性の確保等の措置を実施

する。 

エ 浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクは、次のようなスロッシング対策によ

り適合を図る。 



 

43 

 

(ｱ) ポンツーンの構造強化等の機能の確保 

(ｲ) タンクの付随設備等と衝突防止対策の徹底 

(ｳ) タンクシールの適正な機能確保 

(ｴ) スロッシングによる溢流
いつりゅう

の可能性がある場合は、自主管理油高（上

限）の運用を見直す。 

オ 危険物配管は、緊急遮断装置や安全装置を設置する。 

カ 危険物配管については、フレキシブルチューブの採用など貯蔵タンク本

体と配管との接続部及び配管間の接続部が損傷を受けることのないよう

耐震化を図る。 

また、消火用配管についても、損傷を受けることのないよう耐震化を図

る。 

(3) 異常検知装置、安全装置等の信頼性の向上 

漏えい検知器、緊急遮断装置等は、有効に作動するよう所要の措置をとる。 

ア 運転室から遠隔操作できる緊急遮断弁を設置する。 

イ 施設の運転を緊急停止しても安全上に問題がない場合には、地震計に連

動した緊急遮断弁を設置する。 

ウ 運転の緊急停止が安全に行えるよう、設備のブロック化等の措置をとる。 

エ 危険物配管は、緊急遮断装置や安全装置等によるブロック化を積極的に

進める。 

オ 危険物や高圧ガス等を扱う設備は、窒素パージなどユーティリティ施設

の多重化や、漏えい検知装置の設備や感震器と連動させることなどにより、

安全に緊急停止できるシステムを導入する。 

カ 自動制御装置、緊急遮断装置等は、フェイル・セーフ構造とする。 

(4) 防災活動の強化 

ア 消火設備及び泡消火薬剤の充実、防災要員の迅速な参集体制の確立を図

る。 

イ 想定される災害の態様に応じた応急活動体制の確立を図る。 

(5) 非定常時の緊急措置基準の整備  

ア 緊急停止基準等の整備 

イ 運転設備、緊急措置設備等の耐震性の定期点検の記録 

ウ 地震発生後の緊急点検実施のための「地震発生後の緊急時点検基準」の

整備 

エ 緊急用資機材、車両等の定期点検及び整備 

オ 復旧用資機材等の定期点検及び整備 

カ 非常用自家発電燃料、災害対応車両用燃料の確保 

キ 非常用食料、飲料水の備蓄 

ク 防災関係書類及び保管場所の整備 

ケ 緊急避難場所の整備 

コ 従業員等の待機・帰宅等の方針の整備 
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４ 津波・高潮災害に対する予防対策（特定事業所） 

浸水が予想される場所においては、津波・高潮によって生じる災害の未然防

止を図るため、災害予防対策について調査、検討を行い、事業所の特性にあっ

た対策を実施する。 

(1) 津波による危険物施設等被害の軽減 

ア 危険物施設等が、津波や津波による浮遊物等により損傷、破損又は流失

しないよう保護する。 

イ 危険物施設等の浸水を防止するよう措置する。 

ウ 電気設備等の事業活動に重要な設備の浸水を防止するように措置する。 

エ 発災時の電源を確保するため、非常用電源の浸水対策を実施する。 

オ その他必要と考えられる軽減措置を講じる。 

(2) 津波によるタンカー被害の防止 

係留中のタンカーの被害及び事業所の桟橋、危険物施設等の破損、損傷等

を防止するため、タンカーが迅速に沖合退避できるよう、実効的な緊急離桟

又は安全に係留継続できる措置を講じる。 

(3) 高潮災害予防対策 

津波対策に準じた災害予防対策を図るとともに、高潮の発生が予想される

場合には、気象情報の収集を強化し、車両を想定される浸水深より高い場所

に移動するなどの浸水対策を講じる。 

 

第２節 特定防災施設等・防災資機材等の整備 

特定事業者は、人命の安全を確保し、災害の影響の最小化を図るため、以下

の対策を進めるなど、災害応急活動に必要な特定防災施設等・防災資機材等の

整備を充実強化するとともに、適切に維持管理する。 

特定事業者は、特殊な災害への対応力を強化するとともに事故現場での危険

性を低減するため、高度な資機材の導入を図る。 

また、特別防災区域全体の防災体制を有効に機能させ、関係者間の幅広い情

報共有を図るため、インターネット、衛星通信、無線通信等の情報通信技術（ICT）

を活用し、併せて情報通信ネットワークの多様化、多重化を行う。 

 

１ 特定事業者の対策 

(1) 法令に定める基準により次の特定防災施設等を整備する。 

ア 消火用屋外給水施設 

特定事業所に係る自衛防災組織の化学消防車等に、消火用の水を供給す

るために設置されるものである。 

イ 非常通報設備（無線設備又は有線電気通信設備） 

特定事業所における火災、石油等の漏えいその他の異常な現象の発生に

ついて、直ちに消防機関等に通報できるよう、特定事業所に設置するもの
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である。 

(2) 次の防災資機材等を整備する。 

ア 甲種普通化学消防車、普通高所放水車、泡原液搬送車、放水銃等、泡消

火薬剤 

イ オイルフェンス、オイルフェンス展張船等海上漏えい対策用資機材 

(3) 法定資機材以外に、災害の規模及び態様に応じた各種救出・救護資機材、

漏えい対策用資機材、連絡通信用資機材、照明用資機材、工具器具類、機

械類等を整備する。 

(4) 東京都防災行政無線等の通信設備を整備する。 

(5) 通報に使用する電話回線は、災害時優先通信の指定を受ける。 

 

第３節 防災教育・訓練 

特定事業者は、単独又はその他事業所と協力して、防災意識の高揚及び実践

的な技能の向上を図るため、先進事例の共有により、従業員の意識や技能をレ

ベルアップするなど、効果的な防災教育、防災訓練を実施するものとする。 

また、特定事業者は、防災管理者（第１種事業者にあっては、副防災管理者

を含む。）に対し、特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するため、防

災業務に関する能力の向上に資する研修の機会を与えるものとする。 

防災要員に対する教育・研修については、「自衛防災組織等の防災要員のため

の標準的な教育テキスト※」の活用を図るとともに、必要に応じ外部の研修機関

の活用も検討すること。 

※https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/kento210_29_kyouiku_text.pdf 

（資料第５「防災要員教育用資料例」P131） 

 

１ 防災教育（特定事業所） 

年間を通じた教育計画を作成し、一貫性のある実践的な教育を実施し、その

充実を図る。 

(1) 教育の方法 

ア 視聴覚教育用教材による事故事例の学習 

イ 研修会、講習会等への積極的な参加 

ウ 学識経験者からの知識の修得 

エ 小集団活動での学習 

(2) 教育の内容 

ア 防災・保安関係法令 

特定事業所に適用される関係法令に関する知識 

イ 防災規程等 

防災規程、防災本部等についての具体的な内容に関する知識 

ウ 理化学の基礎知識 

https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/kento210_29_kyouiku_text.pdf
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燃焼、火災、爆発の基礎概念・現象、危険物質の種類と特性、消火原理・

方法等に関する知識 

エ 事業施設の基礎知識 

特定事業所に設けられる貯蔵施設、出荷施設、連絡導管等に関する知識 

オ 特定防災施設等の構造、機能、維持管理等に関する知識 

消火用屋外給水施設及び非常通報設備に係る設置の目的、構造、機能、

維持管理方法等に関する知識 

カ 防災資機材の種類、構造、機能等に関する知識 

甲種普通化学消防車、高所放水車、泡原液搬送車等の防災資機材等の種

類、構造、機能等に関する知識 

キ 防災活動要領 

災害が発生した場合において、自衛防災組織がとるべき活動事項と対応

措置とに関する知識 

ク 地震・津波等に関する知識 

地震・津波等自然災害に関する知識及びそれらによって生じる災害に対

する予防対策や応急活動に関する知識 

ケ 事例研究 

実際に発生した事故や自然災害、ヒヤリハット事例を分析した上での、

危険性及び対策に関する知識 

コ その他関連事項 

上記ア～ケの他、当該事業所特有の防災上の留意事項等必要と認められ

る知識 

 

２ 防災訓練（特定事業所） 

特定事業者は、従業員の防災技能の習熟及び関係機関との連携強化等を図る

ため、単独又は共同で、また、シナリオ型だけでなく習熟度に応じてブライン

ド型とする等計画的に各種の訓練を組み合わせて実施する。 

相互の連携を強化するための総合的な防災訓練は、定期的に実施するものと

する。 

また、訓練の実施後、結果を評価し、必要に応じて、防災組織体制、応急活

動内容等の見直し・強化に努めるものとする。 

防災訓練の種別と内容とは、次のとおりである。 

(1) 防災訓練の種別 

ア 基本操作訓練 

訓練の基本となる消火設備、防災資機材等の操作を反復して行う訓練 

イ 職場別訓練 

通報、連絡、応急措置等初期防災活動を各職場で反復して行う訓練 

ウ 図上訓練 

事業所内にあるタンク等の施設について、石油等の火災、爆発及び漏え
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い・流出を想定し、立地条件、気象条件等に即した防御計画を作成して、

図上で防災活動を検討する訓練 

エ 事業所内全体訓練 

自衛消防隊の構成員及び従業員が参画し、緊急通報、非常招集、情報収

集及び伝達、応急措置等の防災活動等について事業所全体が連携して実施

する訓練 

オ 合同訓練 

防災関係機関、特定事業所及びその他事業所の中の数機関により実施す

る訓練 

カ 総合訓練 

防災関係機関、特定事業所及びその他の事業所が相互に連携を密にして、

総合的に実施する訓練 

(2) 特定事業所における訓練内容 

ア 防災資機材等の操作運用訓練 

防災資機材等について、基本操作、応用操作、運用方法等を修得させる

ための訓練 

イ 防災活動訓練 

(ｱ) 自衛防災組織等がとるべき通報、情報収集・伝達、消防機関到着時

の報告訓練 

(ｲ) 火災の消火活動、漏えい・流出時の災害拡大防止のための活動 

(ｳ) 広報、応急救護の防災活動について修得させるための訓練 

ウ 地震・津波を想定した訓練 

(ｱ) 地震時の防災活動に関係する人員を迅速に確保するための参集訓練 

(ｲ) 初動訓練、応急措置訓練、通信連絡訓練等、的確な初期防災活動の

ための訓練 

(ｳ) 津波警報等の情報収集・伝達訓練 

(ｴ) 地震発生から津波来襲までの円滑な避難・誘導訓練 

エ 高潮を想定した訓練 

 高潮警報等の情報収集・伝達訓練 

オ 規律訓練 

規律心を養成するとともに、防災組織としての活動を確実迅速なものと

するための基本動作を修得させるための訓練 

カ その他防災活動に必要な訓練 
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第２章 防災関係機関における予防対策 

 

防災関係機関は、特別防災区域における災害の未然防止と発災時の応急措置

が迅速かつ効果的に実施できるように特定事業者等に対する指導監督、消防力

の整備等あらかじめ講ずべき対策をそれぞれの権能と責任とにおいて実施し、

相互の協力により一体的防災対策を推進する。 

また、災害状況に応じた業務継続性の確保を図ることにより、石油コンビナ

ート等防災対策の万全を期すことに加え、消防力の増強をはじめとする各種事

前対策を総合的に推進する。 

 

第１節 特定事業者等に対する指導監督 

防災関係機関は、相互に連携を密にし、特定事業者等に対して、関係法令等

に基づき指導・監督を行うとともに、応急対策上必要な事業所情報（可燃性物

質・毒劇物等の所在や性状、主な貯蔵取扱施設や防災施設の概要等）を共有す

る。 

また、防災関係機関は、他の特別防災区域で発生した異常現象及び事故、特

に特定事業所の類似施設等の事故について、その所管に応じて特定事業者に対

し積極的に情報提供を行うよう努める。 

 

１ 平常時の事故災害に対する予防対策（防災関係機関） 

機 関 名 内   容 

東 京 消 防 庁 ○ 特定事業所の自主保安体制の強化を図り、事故の未

然防止と災害発生時の被害の軽減を図るため、自衛防

災組織における防災資機材の整備及び訓練の実施を推

進する。 

○ 特定事業所を含む大規模危険物施設における火災、

危険物流出事故等に対処するために設置されている東

京危険物災害相互応援協議会に対し、同協議会会員の

事業所間における相互応援体制の強化及び防災資機材

の整備充実について支援する。 

○ 危険物施設について、消防法令に基づき、貯蔵し、

又は取り扱う危険物の種類・数量及び施設の態様に応

じ、位置・構造・設備に関する規制と危険物の貯蔵・

取扱い及び運搬に関する規制とを行い、特定事業所の

安全化を図る。 

○ 予防規程、防災規程等の実効性の確保を図る。 

○ 石災法第 40条第１項に基づく立ち入り検査を実施す

るとともに、東京都地域防災計画大規模事故編第２部

第１章第１節第２項「火災予防査察」による立入検査
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機 関 名 内   容 

を行う。 

○ 石災法に基づく各種届出等の適正な提出を特定事業

者に指導する。 

関東東北産業保安

監 督 部 

○ 自主保安体制を確立させるとともに、関係機関との

連絡調整に努め、緊急時における効果的な対策の推進

を図る。 

○ 当部管内の高圧ガス製造事業所等に対し、必要に応

じ立入検査を行い、法令に定める技術上の基準に適合

するよう、指導等必要な措置を行うことにより、災害

の予防を図る。 

都 環 境 局 ○ 関係機関との連絡体制の確立を図り、高圧ガスによ

る事故の未然防止、事故時における適切な相互応援活

動ができるよう地域防災組織の育成指導を行う。 

また、事故の拡大防止や防止措置を体得させ保安意識

の高揚を図るため、高圧ガス事業所の従業員を対象に防

災訓練を実施する。 

○ 災害時の高圧ガス施設からの被害の軽減を図るた

め、「東京都高圧ガス施設安全基準」により事業所を指

導していく。 

○ 災害を未然に防止するため、対象事業所(製造、販売、

貯蔵、移動その他の取扱い及び消費)に対する保安検

査、立入検査等を行い、法令に定める技術的基準に適

合させるよう指導するとともに、自主保安活動の促進

を図る。 

都 保 健 医 療 局 ○ 毒物及び劇物取締法に基づき、毒物劇物製造業者、

毒物劇物輸入業者、特定毒物研究者及び特定毒物使用

者に対する立入検査を実施し、危害防止規定の作成、

保守点検等の励行、事故発生時の対応措置及び定期的

防災訓練の実施等を指導する。 

大 田 区 ○ 東京都環境確保条例に規定する適正管理化学物質を

取扱う事業所等に対し、災害に備えた化学物質の適正

な管理手法や災害発生時の事業所における初動体制に

ついて指導及び助言を行う。 

○ 毒物・劇物取扱施設への立入検査を実施し、危害防

止規定の作成、保守点検等の励行、事故発生時の対応

措置、定期的防災訓練の実施等を指導する。 

 

２ 海上災害に対する予防対策（防災関係機関） 

機 関 名 内   容 

東 京 海 上 保 安 部 ○ 危険物積載船舶に対し、危険物の積込み、積替え又

は荷卸しを行う時は、港長（京浜港東京区においては

東京海上保安部長)の許可を受けるなど法律に基づい
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た規制を行い輸送の安全化を図る。 

○ 危険物専用岸壁及び危険物積載船において定期的に

消火訓練を実施するほか、危険物積載船に随時立入検

査を行い、安全管理指導の徹底を図る。 

○ 油又は有害液体物質を輸送する船舶に対し、法律に

基づいた資機材の備え付け、機械器具の配備などにつ

いて指導を行う。 

○ 船舶への立入検査や関係者に対する海難防止講習会

等を通じて海難防止を行う。 

○ 東京港排出油等防除協議会による、流出油等の大規

模海上災害の未然防止と、被害の拡大を防止するため

の流出油防除計画の策定や流出油防除活動とを推進す

る。 

東 京 消 防 庁 ○ タンカーによる危険物輸送については、受入れ施設

を有する事業所に対して、荷卸中等の事故防止を図る

ための各種対策の指導を強化する。 

都 港 湾 局 ○ 監視艇により港内の港湾施設及び水域利用の状況並

びに航行安全の確保及び海洋汚染防止等の監視を実施

している。 

 

３ 地震災害に対する予防対策（防災関係機関） 

機 関 名 内   容 

東 京 消 防 庁 ○ 特定事業所の施設に対する耐震性強化の指導、防災

資機材の整備促進、立入検査の実施などを通じて、出

火防止や流出防止対策の推進を図る。 

○ 立入検査等を実施し、適正な貯蔵、取扱い及び出火

危険排除のための安全対策について指導する。 

○ 東京都震災対策条例（平成 12年東京都条例第 202号）

に基づく事業所防災計画の作成状況を確認し、未作成

の場合は作成を指導する。 

○ 長周期地震動の影響を受けやすい屋外タンク貯蔵所

の浮き蓋を適正に維持管理するよう指導することによ

り施設の安全性の確保を図る。 

都 環 境 局 ○ 高圧ガス取扱施設を設置する際には法令に基づく基

準への適合状況を審査するとともに、許可対象事業者

が定める危害予防規程の届出を受理し、設置時の完成

検査を実施するとともに、定期的な保安検査を行う。 

また、随時立入検査を実施し、施設の適正な維持管

理や安全性確保に努める。 

○ 東京都震災対策条例に基づき、塩素施設、アンモニ

ア施設、液化石油ガス施設等について「東京都高圧ガ

ス施設安全基準」に基づき、配管類や除害設備等につ

いて安全性を強化し、過密化した東京の特殊性に合っ
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機 関 名 内   容 

た、法の規制を上回るきめ細かい指導を行う。 

○ 高圧ガス関係事業者が定める防災計画に関する指針

等に基づき、自主保安の普及・促進を行う。 

また、関係業界への自主保安意識の高揚と保安管理

体制の充実を図るための啓発活動を行う。 

○ 高圧ガス施設について、防災計画指針を改正し対象

事業所の防災計画を確認するとともに、耐震性能を確

認することにより安全性を確保することとした。 

都 保 健 医 療 局 ○ 毒物及び劇物取締法に基づき、毒物劇物製造業者、

毒物劇物輸入業者、特定毒物研究者及び特定毒物使用

者に対する立入検査を実施し、危害防止規定の作成、

保守点検等の励行、事故発生時の対応措置及び定期的

防災訓練の実施等を指導する。 

大 田 区 ○ 東京都環境確保条例に規定する適正管理化学物質を

取扱う事業所等に対し、災害に備えた化学物質の適正

な管理手法や災害発生時の事業所における初動体制に

ついて指導及び助言を行う。 

○ 毒物・劇物取扱施設への立入検査を実施し危害防止

規定の作成や保守点検等の励行、事故発生時の対応措

置及び定期的防災訓練の実施等を指導する。 

 

４ 津波・高潮災害に対する予防対策（防災関係機関） 

防災関係機関は、上記予防対策に準じて、関係法令等に基づき特定事業者及

びその他事業者を指導・監督する。 

 

第２節 防災資機材等の整備 

防災関係機関は、人命の安全を確保し、災害の影響の最小化を図るため、以

下の対策を進めるなど、災害応急活動に必要な防災施設・資機材等の整備を充

実強化するとともに、適切に維持管理する。 

防災関係機関は、特殊な災害への対応力を強化するとともに、事故現場での

危険性を低減するため、高度な資機材の研究開発、導入を図る。 

また、特別防災区域全体の防災体制を有効に機能させるため、関係者間の幅

広い情報共有により、インターネット、衛星通信、無線通信等の情報通信技術

（ICT）を活用し、情報通信ネットワークの多様化、多重化を行う。 

（資料第６ 「東京消防庁の防災資機材等」P144） 

（資料第７ 「東京海上保安部の防除資材等常備状況表」P145） 

（資料第８ 「東京都の防災資機材等」P145） 

（資料第９ 「東京空港事務所の防災資機材等」P145） 
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１ 防災関係機関の対策 

機 関 名 内   容 

警 視 庁 ○ 毒物劇物対策として、除染用資機材、ガス検知器、

防護服、防毒マスク、空気呼吸器等を整備している。 

東 京 消 防 庁 ○ 石油コンビナート災害対策として大型化学消防車、

大型高所放水車、泡原液搬送車等消防車両、消防艇及

び泡消火薬剤並びにその他消防用資機材を整備してい

る。 

○ 毒・劇物対策として防護服、空気呼吸器、防毒マス

ク、各種測定資器材、除染資器材を整備している。 

東 京 海 上 保 安 部 ○ 消防用資機材(ガソリンポンプ)、排出油等防除資機

材(オイルフェンス、油回収装置等)等を配備している。 

 

第３節 防災教育・訓練 

防災関係機関は、単独又は共同して、防災意識の高揚及び実践的な技能の向

上を図るため、先進事例の共有により、各機関構成員の意識や技能をレベルア

ップするなど、効果的な防災教育、防災訓練を実施するものとする。 

 

１ 防災教育（防災関係機関） 

災害時における適切な判断力を養い、各機関における防災活動の円滑な実施

を期すため、防災業務に従事する職員に対し、必要となる防災教育の徹底を図

る。 

 

２ 防災訓練（防災関係機関） 

防災関係機関は、職員の防災技能の習熟、関係機関との連携強化等を図るた

め、単独又は共同で、また、シナリオ型だけでなく習熟度に応じてブラインド

型とする等計画的に各種の訓練を組み合わせて実施する。 

相互の連携を強化するための総合的な防災訓練は、定期的に実施するものと

する。 

また、訓練の実施後、結果を評価し、必要に応じて、防災組織体制、応急活

動内容等の見直し・強化に努めるものとする。 

 

防災関係機関における訓練内容 

機 関 名 内   容 

都 総 務 局 ○ 石油コンビナート等防災本部訓練 

防災本部は、実際に発生した事故や自然災害の状況を

参考に、特別防災区域に係る災害を想定した総合的な訓

練を実施する。 

訓練では、防災関係機関及び特定事業所の災害対応能
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機 関 名 内   容 

力を高め、相互の連絡・協力体制の実戦力をかん養し、

その対策の迅速化、的確化を図る。 

なお、本訓練は単独での実施のほか、防災関係機関に

て実施する特別防災区域に係る災害対応訓練と併せて

実施することで、多様な災害形態を想定し、かつ合理的

なものとする。 

警 視 庁 ○ 警備訓練 

突発的事故等各種災害警備に関する各級幹部の指揮

能力の向上と一般部隊及び特殊部隊の技能向上を目的

として各種警備訓練を実施する。 

東 京 消 防 庁 ○ 消防訓練 

突発的に発生する事故等に対処するため、事故等の規

模及び事象に応じた実戦的な訓練想定に基づき消防活

動技術の習熟向上を図る。 

東 京 空 港 事 務 所 ○ 航空機事故訓練 

東京国際空港における航空機事故の発生に際し、情報

伝達、航空機火災の消火、人命救助、救急医療活動、各

種規制等を適切かつ迅速に実施するため、空港内外の各

関係機関と共に航空機事故対処総合訓練を定期的に実

施する。 

東 京 海 上 保 安 部 ○ 海上防災訓練 

「東京港排出油等防除協議会」加入の各機関による油

等防除訓練を年１回以上実施するほか、関係機関と連携

した海上防災訓練、個別に行う参集、通信、対策本部設

置・運営訓練等を実施する。 
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第３章 防災に関する調査・研究 

防災本部及び関係機関は、特別防災区域に係る災害の発生及び拡大を防止し、

有効かつ的確な防災対策を実施するため、次の調査研究を必要に応じて行い、

得られた知見等について、相互の情報共有に努める。 

 

１ 特別防災区域に係る災害事例及び被害想定の調査研究 

２ 特別防災区域の特殊性に応じた防災戦術の研究 

３ 防災資機材等の開発研究 

４ その他特別防災区域に係る災害の予防、災害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合の応急措置及び災害復旧に必要な調査研究 
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第１章 応急活動態勢 

特別防災区域に係る平常時の火災、爆発等の事故災害、地震、高潮等の自然

災害、流出油等の海上災害、航空機事故が発生し、又は発生するおそれがある

場合、災害の発生及び拡大を防止するため、防災関係機関、特定事業者等は、

相互に協力して一体的な応急活動態勢を確立し、災害の防御等応急対策を迅速

かつ的確に実施する。 

 

第１節 石油コンビナート等防災本部の活動態勢 

 

１ 活動態勢 

(1) 防災本部の組織 

P20 第１部第４章第１節、３組織図に同じ 

(2) 防災本部の活動態勢 

○ 情報の収集・伝達、災害応急対策及び災害復旧に係る連絡調整、災害応

急対策の実施に関し必要な指示等の防災本部の業務を実施するため、本部

長は必要に応じ本部員を招集し、その運営に従事する職員を配置する（別

表参照）。 

○ 防災本部の円滑な運営を図るため、本部長は災害発生時に本部室を設置

する。 

○ 夜間、休日等の災害発生への対応は、時間外における災害警戒及び初動

態勢の基本方針によるものとし、本部室の態勢が整うまでの間、夜間防災

連絡室が本部室の業務を行う。 

○ 特別防災区域に係る災害が発生した場合において、特別防災区域以外の

地域に災害が発生し、又は発生するおそれがあるため都又は区に災害対策

本部等が設置されたときは、防災本部は、災害対策本部と相互に連絡調整

の上、災害応急対策を実施する。 

○ 防災本部の運営は、本部運営要綱等による。 

 

別表 

名 称 区 分 

第 １ 次 配 置 異常現象等を含む軽易な事故が発生した場合 

第 ２ 次 配 置 
災害が発生し、周辺地域へ拡大するおそれがない

場合 

第 ３ 次 配 置 
災害が発生し、周辺地域へ拡大又は拡大するおそ

れがある場合 
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(3) 本部室 

○ 本部長は本部室を設置した場合、必要に応じ関係機関等に対し、本部と

の連絡に当たる職員（以下「本部連絡員」という。）の派遣を要請するも

のとする。 

○ 本部室の業務は本部長により配置された職員及び派遣された本部連絡

員が当たる。 

○ 本部室の所掌事務は次のとおりとし、室長（東京都危機管理監の職にあ

る者をもって充てる。）が統括する。 

・ 防災本部の運営に関すること。 

・ 情報の収集及び伝達に関すること。 

・ 現地本部との連絡調整に関すること。 

・ 国及び他の道府県に対する連絡に関すること。 

・ 自衛隊に対する派遣要請に関すること。 

・ その他本部長が必要と認める事項 

 

第２節 石油コンビナート等現地防災本部 

 

１ 設置の基準 

現地本部は、特別防災区域に係る災害が発生し、又は発生するおそれのある

場合において、当該区域内で緊急に統一的な防災活動を実施するために本部長

が必要と認めたときに設置する。 

 

２ 設置場所 

災害の規模、態様を考慮し、現地本部長が適当と認める場所に設置する。 

 

３ 現地本部の組織 

○ 現地本部は、現地本部長及び現地本部員をもって構成する。 

○ 現地本部長及び現地本部員は、本部長が災害の規模、態様を考慮し、防災

本部員のうちから指名する。 

○ 現地本部員は、自己の代理として所属職員を充てることができる。 

○ 現地本部に現地本部員の属する機関から派遣された現地連絡員を置く。 

○ 特別防災区域に係る災害に対して、東京航空局東京空港事務所東京国際空

港長（以下「空港長」という。）が東京国際空港緊急計画に基づく現地合同

対策本部を設置した場合、一体的な防災活動を実施する。 
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地 区 名 現地本部員 

東 京 国 際 

空 港 地 区 

大田区長 

空港長 

東京海上保安部長 

警視総監 

消防総監 

知事が必要と認めて指名する本部員 

 

４ 現地本部の設置通知 

○ 本部長は、現地本部が設置された時は、直ちに次の事項を防災本部員に通

知しなければならない。 

・ 設置日時 

・ 設置場所 

・ 設置理由（災害の状況） 

・ 現地本部長及び現地本部員名 

 

５ 現地本部の所掌事務 

現地本部の所掌事務は次のとおり 

・ 災害に関する情報の収集、伝達 

・ 関係機関等相互の情報連絡の調整 

・ 関係機関等が実施する応急対策の連絡調整 

・ 防災資機材等の調達 

・ 警戒区域設定の勧告・指示 

・ 避難の勧告・指示 

・ 自衛隊の災害派遣要請に関する助言 

・ 防災本部への情報提供及び報告 

・ その他本部長が指示する事項 

 

６ 廃止 

現地本部は、本部長が現地本部長と協議し、災害の危険がなくなったと認め

るとき又は応急対策が完了したと認められるときに廃止する。 

 

第３節 防災関係機関、特定事業者 

１ 防災関係機関 

防災関係機関は、災害時においては、防災本部の防災態勢に則し、それぞれ

の活動態勢により、災害応急活動を迅速かつ的確に実施する。 
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機 関 名 内   容 

大 田 区 ○ 防災関係機関等の協力を得て、区の実施する災害応

急活動に必要な活動態勢を整備することとし、その組

織は区の地域防災計画に基づく「大田区災害対策本部」

の一部又は全部を準用する。 

（資料第 10「大田区災害対策本部組織図」P146） 

警 視 庁 ○ 災害が発生し、又は発生するおそれがあると認めら

れた場合は、その規模、態様等から必要により各警備

本部を設置して指揮態勢を確立するとともに、所要の

警備部隊を配備する。 

○ 活動組織は次のとおりである。 
 

東 京 消 防 庁 ○ 特別防災区域に火災等の災害が発生し、又は発生の

おそれがあると認められる場合には、関係法令及び本

計画に基づき、特定事業者及び防災関係機関と協力し、

その有する機能を発揮して、地域住民等の生命、身体

及び財産を災害から保護するとともに、火災等の災害

防除とこれによる被害の軽減を図るための活動組織に

より、応急対策の実施に当たるものとする。 

東 京 海 上 保 安 部 

 

○ 海上での災害が発生した場合又は発生のおそれがあ

ると認められる場合には、船舶に対する避難勧告、入

港制限等の措置を講じ、災害の発生及び拡大の防止に

努める。 

東 京 空 港 事 務 所 ○ 発生した災害に応じて東京国際空港緊急計画に基づ

く態勢をとり、応急対策を実施する。 

そ の 他 の 防 災 

関 係 機 関 

○ 上記各機関を除いた防災関係機関は、法及び本計画

の定めるところにより、災害応急対策を実施するとと

もに、各機関が行う災害応急対策が円滑に行われるよ

う協力するものとする。 

○ そのため、必要な組織を整備するとともに、災害応

急対策に従事する職員の配置、服務の基準等活動態勢

を定めておくものとする。 

 

２ 特定事業者 

特定事業所において異常現象又は災害が発生したとき、当該特定事業所の自

衛防災組織は、次の点に留意し、直ちに防災規程に基づき活動するものとする。 

(1) 防災管理者、副防災管理者及び防災要員の職務については、職責を明確

にするとともに、その職務を代行する者をあらかじめ複数選任し、迅速な

最高警備本部、総合警備本

部又は特別の警備本部 

（警視庁本部） 

方面警備本部 

（関係方面本部） 

現場警備本部 

関係警察署 

機動隊・特科車両隊 

高速道路交通警察隊 
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自衛防災組織等の活動に支障のないよう措置する。 

(2) 防災要員の配置及び防災資機材については、防災活動を迅速かつ的確に

実施できるよう適切な場所に配置するとともに、防災要員等に対して周

知・徹底する。 

(3) 自衛防災組織等の編成については、資料第 12のとおり 

（資料第 11「三愛オブリ株式会社航空事業部安全管理機構」P147） 

（資料第 12「三愛オブリ株式会社航空事業部自衛消防隊組織図」P148） 
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第２章 情報の収集・伝達 

関係機関等は、異常現象発生時における機関相互の通信連絡に必要な態勢及

び設備の整備を図り、非常の際における応急措置等に必要な情報の収集・伝達

に努めるものとする。 

 

第１節 異常現象等の通報 

 

１ 異常現象 

石災法第 23 条の規定により通報しなければならない異常現象の内容は次の

とおりである。 

(1) 出火 

人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火

の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと

同程度の効果があるものの利用を必要とするもの 

(2) 爆発 

化学的変化又は物理的変化により発生した爆発現象で施設、設備等の破損

が伴うもの 

(3) 漏えい 

危険物、可燃性固体類、可燃性液体類、高圧ガス、可燃性ガス、毒物、劇

物その他有害な物質の漏えい。ただし、次に掲げる少量（液体の危険物及び

可燃性液体類にあっては数リットル程度）の漏えいで、漏えい範囲が当該事

業所内に留まり、泡散布、散水等の保安上の措置（回収及び除去を除く。）

を必要としない程度のものを除く。 

ア 施設又は設備（以下「施設等」という。）に係る温度、圧力、流量等の

異常な状態に対し、正常状態への復帰のために行う施設等の正常な作動又

は操作によるもの 

イ 発見時に漏えい箇所が特定されたものであって、既に漏えいが停止して

いるもの又は施設等の正常な作動若しくは操作若しくはバンド巻き、補修

材等による軽微な応急措置（以下「軽微な応急措置」という。）により漏

えいが直ちに停止したもの 

(4) 破損 

製造、貯蔵、入出荷、用役等の用に供する施設若しくは設備又はこれらに

附属する設備（以下「製造等施設設備」という。）の破壊、破裂、損傷等の

破損であって、製造、貯蔵、入出荷、用役等の機能の維持、継続に支障を生

じ、出火、爆発、漏えい等を防止するため、直ちに使用停止等緊急の措置を

必要とするもの。ただし、製造等施設設備の正常な作動又は操作若しくは軽

微な応急措置により直ちに、出火、爆発、漏えいの発生のおそれがなくなっ
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たものを除く。 

(5) 暴走反応等 

製造等施設設備に係る温度、圧力、流量等の異常状態で通常の制御装置の

作動又は操作によっても制御不能なもの、地盤の液状化等であって、上記(1)

から(4)までに掲げる現象の発生を防止するため、直ちに緊急の保安上の措

置を必要とするもの 

 

２ 異常現象等の通報 

(1) 異常現象等発生事業所から東京消防庁への通報 

特定事業所においてその事業の実施を統括管理する者は、当該事業所にお

ける異常現象等の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ち

に、次に定める事項を東京消防庁に通報するものとする。 

○ 第１報（消防着信専用電話 119番） 

・ 異常現象等の種別 

・ 異常現象等の発生場所 

・ 異常現象等の態様 

・ 負傷者等の有無 

○ 第２報（消防着信専用電話 119番） 

・ 火災の延焼方向、流出油の範囲、ガス等の拡散状況等 

・ 初動措置の状況 

・ 消防隊の誘導方法 

・ 今後実施しようとする応急措置 

・ その他必要な事項 

(2) 発見者等からの通報 

警視庁、東京海上保安部その他の関係機関等（東京消防庁を除く。）が異

常現象等の発生につき、発見者等から直接通報を受けたときは、直ちに東京

消防庁へ通報するものとする。 

(3) 関係機関等への通報 

ア 東京消防庁 

特定事業所等から異常現象等の通報を受けたときは、直ちに防災本部

（都総務局）、警視庁及び東京海上保安部に通報するものとする。 

イ 防災本部（都総務局） 

東京消防庁からの通報を受けたときは、異常現象等の発生場所、規模、

態様等に応じ、関係する機関に通報するものとする。 

 

第２節 情報連絡体制 

 

１ 防災関係機関相互の情報連絡体制の整備 
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防災関係機関は情報連絡体制を、次のとおり確立する。 

機 関 名  内   容 

都 総 務 局 ○ 東京都防災行政無線を基幹として、都各局保有の無線

等の通信連絡手段により、関係防災機関と情報連絡体制

を構築（東京都防災行政無線や可搬型の衛星通信設備に

よる総合的な防災行政無線網の整備） 

○ 国の現地対策本部、総務省消防庁、自衛隊、他の道府

県等との情報連絡体制を構築 

○ 地震計ネットワークの運用 

○ 緊急地震速報（※1）の利用 

○ 全国瞬時警報システム（J-ALERT（※2））の利用 

○ 緊急情報ネットワークシステム（Em-Net）（※3）の利

用 

○ Ｌアラート（災害情報共有システム（※4）の利用） 

○ SNS分析ツールを利用した災害情報の収集・分析と応

急対策への活用 

都 各 局 ○ 関係防災機関との情報連絡体制を構築 

○ 関係省庁との情報連絡体制を構築 

警 視 庁 ○ 関係防災機関との情報連絡体制の構築 

東 京 消 防 庁 ○ 各方面本部、管下消防署、消防団及び関係防災機関と

の情報連絡のための消防・救急無線等の整備 

○ 画像情報を活用した災害情報収集体制の整備 

○ 震災消防対策システムの運用（震災でない場合は一部

機能に制限あり） 

大 田 区 ○ 防災本部との情報連絡体制を構築 

○ 固定の同報系や移動系の防災行政無線の整備 

陸 上 自 衛 隊 ○ 都と東部方面隊（東部方面総監部・第１師団司令部）

との間の通信基盤の維持 

第 三 管 区 

海 上 保 安 本 部 
○ 都と東京海上保安部間の情報連絡体制を構築 

※１ 緊急地震速報（警報） 

緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震

波を解析することにより、地震による強い揺れが来る前に、これから強い揺れが

来ることを知らせる警報である。 

※２ 全国瞬時警報システム（J-ALERT） 

気象庁から送信される気象関係情報や、内閣官房から送信される有事関係情報

を、人工衛星を利用して地方公共団体に送信し、市町村の同報系防災行政無線を

自動起動するシステム 

消防庁からは、情報番号、対象地域コード情報等を送信し、全地方団体が受信

する。地域コードに該当する地方団体のみにおいて、情報番号に対応する、あら

かじめ録音された放送内容の自動放送を行う。 

※３ 緊急情報ネットワークシステム（Em-Net） 

総合行政ネットワーク（LGWAN）を利用して、国（官邸）と地方公共団体間で

緊急情報の通信（双方向）を行うもので、メッセージを強制的に相手側に送信し、
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迅速・確実に緊急を要する情報等を伝達する。この際、配信先へのアラーム等に

よる注意喚起、メッセージの送達確認、添付資料の閲覧確認が可能 

なお、従来どおり FAX による情報伝達も並行して行う。 

※４ Ｌアラート（災害情報共有システム） 

総務省が全国に普及促進しているもので、ICTを活用して、災害時の避難指示

など地域の安心・安全に関するきめ細かな情報の配信を簡素化・一括化し、テレ

ビ、ラジオなどの様々なメディアを通じて、地域住民等に迅速かつ効率的に提供

することを実現する情報基盤 

 

２ 指定電話及び連絡責任者の報告 

関係機関等及び自衛隊は、機関相互の通信連絡の迅速、確実を期するため、

指定電話又は連絡責任者を定めるものとし、次の様式により防災本部に報告す

るものとする。 

防災本部は、報告に基づき名簿を作成（又は修正）し、関係機関等及び自衛

隊に送付する。 

機 関 名 
連絡責任者 指定電話 

職名 通常勤務時間内 夜間休日等 

    

 

３ 情報連絡系統及び連絡窓口 

(1) 情報連絡系統 

  

(2) 関係機関等連絡責任者 

（防災本部が送付する名簿参照） 
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第３節 災害応急措置の概要等の報告 

 

特定事業者及び防災関係機関は、発生した災害の状況及び実施した災害応急

措置の概要等について、防災本部に逐次報告する。 

特に事故の初期段階においては、応急対策上必要な情報を把握し、消防機関

をはじめ、保安や環境等を担当する関係機関と共有する。 

また、応急対策上必要な情報が現場活動を行う関係者に速やかに提供される

よう、特定事業者の協力を得ることができる仕組みを構築する。 

 

１ 特定事業者 

特定事業者は、災害応急措置の概要等について遅滞なく防災本部へ報告する。 

なお、応急対策上必要な情報を、現場活動を行う関係者に速やかに提供する

こと。 

 

２ 防災関係機関 

防災関係機関は、災害応急措置の概要等について遅滞なく防災本部へ報告す

る。 

 

３ 防災本部への報告 

(1) 災害情報の収集及び伝達 

特定事業者及び防災関係機関は、災害応急対策の円滑な実施を図るため、

災害時における情報の収集及び交換に努めるとともに、これらの情報を防災

本部に報告するものとする。 

防災本部はこれらの情報を必要に応じ特定事業者及び防災関係機関に伝

達するものとする。 

なお、現地本部が設置されたときは、災害及び応急措置に関する情報は現

地本部に報告するものとし、現地本部は必要に応じ防災本部に報告するもの

とする。 

(2) 報告事項 

報告事項は次のとおりとする。 

ア 災害及び被害の状況 

イ 被害応急措置の実施状況 

ウ 今後予想される災害の規模及び態様 

エ 今後必要とする対策 

オ 災害応急措置につき調整を必要とする事項 

カ 消火用資機材等の応急要請 

キ その他必要な事項 

(3) 報告の時期 



 

67 

 

報告は、おおむね次の基準により行うこととする。 

ア 災害の規模、態様に著しい変化が生じたとき。 

イ 新たな応急措置を必要とするとき、又は実施するとき。 

ウ 応急措置の実施につき、他の機関等の応援を必要とするとき。 

エ 応急措置の実施につき、他の機関との調整を必要とするとき。 

オ その他必要と認めるとき。 

 

第４節 災害予警報の伝達 

 

関係機関等は、迅速かつ的確な災害応急活動を実施するため、気象、地象及

び水象に関する情報（以下「予警報等」という。）の収集及び伝達を行うととも

に、これらの周知徹底を図るものとする。 

予警報等の伝達の経路は、予警報の種類に応じて東京都地域防災計画震災編

及び風水害編に基づき実施するものとする。 

 

機 関 名  内   容 

都 総 務 局 ○ 災害原因に関する重要な情報について、気象庁、都各

局、区及びその他関係機関から通報を受けたとき、又は

自ら収集するなどして知ったときは、関係のある都各

局、区、防災関係機関等に通報 

○ 津波警報及び注意報について、気象庁から通報を受け

たとき、又は自らその発表を知ったときは、関係のある

都各局及び区に通知 

都 各 局 ○ 災害原因に関する情報について、都総務局に通報 

○ 都総務局その他関係機関から通報を受けた重要な情

報、警報及び注意報については、所属機関に通報 

警 視 庁 ○ 警察署長は、異常現象を認知したとき、又は異常現象

を発見した者から通報を受けたときは、東京消防庁に通

報 

東 京 消 防 庁 ○ 都総務局からの通報に基づき、消防署等に一斉通報

し、各消防署等は、住民等に周知 

○ 地震に起因する水防に関する情報を各消防署等から

収集し、これを都総務局及びその他の関係機関に通報す

るとともに、住民等に周知 

大 田 区 ○ 災害に関する重要な情報又は災害が発生するおそれ

のある異常な現象について、住民等に周知 

○ 津波警報及び注意報について、住民等に周知 

東 京 海 上 保 安 部 ○ 船舶に対する津波警報等及び災害に関する情報の伝

達・周知 
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機 関 名  内   容 

東 京 管 区 

気 象 台 
○ 気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動によ

る地震動に限る。）、津波、高潮、波浪及び洪水の警報等

の関係機関への通知 

○ 気象、地象及び水象に関する情報を関係機関へ提供す

るとともに、各放送機関等の協力を得て、広く情報提供

に努める 

○ 災害応急・救助活動や復旧活動を伴う災害が発生した

場合、速やかに災害時気象支援資料を作成し、都及び関

係する区市町村等の防災関係機関へ提供 

N T T 東 日 本 ○ 各種警報の通報 

○ 警報の優先取扱い 

各 放 送 機 関 ○ 災害に関する警報等の周知 

 

第５節 災害時の広報活動 

 

関係機関等は、災害時における各種応急活動の推進、社会的混乱の防止、住

民等の不安の払拭等に果たす広報の重要性を認識し、それぞれ連絡調整の上、

広報活動を積極的に推進するものとする。特に東京国際空港は海外からの渡航

者等空港特有の多数の利用者がいることから、空港関係事業者と連携し、災害

情報を伝達する。 

また、防災本部は、報道機関と密接な連携を図り、ホームページ、SNS等の多

様な通信手段を用いて、多言語に対応した情報の提供に努めるものとする。 

なお、現地本部が設置された場合は、防災本部と調整し、情報の提供を行う。 
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１ 広報活動 

 

  

 

                                

                                
                                

       

 

                  

                              パトロールカー 

                   

                                  

             

                                  

                                          

       

 

                                

                  

 

                           

                            

       

       

                            

                  

 

 

都

民

等 

都庁記者クラブ 

ラジオ・テレビ       

新 聞 等       

警 視 庁       警察署・交番等        

東京消防庁       

 
大田区 
（災害対策本部※） 

消防署・分署・出張所・消防団等        

区内公共施設等 

駅・列車等       
防 災 機 関       

（電気・ガス・ 

通信・鉄道等） 
支社・営業所等       

乗 客       

サービスカー 

インターネット等 

有線放送・同報無線等 

車内放送等 

広 報 車 

気象・水象・地象予警報 

被害情報・応急対策情報 

応急復旧情報 

東

京

都

石

油

コ

ン

ビ

ナ

ー

ト

等

防

災

本

部 

※設置した場合 

東京海上保安部 
巡視船艇 

東京空港事務所 航空運送事業者・空港内事業者  空港利用者等 

 

２ 広報事項 

主な広報事項は、次のとおりである。 

機 関 名 内   容 

特 定 事 業 者 ○ 災害状況及び応急措置について防災関係機関等と連

絡を取りながら情報の提供を行う。 

都 ○ 本部長は必要と認めるときは、関係機関に対し、放

送・報道要請手続をとるよう指示するなど、必要な指

示又は要請を行う。 

○ 防災本部は、報道機関に対して発表を行う。 

○ 都総務局は、東京都防災ホームページ、東京都防災
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機 関 名 内   容 

Twitter、東京都防災アプリなど多様な情報提供ツール

を活用し、住民等及び外国人を含めた来訪者に対して、

被害情報や鉄道運行状況、道路情報等の提供を行う。 

警 視 庁 ○ 災害発生時には、各方面本部及び警察署からの報告

に基づき、関係機関と協力し、次の事項に重点を置い

て、適時活発な広報活動を実施する。 

１ 被害状況、治安状況、救助活動及び警備活動 

２ 交通機関の運行状況及び交通規制の状況 

３ 犯罪の防止に関する事項 

４ その他、各種告示事項 

大 田 区 ○ 特別防災区域で大規模な事故が発生し、状況により

広報活動を実施する必要があると考えられる場合は、

直ちに警察署、消防署その他現地の関係機関と密接な

連絡のもと、広報を行う。 

東 京 消 防 庁 ○ 広報活動 

事故等の災害時においては、消防署等において当該災

害に関する情報を収集し、現地防災本部等において関係

機関と協力し、次の事項に重点を置いて、適時活発な広

報活動を実施する。 

１ 被害の状況 

２ 災害活動の状況 

３ 住民等の安否情報 

４ 避難指示の伝達 

○ 広報手段 

テレビ、ラジオ等の報道機関への情報提供、消防車の

巡回、ホームページ、SNS、消防アプリ等により、時宜

広報活動を行う。 

東 京 海 上 保 安 部 ○ 船舶交通の安全のため必要に応じ、次の事項につい

て広報を行う。 

１ 被災状況及び措置状況 

２ 人命の救助状況 

３ 海上交通及び海上交通規制等の状況 

４ 水路及び航路標識の異常の状況 

５ 航路障害物の状況 

６ 緊急輸送の実施状況 

７ 治安の状況 

８ その他必要な事項 

日本放送協会及び

民 間 放 送 事 業 者 

○ 災害発生時に、住民等が適切な措置を取りうるよう、

防災本部等関係機関と密接な連絡を保ちつつ、災害の

状況及びその見通しについて迅速、的確な放送を行う

ものとする。 
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機 関 名 内   容 

東 京 空 港 事 務 所 ○ 東京国際空港内及びその周辺において航空機事故等

が発生した場合、関係機関と調整の上、確認されてい

る事実の公表等、速やかに広報活動を行う。 

京 急 電 鉄 ○ 災害が発生し、運行に影響がある場合、乗務員は運

輸司令からの指示に従うとともに、旅客に対して運行

情報（運転状況・運転休止・運転再開，避難誘導等）

について車内放送、構内放送、急告看板、ＨＰ等を用

いて周知を行う。 

東 京 モ ノ レ ー ル ○ 旅客に対して各駅の構内放送、車内放送、掲示板等

により、運行情報等を伝達する。 

また、必要に応じて、報道機関等にも伝達する。 

首 都 高 速 道 路 ○ 災害が発生した場合には、利用者に対しては各種情

報板や緊急放送(トンネル内)、巡回パトロールカー等

で広報を行う。 

また、お客様センター等において一般からの問合せに

対応する。 

 

３ 避難指示の情報伝達 

○ 都及び区は、放送・報道要請による対応を行う場合があるほか、住民等に

対しマスコミと連携した避難指示等に関する情報提供を行うなど、より一層

の災害対応を実施する。 

○ 具体的な対応については、「放送を活用した避難勧告等の情報伝達の申し

合わせ」の内容による。 

(1) 実施機関 

都、都内区市町村、東京都域又は都域を超える広域区域を事業区域とす

る放送事業者各社 

(2) 伝達する情報 

・ 高齢者等避難 

・ 避難指示 

・ 緊急安全確保 

・ 警戒区域の設定 

 

４ 報道機関への発表 

(1) 防災本部からの発表 

○ 防災本部からの報道発表は、都庁記者クラブ等において行う。 

○ 報道機関からの問合せに係る対応は、都政策企画局が行う。 

○ 防災本部及び各局の報道発表に関する庁内調整は、都政策企画局が行う。 

○ 防災本部は、警察、消防、区市町村等から提供された人的被害関連情報

の一元的な集約・調整、整理・突合・精査を行い、報道機関への発表を行
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う。 

○ 現地本部が設置された場合の報道機関への発表は、防災本部と調整し、

状況に応じて現地本部で取りまとめて発表することができる。 

(2) 警視庁・東京消防庁からの発表 

○ 警視庁及び東京消防庁が収集した被害情報等については、それぞれの庁

内記者クラブ等に対して発表することができる。ただし、人的被害等に関

する情報については、原則、防災本部が発表した後に必要に応じて発表す

る。 

(3) 各防災機関からの発表 

○ 被害状況、施設の復旧等に関する情報は、各防災機関の記者クラブ等で

発表するが、必要に応じて、防災本部においても発表する。 

 

第６節 災害時の放送要請、報道要請 

 

１ 放送要請 

○ 防災本部が行う災害応急対策等についての放送要請は、「災害時等におけ

る放送要請に関する協定」に基づき速やかに行う。 

○ 放送要請については、都政策企画局が都総務局と協議の上、要請文を作成

した後、本部長(知事)が決定し、都総務局が各放送機関へ無線一斉通報(音

声及び FAX)にて伝達する。 

なお、その他については、「災害時等における放送要請に関する協定」及

び同協定実施細目の定めるところにより行う。 

 

２ 報道要請 

○ 防災本部が行う災害応急対策等についての報道要請は、「災害時等におけ

る報道要請に関する協定」に基づき速やかに行う。 

○ 報道要請については、都政策企画局が都総務局と協議の上、要請文を作成

した後、本部長(知事)が決定し、各報道機関へ要請する。 

なお、その他については「災害時等における報道要請に関する協定」の定

めるところにより行う。 
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第３章 災害応急活動 

特別防災区域に係る平常時の火災・爆発等の事故災害、地震、高潮等の自然

災害、流出油等の海上災害、航空機事故に対して、関係機関等は緊密な協力体

制のもとに、災害の状況に応じた効率的な災害応急活動を行い、これら災害に

係る被害の拡大防止を図るものとする。 

 

第１節 平常時の事故災害に対する応急活動 

 

特別防災区域では、大量の石油等が貯蔵又は取り扱われており、これら石油

等に起因する事故は、大規模災害に発展する可能性があり、かつ、災害応急活

動の面において相当の困難が生ずることが予測される。 

本節では、人命の安全確保を最優先とした災害の拡大防止と二次災害の発生

防止とを図るための基本的事項、応急活動の要領等を定める。 

 

１ 火災・爆発に対する応急活動 

(1) 特定事業者 

ア 活動の基本方針 

特定事業者は、特定事業所において火災・爆発が発生した場合、直ちに、

東京消防庁に通報するとともに、発災事業所の責任においてその保有する

防災資機材等及び人員を最大限に活用し、初期消火活動を優先して実施す

る。 

また、必要に応じ第４部第９章（応援協力・派遣要請）の協力計画に基

づく事前計画により協力を得る。 

イ 活動要領 

特定事業者は、火災・爆発の災害が発生した場合、当該被害の拡大及び

二次災害の発生を防止するため、次の要領により災害態様に応じた防御活

動を実施する。 

なお、防御活動上の一般原則は、次のとおり。 

(ｱ) 速やかに発災箇所の確認を行い、装置の緊急停止及び消火設備の活

用等災害の拡大防止を図る。 

(ｲ) 自衛防災組織による応急活動を開始するとともに、必要により、相

互応援協定に基づく要請を行う。 

(ｳ) 公設消防隊が到着した場合、必要な情報の提供を速やかに行うとと

もに、自衛防災組織は公設消防隊の指揮のもとに連携して災害応急活

動を行う。 

(2) 東京消防庁 

ア 活動の基本方針 
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特別防災区域において火災・爆発の災害が発生した場合、大規模災害に

発展する要因を有していることから、東京消防庁は、防災活動の中核的機

能の役割を果たすべく他の関係機関等との緊密な協力のもとに、積極的な

消防活動を行う。 

救助事象を伴う場合は、災害の規模・態様に係わりなく人命の救出救護

活動を最優先として災害の拡大防止及び二次災害の発生防止を応急活動

の主眼とする。 

イ 活動要領 

特別防災区域における火災・爆発の災害に対応するため、固定消火設備、

防災資機材等を有効に活用するとともに、特定事業所の自衛防災組織、関

係機関等の協力体制のもとに、次の要領により災害の拡大を防止する。 

(ｱ) 初動時においては、特定事業所の関係者と連絡を密にし、災害の実

態、拡大危険、応援措置状況その他必要な情報の報告を受け、状況の

確認を行うなど情報収集を徹底して行い、最も適応した活動方針を決

定するとともに、消防部隊、関係機関等との防災活動体制を確立する。 

(ｲ) 災害態様の変化に伴い、危険事象を伴うことがあるので、状況を的

確にとらえ災害の変化に応じた防御活動を行う。 

(ｳ) 防御活動は、事前計画等の資料を有効に活用し、災害の実態に適応

する方法により流出油等の拡大防止、延焼の拡大防止及び火災鎮圧を

行う。 

(3) 東京海上保安部 

ア 活動の基本方針 

東京海上保安部は、特別防災区域において火災・爆発の災害が発生した

場合、これらの災害が大規模災害に発展するおそれがあるので、他の関係

機関等との緊密な連携を保ち、付近海域への災害の拡大防止及び海上災害

への未然防止体制の確保を図るものとする。 

イ 活動要領 

特別防災区域における火災・爆発の災害に対応するため、巡視船艇を有

効に活用し、特定事業所及び他の防災関係機関との連携を密接に取り、次

の要領により災害の拡大を防止する。 

(ｱ) 災害発生の通報等により、災害の種別、態様、規模等、災害に関す

る実態を把握し、災害の推移に応じた活動体制を図るため、巡視船艇

を災害現場付近海域に出動させ、情報収集にあたる。 

(ｲ) 石油等による火災・爆発の災害が区域海上に拡大し、二次災害発生

のおそれがある場合、速やかに対策本部を設置して、災害活動体制の

確保を図る。 

(ｳ) 海上からの応急活動は、関係機関等との活動調整を図り実施する。 

(ｴ) 付近海域における船舶の航行の安全を図るため、必要に応じ、船舶

に対する避難勧告、退去命令、又は船舶交通の制限、禁止等の措置を
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講じる。 

(4) 東京空港事務所 

ア 活動の基本方針 

特別防災区域において火災・爆発の災害が発生し、東京国際空港及びそ

の周辺における地域社会へ重大な影響をもたらす事態又は空港の運用に

影響を及ぼす事態に対しては関係機関の協力のもと東京空港事務所に現

地対策本部を設置し、有効な活動を行う。 

イ 活動要領 

活動の要領は、以下に基づく。 

(ｱ) 東京国際空港緊急計画 

(ｲ) 東京国際空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定(東

京消防庁との協定) 

 

２ 石油等の漏えい又は流出事故に対する応急活動 

(1) 特定事業者 

ア 活動の基本方針 

特定事業者は、特定事業所において石油等の漏えい又は流出事故が発生

した場合、直ちに、東京消防庁に通報するとともに、漏えい又は流出時に

おける被害の軽減及び二次災害の発生防止を図るため、当該事業所の自衛

防災組織、防災資機材等を活用して被害の局限にあたるものとする。 

イ 活動要領 

特定事業所において石油等の漏えい又は流出事故が発生した場合、次の

要領により速やかに応急活動を行うものとする。 

(ｱ) 自衛防災組織による応急活動を開始するとともに、必要により相互

応援協定に基づく要請を行う。 

(ｲ) 原則として装置を緊急停止させ、緊急遮断弁等の閉鎖による応急措

置を行う。 

(ｳ) 事故発生場所付近の火気使用設備及び電気設備等点火源となるもの

の使用制限又は禁止の措置を行い、必要に応じて近隣の事業所へ注意

喚起する。 

(ｴ) 流出事故が発生した場合には、土のう等により流出防止堤を作り、

排水口への流出又は海域等への流出を防止するとともに、吸着剤又は

バキュームカー等により流出油等の回収処理を行う。 

(ｵ) 可燃性ガスの漏えい事故が発生した場合には、噴霧注水により漏え

いガスを安全な場所へ導き希釈消滅させる等有効な応急措置を行う。 

(ｶ) 公設消防隊が到着した場合、必要な情報の提供を速やかに行うとと

もに、自衛防災組織は公設消防隊の指揮のもとに連携して災害応急活

動を行う。 

(2) 東京消防庁 
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ア 活動の基本方針 

東京消防庁は、特別防災区域に石油等の漏えい又は流出事故が発生した

場合は、流出油等の拡大防止及び火災・爆発等の二次災害防止を活動の基

本とする。 

イ 活動要領 

(ｱ) 特定事業所からの石油等の漏えい又は流出の通報を受信した場合は、

流出油等の種別、量、拡大範囲、応急措置等の災害の事態を確認し、

第４部第２章第１節（異常現象等の通報）に基づき、防災本部の関係

機関に必要な事項の通報を行う。 

(ｲ) 災害の状況により、消防部隊及び必要資機材を事前の出場計画に基

づき集中的に運用する。 

(ｳ) 人命危険のある救助事象がある場合は、他の活動に優先して救出救

護活動を行う。 

(ｴ) 火災警戒区域の設定は、第４部第４章第２節（警戒区域）による。 

(ｵ) 火災危険の具体的範囲を確定するため、ガス濃度の測定を行う。 

(ｶ) 流出油等の拡大防止 

・ 流出量を最小限度にとどめるため配管により抜き取り可能な場合は、

他の安全な場所への移送を図るよう指示する。 

・ 配管切損等による漏えいについては、元弁遮断等の方策をとるよう

指示する。 

・ 施設の付帯設備による防止効果が困難な場合は、防油堤内の区画範

囲で拡大防止を図り、特に下水溝からの海上流出防止には十分配慮す

る。 

(ｷ) 流出油処理剤等の散布 

流出油等の拡大を防止し、火災危険を防ぐため回収までの間において

必要と認める場合は、油処理剤の散布又は消火泡散布作業を行う。 

(3) 東京海上保安部 

ア 活動の基本方針 

東京海上保安部は、特別防災区域に石油等の漏えい又は流出事故が発生

した場合は、関係機関等と密接な連携を図り、海上への流出拡散の防止活

動体制の確保に当たるものとする。 

イ 活動要領 

(ｱ) 特定事業所から、石油等の漏えい又は流出の通報を受けた場合、流

出油等の種別、数量、流出範囲、応急措置の実施状況を把握し、東京

消防庁に必要な事項の通報を行う。 

(ｲ) 流出油等が海上に及んだ場合の活動要領については、第４部第３章

第３節（海上災害に対する応急活動）による。 

(4) 東京空港事務所 

ア 活動の基本方針 
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特別防災区域に石油等の漏えい又は流出事故が発生し、東京国際空港及

びその周辺における地域社会へ重大な影響をもたらす事態又は空港の運

用に影響を及ぼす事態に対しては必要に応じて関係機関の協力のもと東

京空港事務所に現地対策本部を設置し、有効な活動を行う。 

イ 活動要領 

活動の要領は、以下に基づく。 

(ｱ) 東京国際空港緊急計画 

(ｲ) 東京国際空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定(東

京消防庁との協定) 

 

第２節 自然災害に対する応急活動 

 

地震等による自然災害は、広範囲にわたり、また、災害が複合的に多発する

ことから、これらの災害に対する応急活動は、災害が発生した地域全体を対象

とするものである。 

したがって、各機関の特別防災区域に対する応急活動は災害地域全体の中に

おける一部として対応することとなる。 

また、特定事業者は、これらの自然現象による火災・爆発等の二次災害の発

生及び拡大を防止するため、あらかじめ活動基準を定めて迅速・的確な応急措

置を講ずる。 

 

１ 地震災害に対する応急活動 

(1) 特定事業者 

ア 活動の基本方針 

地震による災害が発生した場合、特別防災区域に係る火災・爆発及び石

油等の漏えい等の二次災害の発生及び拡大を防止するため、自衛防災組織

及び応援協定に基づく相互応援等により総力をあげて迅速・的確な応急活

動を行う。 

イ 活動要領 

(ｱ) 地震に関する情報等の必要な情報の収集及び伝達を特定事業所にお

いて定める活動基準により的確に行う。 

(ｲ) 特定事業所における二次災害の発生及び拡大を防止するため、各施

設等の点検、補強又は装置の緊急停止等の必要な措置を的確に行う。 

(ｳ) 地震の発生に伴う石油等の漏えい及び火災等の災害が発生した場合

は、第４部第３章第１節（平常時の事故災害に対する応急活動）によ

る。 

(2) 防災関係機関 

ア 活動の基本方針 
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(ｱ) 都全域又は比較的広範囲に地震による災害が発生した場合は、東京

都地域防災計画（震災編）に定めるところにより、総力をあげて応急

活動を行うものとする。 

(ｲ) 火災が多発し大きな人命危険が予想される場合は、あらゆる手段を

活用して出火防止及び初期消火の徹底を図るとともに、避難の安全確

保、重点的な火災防御等の応急活動を行う。 

イ 活動要領 

(ｱ) 地震による災害が都全域又は比較的広範囲に及ぶ場合は、東京都地

域防災計画（震災編）【応急対策】により応急活動を行う。 

(ｲ) 地震による災害が特別防災区域に限定される場合は、第４部第３章

第１節（平常時の事故災害に対する応急活動）により応急活動を行う。 

 

２ 津波・高潮災害に対する応急活動 

(1) 特定事業者 

ア 活動の基本方針 

第４部第３章第２節１（地震災害に対する応急活動）に定める活動方針

による。 

イ 活動要領 

第４部第３章第２節１（地震災害に対する応急活動）に定める活動要領

によるほか、当該地域に係る二次災害を防止するため、次の事項を行うも

のとする。 

(ｱ) 災害状況により従業員、請負業者等の避難を実施する。 

(ｲ) 燃料受入れ作業の中止、船舶の離岸、安全な場所への避難等の措置

を実施する。 

(ｳ) 石油等の流出防止及び浸水が想定されない場所へローリーを移動さ

せるなど災害を最小限に防止するための応急措置を迅速・的確に実施

する。 

(2) 防災関係機関 

ア 活動の基本方針 

高潮等の災害の様相によっては、護岸を越えるおそれもあるので、台風

等に対する気象状況に注意し、関係機関相互の連絡を密にするとともに、

東京都地域防災計画（風水害編）に定める「水防対策」、（震災編）に定め

る「津波等対策」に基づき応急活動を実施する。 

イ 活動要領 

(ｱ) 特定事業所に対し、施設の点検、補強、装置の停止、荷役作業の中

止その他二次災害の防止のため必要な応急措置について指導する。 

(ｲ) その他高潮に対する必要な応急活動を実施する。 



 

79 

 

第３節 海上災害に対する応急活動 

 

関係機関等は、特別防災区域に係る石油等の流出及び火災による海上災害が

発生した場合、密接な連携のもとに、人命の救出、流出油の除去及び拡散の防

止、消火及び延焼の阻止等災害の拡大防御に当たり、迅速・的確な応急活動を

実施するものとする。 

 

１ 流出油に対する防除措置 

(1) 活動の基本 

ア 火災発生の危険性の高い流出油の場合は、二次災害発生の防止に重点を

置き、流出油の拡大防止・防除措置をとる。 

イ 比較的火災の危険性が少ない重油等の流出油については、火気に留意す

るとともに、沿岸施設、港湾施設への拡散防止及び回収に重点を置き、応

急活動を実施する。 

(2) 流出油防除措置 

ア 流出油発生時における関係機関等の取るべき措置は次のとおりとする。 

機 関 名 内  容 

特 定 事 業 者 １ 災害発生時の通報 
第４部第２章第１節（異常現象等の通報）により、

直ちに、東京消防庁へ通報 
２ 災害状況等の情報提供 

適宜、東京海上保安部、東京消防庁へ情報提供 
３ 海上への流出防止措置 
(1) オイルフェンスの展張等による拡散の防止 

(2) 損壊箇所の修理等、油の流出の防止 
(3) 他のタンク等への残油の移送 
(4) 油の回収 
(5) 他の船舶への残油の移替え 
(6) その他の流出油防除措置 

４ 負傷者等の避難、誘導、救出、救助措置（関係機関
と協力） 

５ 火災第二次災害の防止及び隣接事業所相互援助協定
事業所等への協力要請 

６ 防災資機材の調達 

都 港 湾 局 １ 災害通報により監視艇の出動 
２ 出動船艇による流出油の防除措置（海上保安部の船
艇に協力） 
(1) オイルフェンスの展張 
(2） 油吸着剤による回収 

３ 負傷者等の避難、救出、救助措置（関係機関と協力） 
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機 関 名 内  容 

警 視 庁 １ 災害現場の情報収集及び警戒（災害通報により、警
備艇が出動） 

２ 負傷者等の避難、誘導、救出、救助措置（関係機関
と協力） 

３ 防災資機材の輸送 

東 京 消 防 庁 １ 特定事業者等から災害発生の通報を受けたときは、
第４部第２章第１節（異常現象等の通報）により防災
本部、警視庁、東京海上保安部に通報 

２ 災害現場の情報収集、海面流出油の警戒及び拡散状
況の調査（災害通報により消防舟艇が出動） 

３ 出動舟艇による流出油の防除措置（海上保安部の船

艇に協力） 
(1) オイルフェンスの展張 

４ 負傷者等の誘導、救出、救助措置（関係機関と協力） 
５ 火災等二次災害の防止のため、関係機関と協力し、
住民等の退去、火気使用の禁止等を広報 

東 京 海 上 保 安 部 １ 災害発生等の情報を入手した場合は、第４部第２章
第１節（異常現象等の通報）により東京消防庁へ通報 

２ 入手した情報については、巡視船艇等を派遣し現場
の確認をするとともに、関係機関等へ通報 

３ 必要に応じ、初動防除措置を行うよう防除義務者を
指導 

４ 出動船艇による流出油の防除措置（関係機関と協力） 

５ 負傷者等の避難、誘導、救出、救助措置（関係機関
と協力） 

６ 出火等二次災害を防止するための措置 
(1) 付近の停泊船舶及び航行船舶に対し、火気使用の

禁止・沿岸地域に対し火気注意の呼び掛けを実施 
(2) 必要に応じ、船舶に対する避難勧告又は退去命令 
(3) 必要に応じ、周辺海域における船舶交通の制限又

は禁止措置 
７ 防災資機材の調達 

 

イ 流出油防除活動要領 

東京湾排出油等防除計画により実施する。 

 

２ 火災発生に対する措置 

関係機関等は、海面火災、船舶火災等の火災が発生した場合は、沿岸施設及

び他の船舶への延焼防止に重点を置き活動するものとし、第４部第３章第１節

（平常時の事故災害に対する応急活動）によるほか、次のような火災防除措置

を取るものとする。 

(1) 特定事業者 

ア 自衛防災組織等により、企業の保有する消防能力を活用して、消火及び
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延焼防止活動を行う。 

イ 火災発生場所の周囲の火気の遮断、石油等の漏えい、流出の防止及び火

災発生船舶の移動等災害の拡大防止を図る。 

ウ 海上保安機関、消防機関の到着後にあっては、当該機関の指示を受けて、

災害拡大防止活動に当たる。 

(2) 警視庁及び都港湾局 

東京海上保安部等の要請により、災害拡大防止活動の応援に当たる。 

(3) 東京消防庁 

ア 沿岸施設、船舶等への延焼防止を図る。 

イ 被害の拡大防止のため、関係機関等との連携を密にした活動を実施する。 

ウ 沿岸住民等、自衛防災組織等に対して、被害の拡大防止措置の指示をす

る。 

(4) 東京海上保安部 

消火及び延焼拡大防止活動を行うとともに、関係機関と連絡を密にして災

害拡大防止活動に当たる。 

 

第４節 航空機事故における災害応急活動 

 

航空機事故災害時、防災関係機関は被災者の救助や被害の拡大を防止するた

めの応急措置を実施する。 

 

１ 航空機事故に対する応急活動 

(1) 東京消防庁 

ア 活動体制 

東京消防庁の出場計画等により対応する。 

イ 活動の協定及び計画 

(ｱ) 東京国際空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定（東

京空港事務所との協定）に基づき、消火救難活動を実施する。 

(ｲ) 東京国際空港緊急計画に基づき、消防活動等を実施する。 

(2) 都港湾局 

ア ヘリポート等及びその周辺の航空機事故に対しては、関係機関(警視

庁・消防庁、区等の関係機関)の協力のもとに管理事務所内に現場指揮所

を設置し、有効な活動を行う。 

イ 救助船舶の岸壁使用について、優先的使用ができるよう必要に応じ、他

船舶の移動、接岸の制限を行う。 

(3) 東京空港事務所 

ア 東京国際空港及びその周辺の航空機事故に対しては、必要に応じ関係機

関の協力のもと東京空港事務所に現地対策本部を設置し、有効な活動を行
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う。 

イ 活動の要領は、以下に基づく。 

(ｱ) 東京国際空港緊急計画 

(ｲ) 東京国際空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定（東

京消防庁との協定） 

(4) 東京海上保安部 

航空機事故が発生した場合、東京空港事務所を始めとする防災関係機関

との緊密な連携と協力により、以下の活動を迅速・的確に実施する。 

ア 情報収集及びその提供 

イ 負傷者の救出救助 

ウ 救急医療活動に対する支援 

エ 事故による火災の消火活動 

オ 付近海域航行船舶の交通整理及び避難誘導 

カ 事故現場海域の証拠保存及び周辺海域の警戒 
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第４章 警備交通規制 

特別防災区域に災害が発生した場合は、社会的混乱や交通混乱の発生が予想

される。このため、住民等の生命、身体及び財産の保護並びに犯罪の予防及び

取締り、交通秩序の維持及びその他被災地における治安の維持に万全を期する

必要がある。 

 

第１節 警備対策 

 

災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、住民等の生命、身体の安

全を確保し、犯罪の予防、取締り及び海難防止その他公共の安全と秩序の維持

に努める。 

 

１ 警視庁 

(1) 警備方針 

ア 異常現象が発生した場合は、迅速に警備態勢を整え、異常現象の実態を

把握し、その状況に応じた警戒区域の設定、交通規制等を行い、関係機関

等と協力して災害防止に当たる。 

イ 災害が発生した場合には、人命の救出・救護に努めるほか、現場広報を

活発に行い、警戒区域の設定、避難誘導、交通規制等を実施し、住民等の

生命、身体及び財産の保護及び災害地における秩序の維持に当たる。 

(2) 警備態勢 

ア 異常現象が発生した場合は、関係機関と緊密な連携を保持しながら、総

合的な災害対策活動を推進するとともに、早期に警備態勢を確立して、情

報の収集、避難誘導、救出救助等の活動を行うほか、関係機関の活動に協

力する。 

イ なお、災害が発生した場合は、災害の規模等に応じて、各級警備本部を

設置して警備に当たる。 

 

２ 東京海上保安部 

(1) 警備方針 

ア 異常現象が発生した場合、迅速に警備態勢を整え異常現象に対処するた

め、正確な情報の収集、情報の分析を行い、警戒区域の設定、海上交通規

制を行い、関係機関等と協力して災害防止に当たる。 

イ 災害が発生した場合、海域における人命の救助、救護に努めるほか、的

確な情報の収集、分析に努め、海域における広報活動及び警戒区域の設定、

海上交通の規制等を実施して、住民等の生命及び財産の保護に当たるほか、

海上における秩序の維持に努める。 
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(2) 警備態勢 

災害が発生した場合、巡視船艇を配備し、海上における犯罪の予防及び鎮

圧、海上における人命及び財産の保護等の業務を統一的かつ強力に推進する。 

 

第２節 警戒区域 

 

災害が発生し、又は災害がまさに発生しようとしている場合において、住民

等の生命又は身体に対する危険を防止するため必要があるとき、又は現場での

防災活動を円滑に行う必要があるときは、関係機関等は協力して警戒区域を設

定する。 

 

１ 警戒区域設定の原則 

警戒区域は、原則として次の場合に設定する。 

(1) 火災の発生又は石油等の流出若しくは爆発等により住民等の生命又は身

体に危険が予測される場合 

(2) その他、住民等の生命又は身体を災害から保護するため必要と認められ

る場合 

 

２ 各機関による警戒区域の設定 

各機関が行う警戒区域の設定は、次のとおりである。 

(1) 大田区 

区長は、住民の生命若しくは身体に対する危険を防止するために特に必要

があると認めるときは、関係警察署長、消防署長等と協議の上、警戒区域を

設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを

制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。 

(2) 警視庁 

災害現場において、区長若しくはその職権を行う区の職員が現場にいない

とき、又は、これらの者から要求があって防災上必要と認めるときは、警戒

区域を設定するとともに、直ちにその旨を区長に通知する。 

(3) 東京消防庁 

ア 現場指揮本部長は、災害現場において、消防法第 23 条の２に定める火

災警戒区域の設定が必要と認めたときは、火災警戒区域を設定し、その区

域内における火気の使用を禁止し、又は災害応急対策に従事する者以外の

者に対して当該区域からの退去を命じ、又は当該区域への立入りを禁止し、

若しくは制限するものとする。 

イ 現場指揮本部長は、火災発生時、現場における消防活動及び火災調査を

円滑に遂行するため、消防法第 28 条に基づき、必要な区域に消防警戒区

域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者の当該区域からの退去を
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命じ、又は当該区域への立入りを禁止し、若しくは制限するものとする。 

(4) 東京海上保安部 

港長は、必要に応じて、船舶に対する避難勧告又は退去命令、火気の使

用禁止等を講ずる。 

 

第３節 交通規制 

 

特別防災区域に係る災害が発生したときは、被災地の道路及び関連道路並び

に被災地周辺海域の交通、航行の情報収集に努め、交通混雑を防止するととも

に、関係機関等の防災活動が円滑に行われるようにするため、交通及び航行に

ついて必要な規制及び整理を行う。 

機 関 名 対 策 内 容 

警 視 庁 ○ 交通規制を実施 

○ 緊急通行車両等の確認 

都 財 務 局 ○ 緊急通行車両(都交通局、都水道局及び都下水道局に属

する関係車両を除く都関係車両)等の確認 

東 京 消 防 庁 ○ 緊急通行車両(所管関係車両)等の確認 

東京海上保安部 ＜海上交通規制＞ 

○ 航行情報の収集伝達 

○ 船舶交通の制限又は禁止 

東京空港事務所 

 

＜航空交通規制＞ 

○ 必要な保安措置及び航空事故防止措置その他応急救護

活動等の措置を実施 

○ 航空輸送基地（東京国際空港）の確保 

○ 必要に応じて飛行管制措置の実施 

 

１ 警視庁 

○ 道路交通規制 

(1) 交通情報の収集と交通統制 

交通情報の収集に努めるとともに、道路障害の実態把握を速やかに行い、

その状況を知事(本部長)に通報する。 

隣接県に通ずる国道その他の幹線道路については、関係県警察本部と連携

を密にし、一般車両の迂回等混雑緩和の措置を講じて、交通秩序の維持に努

める。 

(2) 交通規制 

被災地及びその周辺を管轄する警察署長(高速道路交通警察隊長)は、道路

における危険防止、交通の安全と円滑を図るため、通行禁止等の交通規制を

実施する。 

(3) 車両検問 
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被災地及びその周辺道路における車両検問を行い、住民等の緊急避難又は

応急物資、応急復旧工作資材等の緊急通行を確保するため、他の一般車両の

通行を禁止し、又は制限して、災害の拡大防止及び迅速な復旧の実効を図る。 

(4) 緊急通行車両等の確認 

災害対策基本法に基づく交通規制を実施した場合、一般車両の通行が禁止

され、又は制限され、緊急通行車両（災害対策基本法第 76 条第１項に規定

するものをいう。）及びイに規定する規制除外車両(以下これらを「緊急通行

車両等」という。)を優先して通行させる。 

緊急通行車両等であることの確認は、警視庁本部、警察署、交通機動隊及

び高速道路交通警察隊の隊本部及び車両検問所で行う。 

ア 緊急通行車両 

○ 災害対策基本法第 50 条第１項に規定する災害応急対策に従事する者

又は同対策に必要とされる物資の緊急輸送を行う車両 

○ 道路交通法（昭和 30年法律第 105号）第 39条第１項に定める緊急自

動車 

イ 規制除外車両 

○ 民間事業者等による社会経済活動のうち大規模災害発生時に優先す

べきものに使用される車両であって、公安委員会の意思決定により通行

を認める車両 

ウ 確認手続等 

(ｱ) 事前届出 

災害時に緊急通行車両等として使用される計画がある車両について

は、車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署に事前届出を行うことで

都公安委員会から「緊急通行車両等事前届出済証」又は「規制除外車両

事前届出済証」(以下「届出済証」という。)の交付を受けることができ

る。 

(ｲ) 緊急通行車両等の確認 

○ 届出済証の交付を受けている車両の確認手続 

 届出済証の提示と「緊急通行車両等確認申請書」又は「規制除外車

両確認申請書」(以下「確認申請書」という。) を作成させ、実際の

行先地等を確認し、緊急通行車両等の標章及び「緊急通行車両確認証

明書」又は「規制除外車両確認証明書」(以下「標章等」という。)を

交付する。 

○ 届出済証の交付を受けていない緊急通行車両等の確認手続 

 確認申請書を作成させるとともに、その記載内容と疎明資料(契約

書、協定書、伝票等)により緊急通行車両等に該当するか否かの審査

を行い、審査結果に基づき標章等を交付する。 

エ 広域応援の車両への対応 

事前届出済証を所持しているライフライン復旧などの他の道府県から
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の応援車両については、当該道府県公安委員会において標章の交付を受け

ることとされているが、当該公安委員会の標章を所持しないまま都内入り

しようとする等やむを得ない場合は、届出済証の提示により都内で標章の

交付を行うことができるものとする。 

 

２ 都財務局 

○ 緊急通行車両等の確認 

都所有の車両及び雇上車両並びに業務の委託及び協定等に伴い必要とな

る車両(以下「関係車両」という。)のうち都交通局、都水道局及び都下水道

局に属する関係車両を除く車両の確認は、財務局長が行う。 

 

３ 東京消防庁 

○ 緊急通行車両等の確認 

所管関係車両の確認を行う。 

 

４ 東京海上保安部 

○ 海上交通規制 

東京海上保安部は、船舶交通の安全や船舶等に重大な影響を及ぼすおそれ

のある事態の発生を知ったときは、速やかに航行及び停泊の制限又は禁止を

行う。 

 

５ 東京空港事務所 

○ 航空交通規制 

東京空港事務所は、空港の使用の可否に応じて、適切な管制措置を実施す

る。 

(1) 東京国際空港が使用できない場合の措置 

・ 飛行中の航空機を他空港へダイバートさせるための措置を行う。 

・ 人命救助及び緊急物資輸送のために運航しようとする航空機に対して

は、飛行場以外の場所であっても離着陸することができるよう便宜を図る

こととする。 

(2) 東京国際空港が使用できる場合の措置 

・ 被災状況に応じ、離着陸可能な航空機を順次運航させる。 

なお、運航に当たっては着陸機を優先することとし、着陸の順序は、航

空機の残燃料等の状況に応じて臨機応変に措置する。 

・ 人命救助及び緊急物資輸送のために運航しようとする航空機に対して

は、駐機場、発着時刻等を調整し、当該機を円滑に離着陸させる。 
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第５章 避難誘導 

特別防災区域に災害が発生し、住民等に避難を要する事態が生じたときは、

可能な限りの措置をとり、住民等の生命、身体の安全確保に努める必要がある。 

  

第１節 避難指示 

 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、住民等の生命又は

身体を保護する必要が生じたときは、必要と認める住民等に対し、避難のため

の立ち退きを指示する。 

 

１ 基準 

 避難のための立ち退きの指示の基準は、原則として次のとおりである。 

○ 火災の発生又は石油等の流出若しくは爆発等により住民等の生命又は身

体に危険が及ぶと予測されるとき。 

○ その他、住民等の生命又は身体を災害から保護するため、必要と認められ

るとき。 

 

２ 各機関が行う避難指示 

各機関が行う避難指示は、次のとおりである。 

 

(1) 大田区 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身

体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認

めるときは、区長は、関係警察署長、消防署長等と協議の上、避難指示を発

令することができる。この場合、区長は速やかに知事に報告する。 

(2) 警視庁 

特別防災区域内において、著しく危険が切迫しており、区長が避難指示を

発するいとまがないと認めるとき、又は区長から要請があった場合は、警察

官が直接住民等に避難を指示する。この場合、警察官は直ちに区長に通知す

る。 

(3) 東京海上保安部 

現地において、著しく危険が切迫しており、区長が避難指示を発するいと

まがないと認めるとき、又は区長から要請があった場合は、海上保安官が直

接住民等、付近船舶の乗組員に対し避難を指示する。この場合、海上保安官

は直ちに区長に通知する。 
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第２節 避難誘導 

 

関係機関等は、災害が住民等に及ぶおそれが生じた場合、また、地震による

津波の発生が予想される場合、身体の安全を確保するため、相互に連携を保ち

つつ、迅速な避難誘導を実施するものとする。 

 

１ 陸上における避難誘導 

避難指示を発令した場合、区は、防災関係機関の協力を得て、あらかじめ指

定された避難場所等へ避難誘導する。 

避難の単位は、自治会・町会とする。自治会・町会として組織していない地

区については、集合住宅の管理組合等が中心となり、隣接の自治会・町会と行

動をともにする。 

 

２ 海上における避難誘導 

避難指示が発令された場合、東京海上保安部は、必要に応じて付近の船舶に

対する退去、移動、避難等の勧告又は命令を行い各信号所の信号指示によるほ

か、巡視船艇の誘導により秩序ある行動をとらせて船舶を安全迅速に避難させ

る。 

また、区、警視庁、東京消防庁等から依頼があったときは、可能な限り、指

定された場所等への巡視船艇による海上輸送に協力する。 
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第６章 救助・救急 

特別防災区域における火災や爆発、石油等の漏えい等の災害が発生したとき

は、各機関は連携し、被災者の生命、身体の安全確保を第一に、迅速かつ的確

に救出・救助活動を実施する。 

各機関が行う活動は、次のとおりである。 

機 関 名  内   容 

特 定 事 業 者 ○ 災害により負傷者が発生したときは、自衛消防隊の救

護班が救出に当たる。 

○ 自社の救護班で対応が不可能な場合は、直ちにその状

況を東京消防庁に通報する。 

○ 現場における指揮は、態勢を確立し、明確にしておく

ものとする。ただし、東京消防庁の出場後は東京消防庁

の指揮に従うものとする。 

警 視 庁 ○ 救出救助活動は、生存者の救出を最優先に行う。 

○ 救出した負傷者は速やかに医療救護所等に引き継ぐ。    

○ 救出救助活動に当たっては、重機類等装備資器材等を

有効に活用する。 

○ 東京消防庁、自衛隊、防災市民組織等と連携協力し、

救出救助に万全を期する。 

○ ヘリコプターを活用し、情報収集、部隊搬送、救助活

動等の各種活動を行う。 

東 京 消 防 庁 ○ 災害の規模等に応じ所定の計画に基づき部隊を運用

する。 

○ 限られた消防力を最大限に活用し消火活動を実施す

る。 

○ 消防隊及び救急隊が連携し組織的な人命救助・救急活

動を行う。通常の対応では困難な救助事象に対しては、

消防救助機動部隊 (ハイパーレスキュー)を投入する。 

○ 警視庁、自衛隊、東京 DMAT、消防団等と連携協力し、

消火・救助・救急の万全を期する。 

○ 所定の計画に基づき、多様な手段を活用して、災害情

報の収集伝達、関係防災機関との情報交換等を行う。 

○ 消防ヘリコプターを活用し、情報収集、部隊投入、救

助活動等の各種活動を行う。 

大 田 区 ○ 都、他の防災関係機関、区域内の公共的団体、住民等

の協力を得て、その有する全機能を発揮して災害応急

対策の実施に努める。 

○ 区の地域に災害救助法が適用されたときは、区長は、

知事の指揮を受けて、法に基づく救助事務を補助する。 
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機 関 名  内   容 

陸 上 自 衛 隊 ○ 知事からの派遣要請等に基づき、部隊を派遣する。主

な活動は次のとおり 

・ 被害状況の把握 

・ 避難の援助 

・ 避難者等の捜索援助 

・ 人員及び物資の緊急搬送 

・ 応急医療、救護、防疫など 

東 京 空 港 事 務 所 ○ 東京国際空港緊急計画に基づき、関係機関とともに迅

速かつ的確に救急医療活動を行う。 

東 京 海 上 保 安 部 ○ 遭難船及び遭難者の救助は、東京海上保安部所属の巡

視船艇が対応するとともに、必要があれば第三管区海上

保安本部に要請し、他部署の巡視船艇及び航空機の応援

派遣を求める。 

○ 救護を必要とする者については、東京海上保安部と日

赤東京都支部との協定により、医師等の派遣を求め、相

互に協力するとともに、早急に医療機関に引き渡す必要

のあるものについては、直ちにその措置を講ずる。 

○ 被災者の救出対策は、被災者の乗・下船の場所、運送

方法等について、都と協議の上、実施する。 
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第７章 医療救護対策 

医療救護は、直接人命を左右するものであり、迅速な活動が要求されるため、

各機関は相互に密接に連携をとりながら、負傷者に対する応急措置や災害拠点

病院等への搬送など、負傷者等の救護に万全を期するものとする。 

 

第１節 初動医療体制 

各機関が行う活動は、次のとおりである。 

機 関 名 内   容 

都 保 健 医 療 局 ○ 医療救護に関する総合的な指揮命令及び連絡調整 

○ 東京都災害医療コーディネーターの助言を受け、都内

全域の医療救護活動等を統括・調整 

○ 東京都災害時小児周産期リエゾンの助言を受け、都内

全域の小児周産期領域に係る医療救護活動等を統括・調

整 

○ 医療機関の空床利用や収容能力の臨時拡大等を要請 

○ 災害発生現場等の多数傷病者に対し救命処置を実施

するため、東京 DMATを派遣 

○ 区から要請があった場合、又は都において医療救護の

必要があると認めた場合は、都医療救護班等を派遣 

○ 東京都立病院機構のほか、都医師会、日赤東京都支部、

災害拠点病院に都医療救護班を、都歯科医師会に都歯科

医療救護班を、都薬剤師会に都薬剤師班の派遣をそれぞ

れ要請し、医療救護所等へ派遣 

○ 医療救護体制が不足する場合には、九都県市災害時相

互応援等に関する協定等に基づき、応援を要請 

○ 相互応援協定等に基づく医療救護班や日本 DMAT 等医

療救護チームの要請・受入れシステムや医療スタッフ等

の受入れ体制を確立し、活動拠点等を確保 

 

（各二次保健医療圏） 

○ 基幹災害拠点病院を含む地域災害拠点中核病院に二

次保健医療圏医療対策拠点を設置 

○ 東京都地域災害医療コーディネーターは、東京 DMAT

の支援を受け、都職員とともに圏域内の医療救護活動等

を統括・調整 

○ 東京都地域災害医療コーディネーターは、必要に応じ

て地域災害医療連携会議を開催し、圏域内の医療救護活

動を調整 

○ 都保健所は、公衆衛生的見地から地域災害医療コーデ

ィネーター及び市町村を支援 



 

93 

 

機 関 名 内   容 

東 京 消 防 庁 ○ 都保健医療局と連携して、可能な範囲で救急隊を派遣 

○ 東京 DMATと連携して、救命処置等を実施 

大 田 区 ○ 災害時における医療救護を一次的に実施 

○ 区災害医療コーディネーターの助言を受け、区内の医

療救護活動等を統括・調整 

○ 地区医師会、地区歯科医師会及び地区薬剤師会との協

定に基づき、医療救護を実施するよう要請 

○ 医療救護体制が不足する場合には、東京都地域災害医

療コーディネーターに応援を求めるほか、都に対し応援

を要請 

都 医 師 会 ○ 都から「災害時の医療救護活動についての協定書」に

基づく医療救護班の派遣要請があった場合は、都医療救

護班を編成・派遣 

都 歯 科 医 師 会 ○ 都から「災害時の歯科医療救護活動についての協定」

に基づく歯科医療救護班の派遣要請があった場合は都

歯科医療救護班を編成・派遣 

都 薬 剤 師 会 ○ 都から「災害時の救護活動に関する協定」に基づく薬

剤師班の派遣要請があった場合は、都薬剤師班を編成・

派遣 

日 赤 東 京 都 支 部 ○ 都からの要請又は自主的な判断に基づき、積極的に医

療救護活動等に協力する。 

○ 医療救護班は、都と締結した「災害救助又はその応援

の実施に関する業務委託契約」に基づき、都医療救護班

として医療及び助産救護活動等を行う。 

○ 血液救護班を設置し、災害時の救護活動における輸血

用血液製剤供給業務を実施 

献 血 供 給 事 業 団 ○ 都から「災害時における血液製剤の供給業務に関する

協定書」に基づく血液製剤等の供給要請があった場合

は、日赤東京都支部などと協力して行う。 

都 看 護 協 会 ○ 都から「災害時の救護活動についての協定書」に基づ

く要請があった場合は、応急救護の実施、衛生材料の提

供等、医療救護所等における看護業務を行う。 

都 柔 道 整 復 師 会 ○ 都から「災害時における応急救護活動についての協定

書」に基づく協力要請があった場合は、応急救護の実施、

衛生材料の提供等、医療救護活動等に協力する。 

○ 救護所において行う応急救護は、医師の指示により実

施 

 

１ 初動医療救護活動 

(1) 災害医療コーディネーターの活動 

○ 東京都災害医療コーディネーターは、都が把握する被災地の負傷者の状

況及び医療機関の対応状況を踏まえ、東京 DMAT、医療救護班等の派遣や
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医療救護所、医療機関の確保等について都に対して医学的な助言を行う。 

○ 東京都地域災害医療コーディネーターは、二次保健医療圏域内の負傷者

の状況、医療機関の対応状況等を踏まえ、東京都災害医療コーディネータ

ーに必要な支援を要請する。 

(2) 東京 DMATの活動 

○ 東京 DMAT の出場に当たっては、医療対策拠点における東京都地域災害

医療コーディネーターの支援活動を除いて東京消防庁との連携によるこ

ととし、「東京 DMAT運営要綱」に基づき活動する。 

○ 災害発生直後からおおむね 72 時間後までの間、災害発生現場等、医療

の空白地帯において、多数傷病者に対し救命処置を実施するため、東京

DMATを派遣する。 

○ 都は、東京 DMATが効果的な活動を行えるよう、東京 DMAT指定病院と情

報の共有等を行うなど連携を密にするとともに、医療従事者等の迅速かつ

円滑な派遣に努める。 

○ 都は、各被災現場の被害状況、出場可能な指定病院、チーム数等を踏ま

え、出場先及び出場順序について、都保健医療局、東京消防庁と協議の上、

決定する。決定に際しては、東京都災害医療コーディネーターに助言を求

めることができる。 

○ 都は、災害現場の東京 DMAT との連絡体制の確立に努めるとともに、必

要に応じ東京 DMATに対し、医療資器材等の支援を行う。 

○ 都は、東京都地域災害医療コーディネーターの活動を補佐するため、医

療対策拠点に、東京 DMATを派遣する。 

○ 他の道府県からの応援 DMAT 及び応援医療救護班の活動状況等について、

派遣した当該他の道府県市等へ情報提供する。 

(3) 医療救護班等の活動 

○ 医療救護班等の活動は、負傷者が多数発生した災害現場等を中心とする。 

【医療救護班等の活動内容】 

区 分 内   容 

医 療 救 護 班 ○ 傷病者に対するトリアージ 

○ 傷病者に対する応急処置及び医療 

○ 傷病者の収容医療機関への転送の要否及び搬送順位の

決定 

○ 死亡の確認及び遺体の検案への協力 

○ 助産救護 

○ その他都と協議の上必要と認められる業務 

歯科医療救護班 ○ 歯科医療を要する傷病者に対する応急処置 

○ 災害拠点病院等への転送の要否及び転送順位の決定 

○ 検視・検案に際しての法歯学上の協力 
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区 分 内   容 

薬 剤 師 班 ○ 医療救護所等における傷病者等に対する調剤、服薬指導 

○ 医療救護所及び医薬品の集積場所等における医薬品等

の仕分け、管理及び受発注 

 

(4) 医療救護活動協力機関の活動内容 

○ 都看護協会は、救護所等において、看護業務を行う。 

○ 都柔道整復師会は、救護所等において、医師の指示に基づく応急救護を

行う。 

(5) 職種による色の定め 

○ 都は、災害現場における相互認識を高めるため職種による色を定め、災

害現場で活動する際には、この色のユニホームなどを身に付けることとし

ている。 

（赤：医師・歯科医師、緑：看護師・歯科衛生士・歯科技工士、青：薬

剤師、白：臨床検査技師・放射線技師、紺：柔道整復師、黄：事務） 

(6) dERU (デルー：国内型緊急対応ユニット（※）)による活動 

○ 日赤医療救護班は、デルーを被災地域へ迅速に搬入・開設し、積極的に

医療救護活動を行う。 

※ dERU (domestic Emergency Response Unit) 

日本赤十字社の緊急仮設診療所設備（大型テント、医療資機材）とそ

れを輸送する車両及び訓練された要員、そしてそれらを円滑に運用する

ためのシステムの総称（東京に２基、その他全国に 17基）。 

 

２ 医薬品・医療資器材の確保 

特別防災区域に係る災害により、医薬品・医療資器材に不足が生じた場合に

は、東京都地域防災計画震災編第２部第８章第５節（医療救護・保健等対策具

体的な取組）に基づき対応する。 

 

第２節 情報連絡・傷病者の搬送体制 

 

１ 医療情報の収集伝達体制 

○ 東京都災害医療コーディネーターが中心となり、区市町村、東京消防庁、

都医師会、都歯科医師会、都薬剤師会など関係機関が連携して被害状況、医

療機関の活動状況、医療チームの派遣状況などの情報を一元的に収集する。 

○ 防災行政無線、広域災害救急医療情報システム（EMIS）等を活用して、医

療機関から情報収集を行う。 

○ 収集した医療情報を区市町村等の関係機関に提供する。 

○ 各種広報媒体や報道機関等を通じた住民等への広報を行う。 
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２ 負傷者等の搬送 

機 関 名 内   容 

都 総 務 局 ○ 災害拠点病院の対応能力では不足する場合に、「九都

県市災害時相互応援等に関する協定」に基づき、関係機

関に対し医療機関への広域搬送に必要な措置を要請 

都 保 健 医 療 局 ○ 東京消防庁等の関係機関と調整して、搬送手段を確保 

○ その他協定締結団体等による重傷者等の広域搬送を

実施 

○ 災害拠点病院の対応能力では不足する場合に、都は

「九都県市災害時相互応援等に関する協定」に基づき、

関係機関に対し医療機関への広域搬送に必要な措置を

要請 

東 京 消 防 庁 ○ 搬送は、被災現場等から医療機関への重症者の搬送を

優先し、あらかじめ定められた基準に基づく搬送順位に

従い、搬送先施設等の受入れ体制を確認し行う。 

○ 負傷者等の医療機関への搬送は、状況に応じて、都保

健医療局と連携して行う。 

警 視 庁 

陸 上 自 衛 隊 

第 三 管 区 

海 上 保 安 本 部 

○ ヘリコプター等を活用し、航空搬送拠点臨時医療施設

（SCU）等へ搬送 

大 田 区 ○ 必要に応じて区が派遣する医療救護班等の医療スタ

ッフの搬送を行う。 

 

○ 都及び区市町村は、搬送手段を有する機関と連携して、緊急度や搬送人数

等に応じた搬送手段を確保する。 

○ 負傷者等の後方医療施設への搬送は、状況に応じて、東京消防庁と都保健

医療局が連携して、医療救護班が使用した自動車・ヘリコプター・船舶等に

よる搬送を行う。 

○ 搬送路を確保するに当たり、防災本部に集まる道路啓開情報を積極的に収

集・整理するとともに、警視庁及び東京消防庁のヘリコプターが収集した画

像情報を効果的に活用する。 
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第８章 緊急輸送対策 

防災関係機関は、災害が発生した場合に、負傷者・救出者を早期搬送するこ

とを主眼とした車両・船舶等の確保を図るものとする。 

 

１ 輸送車両等の確保 

 

(1) 調達 

機 関 名 実 施 内 容 

防 災 本 部 ○ 都各局は、原則として保有する車両を第一次的に使用

し、不足が生じる場合は防災本部が集中的に調達する。 

１ 乗用車 

都各局の不足分は、防災本部が必要に応じレンタカ

ー会社から調達する。 

２ 貨物自動車 

都トラック協会、日本通運等協定締結先から調達す

る。 

３ 乗合自動車 

東京バス協会等協定締結先から調達する。 

○ 他の道府県及び関係防災機関から車両の供与があっ

たときは、集中受入れを行う。 

○ 更に車両調達数に不足を生ずる場合は、関東運輸局の

あっせんにより、所要数を調達するよう努力し、必要に

応じ関東運輸局長と協議の上、従事命令又は輸送命令を

発し、緊急輸送に必要な車両を確保する。 

警 視 庁 

東 京 消 防 庁 
○ 独自に調達計画を立てる。 

関 東 運 輸 局 ○ 防災本部の要請に基づき、車両の調達あっ旋を行う。 

大 田 区 ○ 独自に調達計画を立てる。 

なお、災害時において、区の所要車両が調達不能にな

った場合は、防災本部へ調達あっせんを要請する。 
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(2) 配分 

機 関 名 実 施 内 容 

防 災 本 部 ○ 用途別必要量に応じて、都各局に対して適宜配分す

る。 

○ 他の道府県及び防災関係機関からの供与車両につい

ても、適宜、配分する。 

○ 災害復旧計画に必要な車両は、防災本部において緊急

計画を立て、災害応急用車両を転用し、輸送力を確保す

る。 

○ 配分手続 

１ 都各局において、車両を必要とするときは、車種、

乗車人員数又は積載トン数、台数、引渡場所、日時を

明示の上、防災本部に請求する。 

２ 防災本部は所要車両を調達し、請求局に引き渡す。 

 

２ 船舶の確保 

(1) 調達 

機 関 名 実 施 内 容 

都 各 局 ○ 都各局は、物資の輸送、人員の搬送等のため、保有の

船舶を使用するほか、船舶の必要が生じる場合には、防

災本部に対し、必要船舶を請求する。 

防 災 本 部 ○ 防災本部は、他の道府県及び関係防災機関から船舶の

供与があったときは、船舶の把握を行う。 

また、都各局は、他から船舶の供与があった場合は、

防災本部へ報告する。 

都 港 湾 局 ○ 都港湾局は、東海汽船や協定締結団体から使用可能な

船舶を把握し、防災本部へ報告する。 

○ 都港湾局は、これらの船舶を把握し、いつでも調達で

きるよう確保する。 

○ 不足が生ずる場合は、関東運輸局のあっせんにより、

所要数を調達するよう努力し、必要に応じ関東運輸局長

と協議の上、従事命令又は輸送命令を発し、緊急輸送に

必要な船舶を確保する。 

関 東 運 輸 局 ○ 防災本部の指示に基づいた都港湾局の要請により、船

舶の調達あっせんを行う。 

 

(2) 配分 

機 関 名 実 施 内 容 

都 ○ 防災本部は、調達した船舶数及び各局の用途別配分船

舶数を都港湾局に通知するとともに、各局への配分を指

示する。 

○ 他の道府県及び関係防災機関から都に供与された船
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機 関 名 実 施 内 容 

舶についても、防災本部が都港湾局へ指示し、配分させ

る。 

○ 配分手続 

１ 都各局が船舶を必要とするときは、船の用途、総ト

ン数、隻数、船舶使用責任者の氏名、使用開始希望場

所、日時等を明示の上、防災本部へ要請する。 

２ 防災本部は都各局の要請に基づく船舶必要数を調

整した上で、都港湾局に対し、調達した船舶名、運行

事業者、使用開始場所等を要請局に回答させる。 

（資料第 13「大田区防災船着場一覧」P149） 

 

３ ヘリコプター等の確保 

(1) 調達 

機 関 名 実 施 内 容 

都 港 湾 局 ○ 都各局が必要とするヘリコプター等について、防災本

部の指令を受け、調布空港協議会及び東京へリポート協

議会との協定に基づき、調達する。 

都 保 健 医 療 局 ○ 傷病者、医療従事者、医薬品、医療資器材、食料品、

飲料水等の搬送、その他人員物資等の搬送業務に必要な

ヘリコプター等は、日本救急医療財団との協定に基づ

き、同財団が別途協定を締結した航空会社から調達す

る。 

 

(2) 配分及び離着陸 

機 関 名 実 施 内 容 

都 港 湾 局 ○ 都港湾局は、都保健医療局分以外の調達したヘリコプ

ター数を防災本部に報告する。 

○ 都港湾局は、防災本部の指示に基づき、都各局に対し

て適宜、配分する。 

防 災 本 部 ○ 防災本部は、都保健医療局分以外の各局の用途別必要

数を都港湾局に通知するとともに、都各局への配分を指

示する。 

都 各 局 ○ 都各局は、東京都ヘリポート又は東京都調布飛行場を

使用するときは、都港湾局へ施設の使用を申請する。 

また、他の施設を利用するときは、防災本部の指示に

基づき使用する。 
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第９章 応援協力・派遣要請 

特別防災区域において災害が発生した場合、各防災機関はあらかじめ定めた

所掌事務又は業務に従って応急対策を実施するが、必要に応じて他の機関に協

力を求めるなどして、災害対策の円滑な実施を期する必要がある。 

 

第１節 応援協力 

 

１ 特定事業所の応援協力 

(1) 特定事業所とその他の事業所との相互応援 

特定事業所は、当該区域に係る災害の発生時に、地域と一体的な防災活動

を行うため、あらかじめ、その他の事業所との相互応援体制を確立しておか

なければならない。 

(2) 民間協力 

特別防災区域に係る災害時において、消火用資機材の貸与等につき当該区

域外に所在する事業所の協力を必要とする場合がある。 

現在締結されている危険物施設関係事業所の相互応援協定のうち特別防

災区域の災害に関連するものとしては、東京危険物災害相互応援協議会の相

互応援協定がある。 

東京危険物災害相互応援協議会は、都内に大規模危険物施設等を有する事

業所により構成され、災害が発生し、又は災害が発生するおそれのある会員

事業所に対し、その他の会員事業所が備蓄する防災資機材等を提供する協定

を結んでいる。 

（資料第 14「東京危険物災害相互応援協議会による協定に基づく防災機

材等」P149） 

 

２ 防災関係機関の応援協力 

(1) 区の応援協力 

○ 被災区長は、知事に応援又は応援のあっせんを求めるなどして災害対策

に万全を期することとする。この場合において、応援を求められ、又は災

害応急対策の実施を要請された知事は、正当な理由がない限り、応援又は

災害応急対策の実施を拒んではならない。 

○ 知事は、災害を受けた区が応急対策を円滑に実施できるようにするため、

他の区市町村に対し応援すべきことを指示し、又は防災機関の応援をあっ

せんする。 

○ 区長が知事に応援又は応援のあっせんを求める場合、都総務局(総合防

災部)に対し、次に掲げる事項についてまず口頭、電話等をもって要請し、

後日文書により改めて処理する。 
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・ 災害の状況及び応援を求める理由(災害の情況及びあっせんを求める

場合はその理由) 

・ 応援を希望する機関名 

・ 応援を希望する人員、物資、資材、機械、器具等の品名及び数量 

・ 応援を必要とする場所、期間 

・ 応援を必要とする活動内容 

・ その他必要な事項 

(2) その他の防災機関の応援協力 

ア 防災機関の応援要請 

○ 防災機関の長又は代表者は、都に対し災害応急対策の実施を要請し若

しくは応援を求めようとするとき、又は区市町村若しくは他の防災機関

等の応援のあっせんを依頼しようとするときは、都総務局(総合防災部)

に対し、次に掲げる事項についてまず口頭、電話等をもって要請し、後

日文書により改めて処理する。 

・ 災害の状況及び応援を求める理由(災害の情況及びあっせんを求め

る場合はその理由) 

・ 応援を希望する機関名 

・ 応援を希望する人員、物資、資材、機械、器具等の品名及び数量 

・ 応援を必要とする場所、期間 

・ 応援を必要とする活動内容 

・ その他必要な事項 

○ 災害時において、他の機関の円滑な協力が得られるよう、都において

は、日赤東京都支部、都医師会等と協定を締結し、又は事前協議を整え、

協力態勢を確立している。 

○ 各機関は、他の機関から応援を求められた場合は、自らの災害応急対

策の実施に支障のない限り、協力又は便宜を供与する。 

・ 各機関の協力業務の内容は、第１部第３章（防災関係機関、特定事

業所及びその他事業所の処理すべき事務又は業務の大綱）に定める範

囲とし、協力方法は各計画に定めるところによる。 

・ 各機関相互の協力が円滑に行われるよう、必要に応じ事前に協議を

整える。 

・ 都総務局は、各機関の間にあって相互協力のあっせんをする。 

○ 東京海上保安部と日赤東京都支部とは、昭和 41年 10月、救護班の派

遣、り災者用救助物資の輸送等災害時の救護活動について協定を締結し、

締結した協定に基づき活動を実施する。 

イ 消防に関する相互応援等 

名 称 内   容 

消防相互応援協定 消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第 39 条に基づき、

隣接市町等との間において、隣接する地域の火災や大規模



 

102 

 

名 称 内   容 

災害等による被害を最小限に防止することを目的とし、消

防相互応援協定を締結している。（資料第 15「東京湾消防

相互応援協定」P150） 

東京海上保安部と 
東 京 消 防 庁 と の 
業 務 協 定 

京浜港東京区全水域における消火活動及び火災予防の

活動を円滑に実施するため、東京消防庁と東京海上保安部

との間において、業務協定を締結している。 

 

ウ 流出油防除に関する相互協力 

名称 内   容 

排 出 油 等 防 除 

協 議 会 

東京海上保安部は、関係自治体及び関係機関とともに、

東京港の海域において大量の油又は有害液体物質の排出

事故が発生した場合に備え、排出油等防除協議会を組織

し、災害発生時には排出油等の防除活動について必要な事

項を協議し、かつ、その実施を推進する。 

 東京湾では、各海域に組織された排出油等防除協議会、

関係自治体、その他の関係機関で組織する東京湾排出油等

防除協議会が各排出油等防除協議会の活動の総合調整を

行う。 

東 京 港 安 全 汚 染 

防 止 対 策 協 議 会 

 都港湾局、関係官公庁及び民間団体等 21 機関が、東京

港における船舶の航行安全、災害防止等に関する事項を協

議し、その対策を推進することを目的として昭和 50 年６

月に設置した。 

 

エ 医療救護活動に関する相互協力等 

名称 内   容 

東京海上保安部と 

日 赤 東 京 都 支 部 

と の 協 定 

昭和 41年 10月、救護班の派遣、り災者用救援物資の輸

送等、災害時の救護活動について協定を締結している。 

災害救助又はその

応援の実施に関す

る 業 務 委 託 契 約 

この契約は、災害救助法第 32 条の規定に基づき、医療

等についての委託業務の範囲、費用の負担等について定め

ているものである。 

災害時の医療救護

活 動 に つ い て の 

協 定 

この協定は、東京都地域防災計画に基づき、都が行う医

療救護活動に対する都医師会の協力に関し、必要な事項を

定めているものである。 

 

オ 都と他の地方公共団体等との広域的な協力 

名称 内   容 

全国都道府県にお

ける災害時の広域

応援に関する協定 

被災地における救援・救護・災害応急・復旧・復興対策に

係る人的・物的支援、施設若しくは業務提供又はそれらのあ

っせん、ブロックによる連絡調整等 
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名称 内   容 

震災時等の相互 

応援に関する協定 

物資等の提供及びあっせん、職員の派遣、施設又は業務

の提供及びあっ旋、応援の自主出動、応援拠点都県の設置、

資料の交換、連絡会議の設置、応援経費の負担等 

九都県市災害時相

互応援等に関する 

協 定 

物資等の提供及びあっせん並びに人員の派遣、医療機関

への被災傷病者等の受入れ及びあっせん、被災児童・生徒

の教育機関への受入れ及びあっせん、火葬場及びし尿等処

理施設の提供及びあっせん、応援の自主出動、応援調整都

県市の設置、現地連絡本部の設置等 

関西広域連合と九

都県市との災害時

の相互応援に関す

る協定 

職員の派遣、食料・飲料水及び生活必需品の提供、資機

材の提供、避難者及び傷病者の受入れ、車両・ヘリコプター・

船舶等の輸送手段の確保、医療支援、その他被災した構成

都府県市が要請した措置等 

２１大都市災害時相

互応援に関する協

定 

食料、飲料水及び生活必需物資の提供、被災者の救出、

応急復旧時等に必要な資器材及び物資の提供救援及び救

助活動に必要な車両及び舟艇等の提供、医療系職、技術系

職、技能系職等職員の派遣、自主出動 

 

第２節 派遣要請 

 

１ 自衛隊への災害派遣要請 

○ 知事は、災害が発生し、人命又は財産の保護のために必要があると認めた

場合、若しくは区から災害派遣要請の要求があった場合は、自衛隊に対し災

害派遣を要請する。 

○ 事態の推移に応じ、要請しないと決定した場合は、直ちにその旨を連絡す

る。 

(1) 災害派遣の範囲 

自衛隊の災害派遣には災害の様相等に対応して、次のような方法がある。 

○ 知事の要請による災害派遣 

・ 災害が発生し、知事が人命又は財産の保護のため必要があると認めて

自衛隊に災害派遣要請をした結果、派遣される場合 

・ 災害に際し、被害がまさに発生しようとしている場合で、知事が予防

のため自衛隊に災害派遣要請をした結果、派遣される場合 

・ 災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合で、区長が応急

措置を実施するため必要があると認めて、知事に対して災害派遣を要請

するよう求め、これを受けて知事が自衛隊に災害派遣要請をした結果、

派遣される場合 

○ 知事が要請するいとまがない場合における災害派遣 

・ 災害に際し、通信の途絶等により、知事との連絡が不能である場合に、
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区長又は警察署長その他これに準ずる官公署の長から災害に関する通

報を受け、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合 

・ 災害に際し、通信の途絶等により、知事との連絡が不能である場合に、

部隊による収集その他の方法により入手した情報から、直ちに救援の措

置をとる必要があると認められる場合 

・ 災害に際し、関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、

自衛隊が情報収集を行う必要があると認められる場合 

・ 災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確な場合に、当該救援

活動が人命救助に関するものであると認められる場合 

・ 災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、知事からの災害派遣

要請を待ついとまがないと認められる場合 

・ 庁舎・営舎その他の防衛省の施設又はこれらの近傍に災害が発生し、

自衛隊が自主的に派遣する場合 

(2) 災害派遣要請の手続等 

○ 知事は、次に掲げる事項を明らかにした文書をもって要請する。ただし、

緊急を要する場合には、口頭又は電話をもって要請し、事後速やかに文書

を送達する。 

・ 災害の情況及び派遣を要請する事由 

・ 派遣を希望する期間 

・ 派遣を希望する区域及び活動内容 

・ その他参考となるべき事項 

○ 区長は、当該区の地域に災害が発生し、知事に災害派遣の要請ができな

い場合には、直接関係部隊に通報する。この場合、速やかに知事に通知す

る。 

○ 災害派遣の対象となる事態が発生し、防災関係機関の長(東京海上保安

部長及び東京空港事務所長を除く。)が自衛隊の災害派遣を依頼しようと

するときは、上記に掲げる事項を明らかにし、電話又は口頭をもって都総

務局(総合防災部防災対策課)に依頼する。 

○ 緊急避難、人命救助の場合で事態が急迫し、知事に要請するいとまがな

い場合は、直接関係部隊等に通報するものとし、事後所定の手続を速やか

に行う。 

○ 知事の派遣要請又は自衛隊の自主的決定により、部隊を派遣した場合は、

速やかに知事に派遣部隊の指揮官の官職・氏名その他必要事項を通知する。 

(3) 自衛隊との連絡 

○ 都総務局及び自衛隊は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

は、各種情報を迅速、的確に把握し、相互に絶えず情報の交換をする。 

○ 都総務局は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、陸上自

衛隊第１師団司令部、海上自衛隊横須賀地方総監部、航空自衛隊作戦シス

テム運用隊本部に対し、都への連絡班(員)の派遣を要請する。 
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○ 都は自衛隊の要求により、自衛隊の主要な活動地区へ都の連絡班を派遣

し、派遣要請等の接受及び資器材等の迅速な措置がなされるようにする。 

(4) 災害派遣部隊の受入れ体制 

○ 知事及び各防災機関の長は、自衛隊の活動が他の機関と競合重複しない

よう重点的・的確・効率的な作業分担となるよう配慮する。 

○ 各防災機関の長は、いかなる状況において、どのような分野(救助、救

急、応急医療、緊急輸送等)について、派遣要請を行うのか、平常時より

計画しておくとともに、必要な資器材を準備し、また、施設の使用に際し

て管理者の了解を得る。 

○ 救助・救急部隊が使用する重機類等に不足が生じる場合は、都総務局は

解体業者等の協力を得て、確保に努める。 

○ 知事及び各防災機関の長は、派遣された部隊が効率的かつ円滑に活動が

できるよう、自衛隊の活動拠点、ヘリポート、宿舎等必要な設備について、

その候補地を平素から計画しておくとともに、災害時には、速やかにその

施設等の被害状況、使用の可否を確認し、区等関係機関と協議の上、使用

調整を実施し部隊に通報する。 

(5) 災害派遣部隊の撤収要請を行う場合の協議 

○ 知事は災害派遣部隊の撤収要請を行う場合は、民心の安定、民生の復興

に支障がないよう各機関の長及び派遣部隊の長並びに自衛隊連絡班と協

議して行う。 

（経費の負担） 

○ 自衛隊の救援活動に要した次に列挙する経費は、原則として派遣を受け

た機関が負担するものとし、２以上の地域にわたって活動した場合の負担

割合は、関係機関が協議して定める。 

○ これによりがたい場合には、知事は、陸上自衛隊第１師団長又は海上自

衛隊横須賀地方総監、航空自衛隊防空システム運用隊等と協定を締結する。 

・ 派遣部隊が救援活動を実施するため必要な資器材(自衛隊装備品を除

く。)等の購入費、借上料及び修繕費 

・ 派遣部隊の宿営に必要な土地、建物、岸壁、曳船等の使用及び借上料 

・ 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱水費・電話料等 

・ 天幕等の管理換に伴う修理費 

・ その他救援活動の実施に要する経費で、負担区分に疑義がある場合は、

自衛隊と派遣を受けた機関が協議する。 
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【災害派遣部隊の活動内容】 

区 分 活 動 内 容 

都 の 域 内 を 

担 当 す る 組 織 

○ 陸上自衛隊 第１師団司令部 

なお、災害の規模が甚大で、第１師団のみでは対応で

きない場合には、東部方面総監部が担当する。 

○ 海上自衛隊 横須賀地方総監部 

○ 航空自衛隊 作戦システム運用隊本部 

被 害 状 況 の 

把 握 

○ 車両、航空機等の手段によって情報収集活動を行い、

被害の状況を把握する。 

避 難 の 援 助 

○ 避難命令等が発令され、避難、立ち退き等が行われる

場合で必要があるときは、避難者の誘導、輸送等を行い、

避難を援助する。 

避 難 者 等 の 

捜 索 援 助 

○ 行方不明者、負傷者等が発生した場合は、通常他の救

援活動に優先して捜索活動を行う。 

水 防 活 動 
○ 堤防、護岸等の決壊に対しては、土のうの作成、運搬、

積み込み等の水防活動を行う。 

消 防 活 動 

○ 火災に対しては、利用可能な消防車その他の防火用具

(空中消火が必要な場合は航空機)をもって、消防機関に

協力して消火に当たる(消火薬剤等は、通常関係機関の提

供するものを使用)。 

道路又は水路の 

障 害 物 除 去 

○ 道路若しくは水路が損壊し、又は障害がある場合は、

それらの障害物除去に当たる。 

応 急 医 療 、 

救 護 及 び 防 疫 

○ 被災者に対し、応急医療、救護及び防疫を行う(薬剤等

は、通常関係機関の提供するものを使用)。 

人員及び物資の 

緊 急 輸 送 

○ 緊急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び救援

物資の緊急輸送を実施する。この場合において航空機に

よる輸送は、特に緊急を要すると認められるものについ

て行う。 

被災者生活支援 
○ 被災者に対し、炊飯、給水、入浴、宿泊等の支援を実

施する。 

救 援 物 資 の 

無 償 貸 付 

又 は 譲 与 

○ 防衛省所管に属する物品の無償貸付、譲与等に関する

省令（昭和 33年総理府令第 1号）に基づき、被災者に対

し、救援物資を無償貸付又は譲与する。 

危 険 物 の 保 安 

及 び 除 去 

○ 能力上可能なものについて火薬類、爆発物、有毒ガス

等危険物の保安措置及び除去を実施する。 

そ の 他 臨 機 の 

措 置 等 

○ その他、自衛隊の能力で対処可能なものについては、

臨機に所要の措置をとる。 

○ 災害対策基本法第 63 条第３項、第 64 条第８項から第

10 項まで及び第 65 条第３項に基づき、区市町村長、警

察官又は海上保安官がその場にいない場合に限り、自衛

隊は区市町村長に代わって警戒区域の設定等の必要な措

置をとる。 
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第５部 応急・復旧対策 
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第 1章 公共施設等の応急・復旧対策 

特別防災区域に係る災害により公共施設等が被害を受けた場合、災害の様態

に応じて、東京都地域防災計画震災編、風水害編及び大規模事故編に定める応

急復旧対策を講ずるものとする。 

各施設の管理者は速やかに復旧事業計画を策定し、公共の安全確保上緊急な

対策が必要な施設について、速やかに復旧を行うものとする。 

なお、復旧に当たっては他の機関等が行う復旧計画との調整を図るとともに、

単なる原型の復旧にとどまらず再度の被害を防止するため、施設の改良等必要

な措置を講ずるものとする。 
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資料第２ 危険物とう載船の専用岸壁（東京海上保安部） 

（本文８頁） 
（令和 5 年 7 月現在） 

岸壁名称 
最 大 

使 用 範 囲 

貯 蔵 タ ン ク 
備 考 

危 険 物 重 油 

三愛オブリ（株）

給 油 施 設 桟 橋 
4,289 G/T ジェット燃料 

9,800kL × 4 

9,300kL × 1 

8,000kL × 5 

 

大 田 区 

羽田空港３-７ 

03-5757-0321 

 

 

 

資料第３ 三愛オブリ株式会社航空事業部 荷役船舶等（三愛オブリ㈱） 

（本文８頁） 

１．最大荷役船舶 

最大荷役船舶（設計、申請上） 
載貨重量(DWT) 主な積載品目 

4,999 ジェット燃料（JET A-1） 

 
２．主に利用される荷役船舶 

船級 
総トン数 

(G/T) 

載貨容積 

(㎥) 

載貨重量 

(DWT) 
主な積載品目 備考 

NK 3,906 6,499.986 4,999 ジェット燃料（JET A-1） 5,000ｋL クラス 

NK 2,557 4,249.992 3,819 ジェット燃料（JET A-1） 4,000ｋL クラス 

NK 1,960 3,749.772 3,306 ジェット燃料（JET A-1） 3,000ｋL クラス 

JG 749 2,192.940 1,903 ジェット燃料（JET A-1） 2,000ｋL クラス 
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消 防 特 第 ２ ２ １ 号 

平成２６年１０月２３日 

各都道府県消防防災主管部長 

東京消防庁・各指定都市消防長 

消防庁特殊災害室長

「防災規程及び共同防災規程の作成指針と概説等について」

の一部改正について（通知）

特定事業所が作成する防災規程及び共同防災規程については、「防災規程及び共同防災規程の

作成指針と概説等について」（平成 19 年 3 月 20 日付け消防特第 34 号、以下「第 34 号通知」と

いう。）を参考とし指導いただいているところです。 

今般、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正

する省令（平成 26 年総務省令第 79 号）が平成 26 年 10 月 14 日に公布され、災害の現場におい

て市町村長（特別区の存する区域においては、都知事。）又はその委任を受けた市町村（特別区

の存する区域においては、都。）の職員から特定事業所の事業実施の統括管理者に対し要求があ

った場合における情報提供が適切に行われるための体制に関することが、防災規程に定めなけれ

ばならない事項として新たに追加されたことにより、下記のとおり第 34 号通知の一部を修正し

ました。 

また、併せて、「特定防災施設等及び防災資機材等に係る地震対策及び津波対策の推進につい

て」（平成 24 年 3 月 30 日付け消防特第63 号）や「異常現象の発生時における迅速な通報の確保

について」（平成 24 年 3 月 30 日付け消防特第 62 号」等、第 34 号通知以降に発出した通知等（以

下「既発の通知等」という。）を踏まえた見直しを行いました。 

各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴都道府県内の市町村（消防の事務を処理す

る一部事務組合等を含む。）に対しても、この旨周知していただきますようお願いします。 

なお、本通知は、消防組織法（昭和 22年法律第 226 号）第 37 条の規定に基づく助言として発

出するものであることを申し添えます。 

記 

１ 今般の省令改正により防災規程に定めなければならない事項として新たに追加された事項

について 

災害の現場において市町村長（特別区の存する区域においては、都知事。）又はその委任を

受けた市町村（特別区の存する区域においては、都。）の職員から特定事業所の事業実施の統

括管理者に対し要求があった場合における情報提供が適切に行われるための体制に関するこ

とについて、「防災規程作成指針及び概説（大容量泡放射システムを自衛防災組織に備え付け

る場合）」及び「防災規程作成指針及び概説」に新たに「第８章 災害の現場における情報提

供」を追加したこと（別紙１及び別紙３）。 

殿
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２ 既発の通知等を踏まえた見直しについて 

（１）特定防災施設等及び防災資機材等の地震対策、津波対策の推進について

「特定防災施設等及び防災資機材等に係る地震対策及び津波対策の推進について」（平成

24 年 3 月 30 日付け消防特第 63 号）等に規定する特定防災施設等及び防災資機材等の応急

対策等に関することについて、「防災規程作成指針及び概説（大容量泡放射システムを自衛

防災組織に備え付ける場合）」、「共同防災規程作成指針及び概説（大容量泡放射システムを

備え付けるために設置した共同防災組織の場合）」、「防災規程作成指針及び概説」及び「共

同防災規程作成指針及び概説」の「第４章 防災のための施設、設備、資機材等の整備」

に、新たに追加したこと（別紙１、別紙２、別紙３及び別紙４）。 

（２）異常現象の発生時における迅速な通報の確保等について

「異常現象の発生時における迅速な通報の確保について」（平成 24 年 3 月 30 日付け消防

特第 62 号）に規定する異常現象の迅速な通報確保の方策を踏まえ、「防災規程作成指針及

び概説（大容量泡放射システムを自衛防災組織に備え付ける場合）」及び「防災規程作成指

針及び概説」の「第７章 異常現象に対する措置」の内容の見直しを行ったこと（別紙１

及び別紙３）。 

（３）南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の改正等に伴う文言の修

正について 

東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律

（平成 25 年法律第 87 号）の施行により「東南海・南海地震」が「南海トラフ地震」に改

められたこと等を踏まえ、「防災規程作成指針及び概説（大容量泡放射システムを自衛防災

組織に備え付ける場合）」及び「防災規程作成指針及び概説」の文言の修正等を行ったこと

（別紙１及び別紙３）。 

【問い合わせ先】 

消防庁特殊災害室  宮崎、瀧下 

電話 03-5253-7528（直通）、Fax 03-5253-7538 
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自衛防災組織等の防災要員のための 

標準的な教育テキスト

（抜粋） 

平成 30 年３月 

自衛防災組織等の教育・研修のあり方調査検討会 
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第３章 防災活動

【章の到達目標】 

災害における注意点及び安全な防災活動について説明できる。

・第１節 火災の防災活動（各火災共通事項）

【節の到達目標】 

・防災活動の流れと基本的な事項を理解する。

【ポイント】 

・防災活動の流れを理解する。（図３－１－１）

・異常現象の範囲と通報について説明できる。

・重要事項を整理して、消防機関へ的確に情報提供する。

・車両の部署位置は、発災場所の風上又は風横に部署する。

・現場指揮本部は、二次災害等の影響がない安全な場所に設置する。

・指揮系統について説明できる。

・消火活動スペースの確保及び二次災害防止のため、警戒区域を設定する。 
・放射熱対策を理解する。

・防火服の耐熱性等の効果と限界を理解する。

・第２節 タンク火災の防災活動

【節の到達目標】 

・屋外貯蔵タンクの火災における基本的な防災活動を理解する。

【ポイント】 

・直ちに受入れを停止、防油堤の水抜き弁等の閉止を確認

・タンクの冷却方法を理解する。

・固定泡消火設備及び消防用自動車による消火活動を理解する。

・異なる種類の泡消火薬剤は、混ぜて使用しない。

・大容量泡放射システムの出場を要請するタイミング

・第３節 プラント火災の防災活動

【節の到達目標】 

・製造施設等の火災における基本的な防災活動を理解する。

【ポイント】 

・発災施設への危険物等の供給及び流入を停止する。

・二次的影響を確認した後、プラント及び周辺施設を緊急停止する。

・安全確保に必要な用役施設（第５章第１節参照）の緊急停止は行わない。 
・消火による二次災害の恐れがある場合は、燃焼の制御を行い消火の是非

を検討する。

・防災資機材の集結と消火設備等の作動を理解する。
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・第４節 高圧ガス火災の防災活動

【節の到達目標】 

・高圧ガス設備の火災における基本的な防災活動を理解する。

【ポイント】 

・高圧ガスが漏えいし燃焼しているタンク等には、消火放水は行わず、周

囲のタンクや設備に冷却散水を行う。

・周辺への延焼危険を排除し、火災を制御した状態で自然に鎮火するまで

燃やしきる。

・漏えい箇所へのガス供給を停止できる場合は、停止した後、消火する。

・酸素又は発火源がなくとも燃焼するガスを理解する。

・第５節 防災関係機関等との連携

【節の到達目標】 

・現場指揮本部、対策本部、防災本部及び防災関係機関等の役割と、連携

して行う防災活動（図３－５－１参照）を理解する。

【ポイント】 

・現場指揮本部は、できるだけ早期に現場活動が把握できる安全な場所に

設置する。

・公設消防隊は,現場指揮本部に隣接して現場指揮所を設置する。

・対策本部は、特定事業所の事務所等に設置し、現場指揮本部と連携を図

りながら情報を共有する。

・石油コンビナート等防災本部は、道府県が常置して、総合調整を行う。

・防災本部の本部長（知事）は、石油コンビナート等防災計画の定めると

ころにより、石油コンビナート等現地防災本部を設置することができ

る。

・第６節 大容量泡放射システムの運用

【節の到達目標】 

・大容量泡放射システムの放水能力及び運用方法を理解する。

【ポイント】 

・システムは、全国 12 箇所に設置されている。

・システムは、大型浮き屋根式屋外タンクの全面火災の消火に活用する。

・システムの配備対象は、直径 34ｍ以上の浮き屋根式屋外タンク。

・タンク全面火災の危険が生じた時点でシステムの出動準備を要請する。

・システム到着に向けた事前措置（大容量泡放水砲等のシステムの設置位

置、泡消火薬剤の供給ルート等の確保）を理解する。
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【第３章 防災活動】

第１節 火災時の防災活動（各火災共通事項） 

１ 出火（異常現象の発生）から始まる防災活動の流れについて 

事業所の勤務者は、火災が発生したときは、公設消防隊が火災の現場に到着

するまで消火若しくは延焼の防止又は人命の救助を行う義務（応急消火義務）

があります。（消防法第 25 条）また、製造所等で危険物の流出その他の事故が

発生したときは、製造所等の所有者、管理者又は占有者は直ちに、引き続く危

険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去その他災害の発生の防止の

ための措置を講じる義務（応急措置義務）があります。（消防法第 16 条の３） 

こうした消防法に基づく応急消火及び応急措置が行われる中で、防災管理者

は、出火、石油等の漏えいその他の異常な現象（以下「異常現象」という。）

の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、消防署等に通

報する義務があります。（石災法第 23条） 

自衛防災組織の最初の活動は、早期に現場の状況を確認しつつ、直ちに、消

防機関へ通報して状況を連絡し、人命救助を最優先とした防災活動を行うこと

です。（図３－１－１）

図３－１－１ 防災活動の流れ 
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【第３章 防災活動】

異常現象の通報は、災害の拡大の防止を図る上で極めて重要な応急措置です。

異常現象の範囲、防災規程の整備等に関して以下の通知があります。 

（１）異常現象の範囲に関して、出火、爆発、漏えい、破損及び暴走反応等に

分けて明示し、又、特定事業所は防災規程に定めることと通知しています。 

（昭和 59 年７月13 日消防地第 158 号地域防災課長通知、平成 24 年３月 30

日消防特第 62号特殊災害室長通知参照） 

ア 出火 消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施

設等の利用を必要とするもの 

イ 爆発 化学的変化又は物理的変化により発生した爆発現象で施設等の破

損が伴うもの 

ウ 漏えい 危険物、可燃性固体類、可燃性液体類、高圧ガス、可燃性ガス、

毒物、劇物その他有害な物質の漏えい 

ただし、正常状態への復帰のために行う施設等の正常な作動等によるもの、

軽微な応急措置により漏えいが直ちに停止して、範囲が当該事業所内に留ま

り、少量（数リットル程度の液体の危険物）の、保安上の措置を必要としな

い程度のものは除く。 

エ 破損 製造等施設設備の破壊、破裂、損傷等の破損であって、機能の維持、

継続に支障を生じ、直ちに使用停止等緊急の措置を必要とするもの 

ただし、製造等施設設備の正常な作動等又は軽微な応急措置により直ちに、

出火、爆発、漏えいの発生のおそれの無くなったものを除く。 

オ 暴走反応等 製造等施設設備に係る温度、圧力、流量等の異常状態で、通

常の制御装置の作動又は操作によっても制御不能なもの、地盤の液状化等で

あって、直ちに緊急の保安上の措置を必要とするもの 

（２）異常現象の通報に関して、特定事業者の義務（石災法第 20 条の２）であ

る防災業務の実施状況について市町村長等への定期報告の中で、異常現象

の通報の状況についても毎年報告することが定められていること。 

貴道府県にあっては、石災法第 23 条第２項に定める通報体制について改

めて確認するとともに、貴道府県内関係市町村にも、特定事業者における

通報体制の総点検について必要な指導を行い、立入検査の際には現場の体

制等を厳格に確認するなど特段の配慮を求めること。 

（平成 24 年 7 月 13 日消防特第144 号特殊災害室長通知参照） 

（３）市町村長等が行う災害の拡大防止措置と早期の鎮圧並びに二次災害防止

のため、特定事業所からの迅速かつ適切な情報提供は必要不可欠であり、

平成 26 年 10 月に主務省令が改正され、特定事業者はこの情報提供体制を

防災規程に定める義務（石災法第18 条、主務省令第 26 条）があります。 

又、同年同月に防災規程作成指針及び防災規程作成指針の概説が改正され、
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【第３章 防災活動】

「第８章 災害の現場における情報提供」を以下のとおり追加しました。 

（平成 26 年 10月 23 日消防特第221 号特殊災害室長通知参照） 

８章 災害の現場における情報提供 

１ 情報提供の体制 

災害の現場において市町村長又はその委任を受けた市町村の職員（先着消防

隊等）から事業実施の統括管理者に要求があった場合に、迅速かつ適切に情

報提供が行われる体制(手順を含む。)が明確に記載されていること。 

(1) 情報提供担当部署及び情報提供担当者を明確にすること。

(2) 夜間、休日における情報提供担当部署及び情報提供担当者を明確にするこ

と。

(3) 情報提供担当者が不在の場合の代行者を

明確にすること。

(4) 情報提供担当部署及び情報提供担当者に

迅速かつ適切に集約されるよう、事業所内

の連絡体制を構築すること。

２ 情報提供の内容 

 前記体制にて情報提供が必要になると考え 

られる情報をあらかじめ定めておくことが 

望ましい。 

防災規程作成指針 

第８章 災害の現場における情報提供 
１ 略 
２ 情報提供の内容 

災害の現場において、消防隊が応急対策を行うため必要となる情報を事
前に想定して定めておくことが望ましい。応急対策を行うため説明が必要
となる情報としては次のようなものが考えられるが、その事業所の特性に
応じて説明すべき情報を検討する必要がある。 

(1) 要救助者の有無、発災場所の位置や周辺施設の状況

(2) プラントの温度や圧力（通常時、発災時）

(3) 取扱物質や中間生成物の情報

(4) 消防活動上配慮が必要な情報（可燃性物質・毒劇物・放射性物質等の情

報、注水の可否の情報等）

(5) 主な貯蔵取扱施設や防災施設の位置や概要等

(6) 有害物質の漏えいや飛散物質による外部への影響の可能性

消防機関への情報提供の様子 

防災規程作成指針の概説 
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【第３章 防災活動】

２ 情報収集 

異常現象が発生したら直ちに、異常現象の通報に始まる一連の自衛防災組織

の活動に必要な、以下の情報を収集します。 

（１）異常現象の種別（①出火、②爆発、③危険物等の漏えい、④製造等施設

設備の破損、⑤暴走反応等） 

（２）燃焼又は漏えいしている物質の種類

（３）異常現象が発生した施設の名称（同一名称の事業所の敷地が道路等によ

り分割されている場合は、異常現象が発生した施設の明確な位置） 

（４）異常現象が発生した施設の区分（危険物施設、高圧ガス施設又は高危混

在施設等の別） 

（５）異常現象の規模及び態様

（６）死傷者及び要救助者の有無

３ 消防機関へ通報 

  異常現象が発生したら直ちに第１報として通報します。以後、異常現象に

関する新たな情報や詳細な災害内容が判明し次第、第２報、第３報として通

報します。

４ 初期消火 

火災を覚知した場合には、自衛防災組織は、消火器等の消火設備による初期

消火を行います。（第７章第８節参照）

出火の段階で応急的に、消火作業を適切に行うことにより、被害を最小限に

抑えることができます。

５ 出動 

  二次災害防止のため、発災場所への出動経路は風上又は風横からとします。 

６ 部署 

消防用自動車の部署位置は、発災場所の風上又は風横とし、後続の車両等の

通行を考慮します。また、泡消火薬剤の搬送ルートも確保します。 

７ 現場指揮本部と公設消防隊の現場指揮所 

自衛防災組織等は、現場指揮本部を部隊の配置位置、発災場所からの放射熱

や二次的災害が発生した場合の影響等を考慮した位置に設置します。

公設消防隊は、現場指揮所を、現場指揮本部に隣接して設置します。
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【第３章 防災活動】

８ 指揮系統の明確化 

特定事業所で発生した火災では、自衛防災組織、共同防災組織、広域共同防

災組織、公設消防隊等の各組織の消防隊が活動する可能性があります。公設消

防隊が到着するまでの間は防災管理者が部隊指揮を執り、公設消防隊の到着後

は、その指示に基づき、各消防隊が効率的かつ一体的な防災活動を行います。 

９ ガス検知 

呼吸保護具を装着して風上から近づき、ガス検知器等で滞留ガスの有無を確

認します。

10 人員の確認及び人命検索 

発災施設について、請負作業員等を含めた人員の確認を行い、不明者がある

場合は直ちに検索、救助活動を実施します。

11 安全管理 

空気呼吸器、防火服等の個人防護装備及びガス検知器等の必用資機材を装備

し、必要に応じガス検知活動を実施します。また、爆発等の発生の兆候があれ

ば全隊退避する必要があるため、退避時のルートを確認する必要があります。 

12 警戒区域 

  消火活動を行う消防隊の活動場所の確保及び二次災害防止のため、警戒区

域を設定します。設定範囲は、燃焼物質、出火施設等を考慮し決定します。

（１）警戒区域を設定し、関係者以外の立入りを制限します。

（２）警戒区域の範囲の設定については、風向、風速及び火災の延焼状況、二

次災害発生のおそれ等の状況に応じて決定します。 

13 消火準備 

（１）防災資機材を集結します。

（２）消火用屋外給水施設、固定泡消火設備のポンプを起動し、発災施設に到

着後、直ちに消火作業を行える体制を整えます。 

14 活動方針及び消火活動 

燃焼状況及び消防力（設備、消防隊）を考慮し、活動方針を決定します。

大規模地震により公設消防隊の到着が見込めない場合や、防災資機材等が不

足して消火活動が難航する場合等には、出火施設や周囲の冷却により延焼危険

を排除して、制御された状態で自然鎮火するまで燃やす消防戦術も考えます。 
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【第３章 防災活動】

15 車両の進入管理 

（１）緊急車両入口を開門して、到着した公設消防隊、共同防災組織等の消防

隊へ、情報を提供し、現場までの誘導又は地図での案内等を行います。

（２）災害活動を行う消防用自動車等以外の一般車両の入場制限を行います。

16 放射熱対策 

タンク火災等の屋外の長時間の消防活動は、適切な放射熱対策が必要です。 

（１）放射熱の基準値（単位時間に受ける放射熱量の目安）と影響距離

  放射熱による被害の程度は、人体（防護措置の取られていない露出した皮

膚）が単位時間に受ける熱量と暴露時間によって決まります。 

石油コンビナートの防災アセスメント指針(消防庁 2013。以下「アセス指針」

という。)では、液面火災のように長時間継続する可能性がある火災について、

人体に対する基準値として 2.3kW/mP

2
Pを採用することが妥当としています。  

この値は、概ね数十秒間受けることにより痛みを感じる程度の熱量です。 

（２）火災現場の放射熱の影響距離

図３－１－２のグラフは、配管から流出したガソリンの液面が着火し形成し

た、直径２ｍ、高さ３ｍの円筒形火炎の放射熱量を、アセス指針の手法を用い

て求めたもので、他の算定条件は、漏えい口の直径１cm、流出率 0.00025mP

3
P/s、

放射発散度 58kW/mP

２
P、黒煙による低減率 0.9、受熱面の高さ 1.5ｍです。 

このグラフから、算定条件の下で、直径２ｍの液面火災による放射熱が基準

値 2.3kW/mP

2
Pとなる影響距離は約６ｍとなり、この位置では、後述する人体の

暴露時間と放射熱対策に配慮した上で、一定の初期消火活動が可能です。 

図３－１－２ 液面火災の影響距離 
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（３）放射熱による人体の痛み・火傷の被害の程度

コンビナート保安・防災技術指針(高圧ガス保安協会 1974)は、放射熱強度

と被害の目安を以下のとおり示しています。 

ア 人が長時間暴露されても安全な強度は 1.3kW/mP

2
P。 

イ 4.6kW/mP

2
Pでは 10～20 秒で痛みを感じる。 

ウ 8.1kW/mP

2
Pでは 10～20 秒で火傷を負う。 

次に、アセス指針では、液面火災の基準値 2.3kW/mP

2
Pを、接近可能であるが

露出した人体は 60 秒以内に痛みを感じる危険な範囲としています。 

又、ファイヤーボール基準値を 11.6kW/mP

2
Pとし、約 10 秒で火傷を負うとし

ていますが、この値は暴露時間が数秒程度の場合です。 

東日本大震災のタンクの爆発では 20 秒以上継続した事例があります。第２

章第３節５のファイヤーボールの試算は、継続時間を 12 秒としました。 

（４）防災要員の放射熱対策

防災要員の放射熱対策として、防火服などの個人防護装備及び防災要員を防

護する水噴霧放水戦術、水噴霧装置による水幕等、さらには、可搬式放水銃を

配置した後火炎中心からの影響距離を取り、放射熱強度を低下させた位置で活

動する等の対策がありますが、それらの効果と限界の目安を踏まえた活用方法

を習得する必要があります。 

この内の防火服については、消火活動中の消防隊員が急激な熱煙にさらされ

て殉職する事故例を踏まえた耐熱性や遮熱性の他、訓練活動中の消防隊員が熱

中症で倒れる事例を踏まえた快適性、機能性などが求められます。（「ナノテク

消防防火服の要素開発・評価方法の開発」消防庁消防研究センター 消研輯報

62） 

ア 防火服の断熱性能に関して、消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン

（消防庁 2017）が示され、現在は、熱伝達性試験（火炎暴露、放射熱暴露）

が行われています。このガイドラインは、フラッシュオーバーなどの火炎や

放射熱から短時間で退避することを想定した基準です。 

イ 東京消防庁消防技術安全所は、より低い放射熱を長時間受けた場合の、防

火服の遮熱性能が伴う蓄熱作用に関する受熱実験を行い、第２度熱傷を回避

するため、「痛みを感じたら早期に熱環境から退避するとともに、退避後も

防火衣等の離脱、身体の冷却を行う必要がある」と報告しています。 
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第２節 タンク火災の防災活動 

屋外貯蔵タンク（以下本節において「タンク」という。）における火災発生時

には、事故形態に応じて、概ね次の事項に留意して応急措置を実施します。ま

た、公設消防隊の到着後は連携を十分にとって、その指示に基づき（石災法第

25条第１項）、有効な防災活動となるように配意します。なお、以下に掲げるタ

ンク火災に対する応急措置及び防災活動は一例であり、実際の活動はこれに限

るものではありません。自衛防災組織が行う応急措置及び防災活動は、安全管

理を第一にして、災害の状況に応じた対応が必要です。

１ 受入の停止 

  受入中の場合には、受入を直ちに停止します。 

２ 防油堤の水抜き弁等の閉止確認 

タンクからの危険物等の漏えいに備えて、防油堤の水抜き弁及び流出油防止

堤に設けられた水門、仕切り弁等の遮断装置が閉止されていることを確認しま

す。 

３ 出火タンクの危険物を他のタンク等へ移送する場合の注意事項 

（１）出火タンクの危険物を他のタンク等へ移送する場合に、油面の降下に伴

う空気の流入等により火勢が強まる等、消火活動の妨げとなる要因に配意

して対応します。 

（２）原油や重油の場合に、移送により、高温の重質層とタンク底部に溜まる

水分との接触を早め、ボイルオーバーの発生が早まる可能性が生じるため

注意します。 

４ タンクの冷却 

出火タンクが長時間燃焼することにより、タンク側板の座屈危険が生じ、ま

た、内容物が高温となり放射された消火泡が破壊されやすくなり、さらに、原

油や重油の場合にはボイルオーバーを起こす危険性があるため、タンク側板部

に放水し冷却します。 

（１）消防用自動車等による冷却放水は、タンク内に放水することのないよう

注意して、可能な限り側板の頂部に実施します。 

（２）出火タンクに隣接するタンクは、側板の塗装に放射熱による変色がある

場合には、直ちに冷却放水し、その他のタンクは、必要に応じて側板への
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放水等により蒸気発生状況を確認し、放射熱の影響を受ける部分を冷却し

ます。 

（３）出火タンクは、冷却してもボイルオーバーやスロップオーバーの危険性

が無くなるわけではありません。タンク側板の示温塗料の観察、熱画像装

置等の活用による高温重質層の位置の確認を行う等、危険予知体制の維持

が必要です。 

５ 固定泡消火設備及び消防用自動車による消火活動 

タンクに設けられている固定泡消火設備及び自衛防災組織に配備された消

防用自動車により消火活動に当たる場合には、次の点に留意します。 

（１）合成界面活性剤泡消火薬剤は、耐火性、耐熱性に乏しく消火が期待でき

ず、他の泡消火剤の消火効果を減衰させることから、固定泡消火設備には

使われません。また、タンク火災の消火活動には使用しないようにします。 

（２）リング部分の火災を消火するために固定泡消火設備を作動させる際、バ

ブルの誤操作を防止するため、バルブ操作者以外の者による確認を実施し

ます。 

（３）消火活動は、風上から行い、やむを得ない場合は風横から行います。

（４）地震に起因する浮き屋根上部に流出した危険物の火災などで消防力が不

足する場合は、リング部分の危険物を泡消火剤で覆うために固定泡消火設

備を作動させるほか、消防用自動車による個別的な泡放射は行わず、周辺

への延焼阻止及びタンクの冷却を重点活動とし、公設消防隊等の消防力が

到着した後、泡放射態勢を整えて、一斉に泡放射を実施します。 

（５）消防用自動車は、後続の車両の通行を考慮して部署します。

（６）消火用屋外給水施設等の消火栓から取水する場合には、消火栓の取水能

力を確認し、考慮します。 

（７）貯水槽等の有限水利から取水する場合には、水量不足の事態に備えた、

海、河川等からの取水も考慮します。 

（８）火面が消防用自動車による泡放射の射程内に入らない等の状況が生じた

場合には、可搬式泡放水砲や可搬式放水銃を積極的に活用します。 

（９） 長時間の泡放射に備え、泡消火薬剤を継続的に補給する態勢を整えます。 

（10）泡消火薬剤が不足した場合など、異なる種類の泡消火薬剤を使用する消

防用自動車が連携して同一の出火タンクに泡放射を行う場合には、それぞ

れの泡消火剤が、出火タンクの危険物に対して消火能力があるのかどうか、

また、異なる種類の泡消火剤の同時使用により消火効果が減衰しないのか

どうかについて、留意する必要があります。 

また、異なる泡消火薬剤を混合することは、化学変化が生じて泡消火剤の
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形成能力を無くすため、絶対に行ってはいけません。配管内で固化して消防

用自動車を故障させる場合もあります。 

６ 大容量泡放射システムによる消火活動 

浮き屋根式屋外貯蔵タンクの全面火災が発生又は発生のおそれがある場合

には速やかに、消防機関を通じて災害対策本部に報告するとともに、広域共同

防災組織等に対して大容量泡放射システムの出場を要請します。 

なお、大容量泡放射システムは、本章第６節で説明するとおり、直径が 34

ｍ未満のタンクのみがある特定事業所には、配備が義務付けられていないため、

当該特定事業所には大容量泡放水砲用屋外給水施設（第６章第２節参照）は設

置されていません。このため、日頃から利用可能な水利の有無を把握し、出場

要請の可否について個別に判断しておく必要があります。 

また、石災法第 24 条第２項で、発災事業所が所在する特別防災区域の他の

特定事業者は、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、発災事業

所における災害の拡大の防止に協力しなければならないとしています。 

７ 防油堤内の排水 

活動中、防油堤内に消火残水及び冷却水が滞水した場合には、適宜、防油堤

外に排水します。 

８ 制御した状態の下における燃焼 

大規模地震時などで公設消防隊の到着が見込めない場合や、防災資機材が不

足して消火活動が難航する場合等には、発災箇所だけで被害を留めることを念

頭に置いて、周辺への延焼危険を排除しておき、制御した状態で自然鎮火する

まで燃やしてしまうという戦術も検討します。 

この場合に、出火タンクからのボイルオーバーやスロップオーバーの危険性

を排除するための冷却活動及び隣接するタンク等に対する冷却活動、内容物の

移送等に配意する必要があります。 
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資料第６ 東京消防庁の防災資機材等（東京消防庁） 

（本文 51 頁） 

（令和５年４月１日現在） 

区分 台数等 

消防吏員 18,262 人 

消防車両 

大型化学消防車 6 台 

大型高所放水車 2 台 

泡原液搬送車 1 台 

大型化学高所放水車 2 台 

化学消防車 

（大型化学消防車を除く） 
42 台 

普通消防車 489 台 

梯子車 86 台 

救助車 30 台 

救急車 271 台 

消防艇 8 隻 

ヘリコプター 8 機 

可搬式放水銃 
可搬式放水銃 463 台 

泡放水砲 69 台 

呼吸器 
空気呼吸器 3,405 台 

酸素呼吸器 170 台 

耐熱服 300 着 

消火薬剤 

（３％） 

水成膜泡系泡剤 2.4ｋL 

ふっ化たん白系泡剤 156.6ｋL 

合成界面活性系泡剤 44.2ｋL 

オイルフェンス 1,060ｍ 

油処理剤 
粒状 4,570 袋 

マット状 15,960 枚 

可燃性ガス測定器 373 台 
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資料第７ 東京海上保安部の防除資材等常備状況表(東京海上保安部)  

（本文 51 頁） 
（令和5年7月現在） 

会社等機関名 所 在 地 
防 除 資 材 

オイルフェンス 
（ｍ） 

油 処 理 剤 
（Ｌ） 

油 吸 着 材 
（ｋｇ） 

東京海上保安部 江東区青海2-7-11 200 800 200 

 

 

資料第８ 東京都の防災資機材等（都港湾局、都建設局） 
（本文51頁） 

（令和５年７月現在） 

区分 

船  艇 オイルフェンス 

（ｍ） 
オイルフェンス 
展 張 船 （ 隻 ） 

巡監視艇巡視船（艇）
（隻） 

東 京 都 港 湾 局 
東 京 港 管 理 事 務 所 

1 5 2,220 

東 京 都 港 湾 局 
東 京 港 建 設 事 務 所 

 7  

東 京 都 建 設 局 
第 二 建 設 事 務 所 

  770 

 

 

資料第９ 東京空港事務所の防災資機材等（東京空港事務所） 
（本文51頁） 

（令和 5 年 4 月 1日現在） 

区  分 台数等 

消防職員（委託職員含む） 79 名 

空港用化学消防車（12,500 立級） ２台 

空港用化学消防車（10,500 立級） 4 台 

給 水 車（8,000 立級） １台 

救難照明車 １台 

救急医療搬送車 １台 

空気呼吸器 14 台 

普通防火衣 23 着 

特殊防火衣 28 着 

水性膜消火泡剤 
車載積載量 4,440L 

備 蓄 量 8,405L 

油処理剤 180L 

吸着マット 1100 枚 
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資料第 10 大田区災害対策本部組織図（大田区） 

（本文 60 頁） 

大田区災害対策本部の組織 

 

 区は必要があるときは、災害対策本部（以下「本部」という。）を設置する。本部の組織

は下記のとおりとする。 

災 

対 

各 

部 
 

 

構 

成 

災対企画経営部 

災対総務部 

災対地域力推進部 

災対スポーツ・文化・国際都市部 

災対区民部 

災対産業経済部 

災対福祉部 

災対健康政策部 

災対こども家庭部 

災対まちづくり推進部 

災対都市基盤整備部 

災対環境清掃部 

災対教育総務部 

本 

部 

長 

室 
 

 

構 

成 

本部長（区長） 

副本部長（副区長・教育長） 

危機管理監（危機管理室長） 

【本部員】 

 企画経営部長 

 総務部長 

 地域力推進部長 

スポーツ・文化・国際都市部長 

 区民部長 

 産業経済部長 

 福祉部長 

 健康政策部長 

 こども家庭部長 

 まちづくり推進部長 

 都市基盤整備部長 

 環境清掃部長 

 教育総務部長 

 庁議構成員の担当部 

【組織の補足事項】 

会計管理室：災対企画経営部に所属 

選挙管理委員会事務局、監査事務局、議会事務局： 

災対総務部に所属 

障がい者総合サポートセンター：災対福祉部に所属 

鉄道・都市づくり部、空港まちづくり本部： 

災対まちづくり推進部に所属 
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〈 休 日 ・ 昼 間 〉

安 全 防 災 部 課 長

警 備 ・ 保 安 責 任 者

防 災 セ ン タ ー

保 安 室 棟

電 気 室 棟

安 全 統 括 責 任 者

夜 間 隊  隊 長

施 設 運 営 部 長

副 隊 長
安 全 防 災 部 長

安
全

衛
生

委
員

会

代 行 者

電 気 主 任 技 術 者

安 全 運 転 管 理 者

自 動 車 整 備 管 理 者

安 全 衛 生 委 員

安 全 運 転 管 理 者

衛 生 管 理 者

安 全 管 理 者

産 業 医 ・ 保 健 師

〈 平 日 ・ 昼 間 〉

屋 外 貯 蔵 所

屋 内 貯 蔵 所

屋 外 タ ン ク 貯 蔵 所

一 般 取 扱 所

移 送 取 扱 所

安
全

防
災

部
長

対
策

室
防

火
管

理
者

移 動 タ ン ク 貯 蔵 所

給 油 取 扱 所

一 般 取 扱 所

地 下 タ ン ク 貯 蔵 所

対
策

室
長

航
空

事
業

部
長

整 備 場 棟

貯 油 基 地 事 務 所

貯 油 基 地

受 入 桟 橋

試 験 棟

自
衛

消
防

隊

：
各

顧
問

、
各

部
長

、
管

理
職

給 油 事 務 所

隊 長

給 油 課 長

防 火 責 任 者

防
火

責
任

者
危 険 物 保 安 監 督 者

危 険 物 保 安 監 督 者

安 全 防 災 部 課 長

電 気 計 装 課 長

施 設 課 長

管 制 課 長

油 送 課 長

総 務 課 長
給 油 部 長

施 設 運 営 部 長

副 安 全 運 転 管 理 者

副 安 全 運 転 管 理 者

自 動 車 検 査 主 任 者

監 視 ・ 巡 回 ・ 警 備

警 備 （ ゲ ー ト ）

監 視 ・ 警 備  ( ゲ ー ト 警 備 含 む )

安 全 防 災 部

委 託 会 社

技 術 部

業 務 部
副 安 全 運 転 管 理 者

給 油 課

管 制 課

油 送 課

施 設 課

電 気 計 装 課

シ ス テ ム 課

消 火 班 長

防 護 班 長

総 務 課 長
給 油 課 長

代 行 者
施 設 課 長

代 行 者
夜 間 隊

昼 間 隊

電 気 計 装 課 長

施 設 課 長

管 制 係 長

油 送 課 長

管 制 係 長

器 材 係 長

給 油 課 長

防 火 防 災 管 理 者

第 3 旅 客 タ ー ミ ナ ル 地 区

給 油 係 長

火 元 責 任 者

火
元

責
任

者

安 全 防 災 部 課 長

管 制 課 長

給 油 課 長

通 報 ・ 連 絡

防 護 　 警 備

消 火 班 長

エ プ ロ ン 地 区 班 長

受 入 桟 橋 班 長

救 護 班 長

警 備 班 長

班 長 管 制 課 ク ル ー 係 長

給 油 1 係 ～

6 係 の 各 係 長

給 油 課 長

油 送 課 長

営 業 課 長

自 動 火 災 報 知 設 備

建 物 （ 構 造 等 ）

電 気 設 備

消 防 設 備

危 険 物 施 設 保 安 員

危 険 物 取 扱 者
給 油 係 長

火 元 責 任 者

通 報 ･ 連 絡 班 長

電 気 ・ 放 送 設 備

誘 導 灯

固 定 消 火 設 備

給 油 事 務 所

消
防

用
・
防

火
設

備
点

検
施

設
点

検
検

査
班

危 険 物 施 設

（
本

文
6
1
頁

）

技 術 部 課 長

電 気 計 装 課 長

施 設 課 長

総 務 課 長

電 気 計 装 課

電 気 計 装 課

電 気 計 装 課

施 設 課

施 設 課 ・ 給 油 課

担 当 各 課 火 元 責 任 者

委 託 会 社
給 油 係 長

防 火 責 任 者

給 油 係 長

施 設 課 係 長
施 設 ･ 油 送 ・ 給 油 各 課

安 全 防 災 部

総 務 課
危 険 物 取 扱 者

消 火 器

火 気 設 備 器 具
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資料第12　三愛オブリ株式会社航空事業部自衛消防隊組織図（三愛オブリ㈱）

（本文61頁）

防護班長

施設課長

消火班長

電気計装課長

警備班長

技術部課長

隊長 副隊長 救護班長

安全防災部長 施設運営部長 営業課長

通報・連絡班長

総務課長

受入桟橋班長

油送課長

ｴﾌﾟﾛﾝ地区班長

給油1課長

消火班長

給油係長

隊長

安全統括責任者 管制係長

油送係長
※荷役中の場合のみ編成

自衛消防隊編成表
　　　　（平日昼間の体制）

防護班

施設課他日勤者

消火班

各課日勤者

警備班

技術部他日勤者

救護班

営業課他日勤者

通報・連絡班

総務課他日勤者

通報・連絡、防護、消火班

油送課員　全員

防護、救護

給油日勤係　全員

自衛消防隊編成表
　　　　（休日及び夜間の体制）

油送課から2名

消火班

給油係から4名

通報・連絡、防護、
警備班長 通報・連絡、防護、警備班

  管制･総務・給油係員

通報・連絡、防護、
消火班長 通報･連絡、防護、消火班
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資料第 13 大田区防災船着場一覧（大田区） 

（本文 99 頁） 

河川・運河名 接 岸 可 能 地 点 最低水深 接岸船舶限界（ﾄﾝ/m） 

多 摩 川 

多摩川二丁目 16番地先 2.0ｍ 500 トン 

羽田二丁目 32番地先 2.0ｍ 艇長 15ｍまで 

呑 川 

東糀谷六丁目１番地先 

・大森南五丁目４番地先（旭橋際） 
1.0ｍ 150 トン 

南蒲田一丁目４番地先 

（夫婦橋親水公園） 
1.0ｍ 150 トン 

大森南一丁目 24番６号先 

（大森南一丁目公園） 
計画中 

海 老 取 川 
羽田空港一丁目１番２号 

（羽田空港天空橋船着場） 
2.0ｍ 艇長 20ｍまで 

平和島運河 

平和の森公園１番地先 

（水面管理防災施設） 
2.5ｍ 150 トン 

ふるさとの浜辺公園一丁目２番地先 

（大森ふるさとの浜辺公園船着場） 
2.5ｍ 150 トン 

大森南四丁目５番地先 2.5ｍ 148 トン（測定値） 

 
 
資料第 14 東京危険物災害相互応援協議会による協定に基づく防災機材等 

（東京消防庁） 

（本文 100 頁） 

（令和４年 12月１日現在） 

泡消火原

液（L） 

土嚢・砂 

（袋） 

土嚢・袋 

（袋） 

ｵｲﾙﾌｪﾝｽ 

（ｍ） 

中和剤 

（㎏） 

作業船 

（隻） 

車両 

（台） 

320 2,065 2,138 440 1,016 2 2 
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資料第 15 東京湾消防相互応援協定（東京消防庁） 

（本文 102 頁） 

 

第１章 総 則 

  

（目的） 

第１条 この協定は、消防組織法（昭和22年法律第 226 号）第 39 条の規定に基づき、第

２条に規定する各都市の港内及びこれに関連する沿岸施設等に大規模災害が発生した

場合における消防相互応援について必要な事項を定めることを目的とする。 

（協定都市） 

第２条 この協定は、次に掲げる各都市の消防機関（以下「協定機関」という。）相互間

において行うものとする。  

(1) 東京都（東京消防庁） 

(2) 川崎市（川崎市消防局） 

(3) 千葉市（千葉市消防局） 

(4) 横浜市（横浜市消防局） 

(5) 市川市（市川市消防局） 

（対象とする災害） 

第３条 この協定の対象とする災害は、次に掲げるものとする。 

(1) 船舶，航空機，車両等の交通機関による大規模な火災又は危険物の流出事故 

(2) 大規模な危険物施設等の火災 

(3) その他前２号に準ずる大規模火災等 

  

第２章 相互応援 

  

（応援要請） 

第４条 この協定に基づく応援要請は、前条に規定する災害が発生した都市（以下「発災

都市」という。）の長又は消防長が次のいずれかに該当する場合に第２条に規定する都

市（以下「応援都市」という。）の長又は消防長に行うものとする。 

(1) その災害が協定都市に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合 

(2) 発災都市の消防力によっては防ぎょが著しく困難と認める場合 

(3) その災害を防除するため協定機関が保有する特殊の車両等及び資器材を必要と認

める場合 

２ 前項に規定する応援要請は、電話等により次の事項を明らかにして行うものとする。 

(1) 災害の種別 

(2) 災害発生の場所及び被害の状況 
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(3) 要請する車両等の種別、資器材の数量及び集結場所 

(4) その他必要な事項 

（応援隊等の派遣） 

第５条 応援都市の長又は消防長（以下「応援都市の長」という。）が前条の規定により

応援要請を受けたときは、特別の理由がない場合のほか応援を行うものとする。 

２ 前項の規定による要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに発災都市の

長又は消防長（以下「発災都市の長」という。）に通報するものとする。 

（消火用資器材等の調達手配） 

第６条 応援都市の長は、発災都市の長から消火用資器材等の調達及び輸送について依頼

を受けた場合は、これが迅速に行われるよう手配するとともに、その結果を発災都市の

長に通報するものとする。 

（応援隊の指揮） 

第７条 応援隊の指揮は、発災都市の消防長が応援隊の長を通じて行うものとする。ただ

し、緊急の場合は直接隊員に行うことができる。 

（報告） 

第８条 応援隊の長は、消防行動の結果を速やかに発災都市の長に報告するものとする。 

（災害概要の通報） 

第９条 発災都市の長は、消防行動終了後速やかに災害の概要を応援都市の長に通報する

ものとする。 

  

第３章 連絡会議 

  

（連絡会議） 

第 10 条 協定事務の円滑な推進を図るため、必要の都度協定機関間において連絡会議を

開くものとする。 

（協議連絡事項） 

第 11 条 連絡会議は、次の各号について行うものとする。 

(1) 消防相互応援要領の円滑化に関すること。 

(2) 協定機関の消防現勢、消防事象、特殊災害等の資料の交換に関すること。 

(3) 協定都市間の消防演習に関すること。 

(4) 警防技術に関すること。 

(5) 消防資器材の開発、研究資料の交換に関すること。 

(6) その他必要な事項 

  

第４章 経費負担 
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（経費負担） 

第 12 条 この協定を実施するため必要な経費は、次の区分により負担するものとする。 

(1) この協定に基づく応援に要する経費のうち人件費、消費燃料費等の経常的経費、

公務災害補償費及び事故により生じた経費は応援側の負担とし、これ以外の経費は、

発災都市の負担とする。 

(2) 第６条の規定に基づく経費は、発災都市の負担とする。ただし、応援都市の職

員をして行う輸送、連絡等に要する経費は、応援都市の負担とする。 

  

第５章 雑 則 

  

（実施細部） 

第 13 条 この協定に特別の定めがあるものを除くほか、この協定の実施について必要な

事項は、協定機関の消防長が協議して定めるものとする。 

（疑義） 

第 14 条 この協定の実施について疑義を生じたときは、その都度当事者間において協議

し、決定するものとする。 

（協定書の保管） 

第 15 条 この協定を証するため正本５通を作成し、協定機関がそれぞれ１通を保管する

ものとする。 

附 則  

１ この協定は、平成２年６月１日から効力を生ずる。 

２ この協定の締結に伴い、昭和 51 年４月１日東京都、川崎市、千葉市及び横浜市間に

おいて締結した東京湾消防相互応援協定は効力を失う。 

平成２年５月 29日 

附 則（平成 19年４月告示第３号） 

この協定は、平成 18年 12 月 12 日から効力を生ずる。 

東京消防庁消防長 

消防総監 中 條 永 吉 

                          川崎市 

市長   高 橋   清 

                      千葉市 

市長   松 井   旭 

横浜市 

市長   高 秀 秀 信 

市川市 

市長   高 橋 國 雄 
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参考資料１ 東京都石油コンビナート等防災本部条例 

平成 3 0 年 10 月 15 日 
東 京 都 条 例 第 9 2 号 

 
（目的） 
第１条 この条例は、石油コンビナート等災害防止法（昭和５０年法律第８４号。以下「法」とい

う。）第２８条第９項の規定に基づき、東京都石油コンビナート等防災本部（以下「防災本部」

という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 
（用語の意義） 
第２条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 
（本部員及び専門員） 
第３条 法第２８条第５項第４号、第６号及び第９号に掲げる本部員の総数は、三十人以内とする。 

 ２ 法第２８条第５項第９号に掲げる本部員の任期は二年とし、補欠の本部員の任期は前任者の残

任期間とする。ただし、再任を妨げない。 
 ３ 専門員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（幹事） 
第４条 防災本部に、幹事四十人以内を置く。 

 ２ 幹事は、防災本部の本部員の属する機関又は特定事業所の職員のうちから、知事が任命する。 
 ３ 幹事は、防災本部の所掌事務について、本部員及び専門員を補佐する。 

（部会） 
第５条 防災本部は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

 ２ 部会に属すべき本部員及び専門員は、本部長が指名する。 
 ３ 部会に部会長を置き、本部長の指名する本部員をもってこれに充てる。 
 ４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 
 ５ 部会長に事故があるときは、部会に属する本部員のうちから部会長があらかじめ指名する者が

その職務を代理する。 
（議事等） 
第６条 この条例に定めるもののほか、防災本部の議事その他防災本部の運営に関し必要な事項は、

本部長が防災本部に諮って定める。 
   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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参考資料２ 東京都石油コンビナート等防災本部運営要綱 

3 0 総 防 計 第 3 17 号 
平成 30 年 11 月 28 日 

 
（目的） 
第１条 この要綱は、東京都石油コンビナート等防災本部条例（平成 30 年東京都条例第 92 号。

以下「条例」という。）第６条の規定に基づき、東京都石油コンビナート等防災本部（以下「防

災本部」という。）の議事その他の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 
（用語の意義） 
第２条 この要綱で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 
（本部会議） 
第３条 石油コンビナート等防災計画の作成その他石油コンビナート等特別防災区域（以下「特別

防災区域」という。）に係る防災に関する重要事項を審議するため、防災本部に東京都石油コン

ビナート等防災本部会議（以下「本部会議」という。）を置く。 
２ 本部会議は、必要に応じ本部長が招集する。 

 ３ 本部長は、本部会議を招集するときは、日時、場所及び議題を定め、本部員に通知しなければ

ならない。 
 ４ 本部長は、前二項の規定にかかわらず、軽易な事案については書面により協議等を行うことが

できる。 
（代理出席） 
第４条 本部員が事故のため出席できないときは、あらかじめ当該本部員が指名する者を出席させ

ることができる。 
（議事） 
第５条 本部会議は、本部長が主宰する。 

 ２ 本部会議の議事は、出席本部員の過半数で決し、可否同数のときは本部長の決するところによ

る。 
 ３ 本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

（専決事項） 
第６条 本部長は、緊急を要し本部会議を招集するいとまがないと認めるとき、その他やむを得な

い事情により本部会議を招集することができないときは、防災本部が処理すべき事項を専決する

ことができる。 
 ２ 本部長は、前項の処分をしたときは速やかに本部員に通知しなければならない。 

（議事録の作成等） 
第７条 本部会議を開き、又は審議を行ったときは、議事録を作成しなければならない。 

 ２ 議事録には、次の事項を記載しなければならない。 
  一 日時及び場所 
  二 出席した本部員の職名及び氏名 
  三 議事の件名及び概要並びに議決事項 
  四 その他必要と認める事項 
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（幹事会） 
第８条 防災本部の所掌事務について、連絡調整、事前協議等を行うため、防災本部に幹事会を置

く。 
２ 幹事会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 
（部会） 
第９条 特別防災区域ごとの防災対策を講ずるため、又は特別防災区域に係る防災について特別の

対策を講ずるため、部会を置くことができる。 
２ 部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 
（事務局） 
第 10 条 防災本部の事務局は、東京都総務局総合防災部とする。 
（補則） 
第 11 条 この要綱に定めるもののほか、防災本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成 30 年 11 月 12 日から施行する。 
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参考資料３ 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令 （抜粋） 

昭和 51 年政令第 192 号 

 

内閣は、石油コンビナート等災害防止法（昭和 50 年法律第 84号）第２条第２

号の規定に基づき、この政令を制定する。 

１ 石油コンビナート等災害防止法第２条第２号に規定する政令で指定する区

域は、別表各号に掲げる地区ごとの区域とする。 

２ 別表に規定する主務大臣は、総務大臣及び経済産業大臣とする。 

３ 別表各号に掲げる地区ごとの区域の表示は、平成三十年四月一日における

行政区画その他の区域、埋立地の区域、海岸線、河川又は道路若しくは鉄道

その他の施設によりされるものとする。 

 

附 則  （略） 

附 則 （平成三〇年八月三一日政令第二四八号） 抄  

（施行期日） 

１ この政令は、公布の日から施行する。 

（罰則に関する経過措置） 

２ この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。 

 

別表 

一から十七 （略） 

十八 東京国際空港地区 

 東京都大田区羽田空港三丁目の区域 同区羽田空港一丁目及び羽田空港二

丁目の区域のうち主務大臣の定める区域 東京国際空港の区域（同区羽田空港

一丁目から羽田空港三丁目までに属する区域を除く。）のうち主務大臣の定め

る区域 

十九から七十五 （略） 
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参考資料４ 石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定の一部を改正

する件 

平成３０年８月３１日 

総 務 省 
告示第４号 

経済産業省 

 

石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令（ 昭和五十一年政令第百九

十二号） 別表の規定に基づき、石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の

指定（ 昭和五十一年
通商産業省

自 治 省
告示第一号）の一部を次のように改正し、公布

の日から施行する。 

 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応

する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改

正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（ 以下「対象規

定」という。） は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲

げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規

定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改

正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に

掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これ

を加える。 

改正後 改正前 

（略） 

十八  東京国際空港地区 

東京都大田区羽田空港一丁目及び羽

田空港二丁目のうち環状八号線より北

側の区域並びに東京国際空港の区域の

うち場周道路及び場周道路が羽田空港

三丁目と交わる地点を結んだ直線で囲

まれた区域 

（略） 

 

（新設） 
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